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〈
北
大
立
法
過
程
研
究
会
報
告
〉

　
　
　「
代
表
」・「
国
益
」・「
輿
論
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─
─ 
美
濃
部
達
吉
の
貴
族
院
論 

─
─

西　

村　

裕　

一

資
　
　
　
料

は
じ
め
に
─
─
本
稿
の
課
題

　

一
九
九
〇
年
代
以
降
、
そ
れ
ま
で
衆
議
院
の
「
カ
ー
ボ
ン
コ
ピ
ー
」
と

揶
揄
さ
れ
て
い
た
参
議
院
が
そ
の
存
在
感
を
高
め
て
い
く
中
で
、
憲
法
学

や
政
治
学
に
お
い
て
も
、
両
院
制
に
関
す
る
議
論
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
特
に
憲
法
学
に
お
け
る
両
院
制
論
に
つ
い

て
み
る（

１
）と

、
比
較
法
的
な
研
究
が
手
厚
く
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
比
べ

て
、
我
が
国
の
戦
前
の
歴
史
に
対
す
る
関
心
は
ほ
と
ん
ど
欠
落
し
て
い
る
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と
い
っ
て
よ（

２
）い

。
も
っ
と
も
、
貴
族
院
の
否
定
の
上
に
成
立
し
た
と
い
う

経
緯
か
ら
も
、
ま
た
憲
法
上
公
選
議
員
か
ら
構
成
さ
れ
る
こ
と
が
要
求
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
参
議
院
が
「
貴
族
院
型
」
に
戻
る
こ
と
な
ど
も

は
や
あ
り
え
な
い
以（

３
）上

、
貴
族
院
に
関
す
る
研
究
が
進
展
を
見
な
か
っ
た

の
は
、
当
然
と
言
え
ば
当
然
で
は
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
参
議
院
論
が
活
況
に
な
る
に
伴
い
、
貴
族
院
へ
の
関
心
が

高
ま
る
こ
と
も
故
な
し
と
し
な
い
。
そ
れ
は
、
歴
史
を
知
ら
ず
に
現
在
を

理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
一
般
的
な
命
題
は
も
と
よ
り
、
戦
後

の
参
議
院
論
に
「
貴
族
院
の
残（

４
）映

」
が
影
響
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
し

ば
し
ば
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
憲
法
学

者
の
手
に
な
る
唯
一
の
貴
族
院
論
と
も
言
う
べ
き
論
考
の
中
で
、
藤
野
美

都
子
は
、「
日
本
国
憲
法
の
も
と
で
そ
の
〔
＝
参
議
院
の
（
筆
者
注
、
以

下
同
）〕
存
在
意
義
や
議
員
構
成
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
、
戦
前
の
貴
族

院
が
果
た
し
た
役
割
あ
る
い
は
貴
族
院
に
期
待
さ
れ
た
役
割
の
影
響
が
み

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
場
合
が
あ（

５
）る

」
と
述
べ
て
い
る
。
だ

と
す
れ
ば
、
あ
る
政
治
史
家
に
よ
る
、
特
に
緑
風
会
を
媒
介
と
し
て
貴
族

院
が
戦
後
の
参
議
院
に
様
々
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
い
う
指（

６
）摘

は
、

憲
法
学
に
と
っ
て
も
無
視
で
き
な
い
は
ず
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
、
貴
族
院
と
参
議
院
の
深
い
関
係
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、「
二

院
制
の
比
較
立
法
過
程
論
的
研
究
」
を
進
め
て
い
る
本
研
究
会
か
ら
筆
者

に
美
濃
部
達
吉
の
貴
族
院
論
を
報
告
す
る（

７
）命

が
下
っ
た
こ
と
は
、
報
告
者

の
能
力
に
は
大
い
に
疑
問
が
あ
る
も
の
の
、
一
驚
に
値
す
る
こ
と
で
は
な

い
。
し
か
も
、
美
濃
部
の
貴
族
院
論
と
い
う
主
題
の
限
定
さ
え
も
、
右
に

引
用
し
た
論
考
の
中
で
、
藤
野
が
「
美
濃
部
の
貴
族
院
に
関
す
る
考
え
方

は
、
現
在
の
参
議
院
に
対
し
て
『
理
の
政
治
』
を
求
め
る
見
解
に
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ（

８
）る

」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

そ
こ
に
深
謀
遠
慮
を
疑
う
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。
実
際
本
稿
を
通
じ

て
、
戦
後
に
お
け
る
両
院
制
論
の
典
型
的
な
型
と
美
濃
部
の
─
─
美
濃
部

の
も
の
だ
け
が
特
権
的
で
あ
る
か
は
と
も
か
く
─
─
議
論
と
の
連
続
性

が
、
示
唆
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
研
究
会
の
意
図
に
は
反
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
筆
者
は
、

本
稿
の
主
た
る
狙
い
を
そ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
は
置
か
な
か
っ

た
。
む
し
ろ
本
稿
は
、
美
濃
部
憲
法
学
の
全
体
像
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位

置
づ
け
が
与
え
ら
れ
る
か
と
い
う
純
粋
に
学
説
史
的
な
関
心
か
ら
、
彼
の

貴
族
院
論
に
対
し
て
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
そ

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
本
稿
全
体
を
通
じ
て
明
ら
か
に
す
る
他
は
な
い

が
、
美
濃
部
の
貴
族
院
論
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
彼
の
憲
法
学
説
の
全
体

像
を
解
明
す
る
と
い
う
筆
者
の
関
心
に
と
っ
て
重
要
な
手
掛
か
り
を
与
え

て
く
れ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
も
ち
ろ
ん
最
後
に
は

参
議
院
論
へ
の
示
唆
に
つ
い
て
も
述
べ
る
け
れ
ど
も
、
本
稿
の
関
心
か
ら
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す
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
副
次
的
な
も
の
に
止
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ

と
を
予
め
断
っ
て
お
く
。

　

と
は
い
え
、
慌
て
て
注
釈
を
加
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
が
、
か
よ
う
な
方
法
の
採
用
は
決
し
て
筆
者
の
関
心
に
の
み
規
定
さ
れ

た
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
過
去
と
い
う
他
者
と
の
「
対（

９
）話

」
で
あ

る
憲
法
史
を
取
り
扱
う
際
に
は
、
か
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
不
可
避
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
、し
ば
し
ば
比
較
法
に
関
し
て
は
、

比
較
対
象
と
な
る
国
の
文
脈
に
留
意
し
て
内
在
的
に
研
究
が
行
わ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
へ
の
注
意
が
喚
起
さ
れ
る
が
、
法
史
学
に
お
い
て
も

「
対
象
を
対
象
自
身
の
有
す
る
論
理
に
従
っ
て
理
解
し
よ
う
と
す
る

（
（（
（

道
」

を
採
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
同
断
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
学
説
史
研
究

に
お
い
て
は
、
た
と
え
特
定
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
論
じ
る
場
合
で
あ
っ
て

も
、
対
象
と
な
る
人
物
の
思
想
の
襞
に
分
け
入
っ
て
そ
れ
を
把
握
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
本
稿
は
、
憲
法
学
説
史
と

い
う
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
に
立
脚
す
る
以
上
、現
代
の
参
議
院
論
へ
の「
示
唆
」

も
そ
の
よ
う
な
形
で
し
か
得
る
こ
と
は
出
来
な
い
は
ず
だ
と
考

（
（（
（

え
、
右
の

よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
次
第
で
あ
る
。

一　

政
党
政
治
論
・
瞥
見

　

美
濃
部
の
貴
族
院
論
を
検
討
す
る
こ
と
が
本
稿
の
中
心
的
な
課
題
で
あ

る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
筆
者
が

こ
れ
ま
で
発
表
し
て
き
た
論

（
（（
（

考
を
も
と
に
、
本
稿
の
議
論
に
必
要
な
限
り

で
、
美
濃
部
の
政
党
政
治
論
を
瞥
見
し
て
お
こ
う
。

１
．「
立
憲
政
治
」
と
し
て
の
政
党
政
治

　

大
正
一
〇
年
に
公
表
さ
れ
た
「
我
が
憲
政
の
将

（
（（
（

来
」
に
お
い
て
、
美
濃

部
は
、
議
会
に
は
「
内
閣
原
動
機
能
」
と
「
内
閣
監
視
・
批
判
機
能
」
が

あ
る
と
し
た
上
で
、
前
者
を
多
数
党
、
後
者
を
少
数
党
に
割
り
当
て

（
（（
（

た
。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
議
会
に
は
政
策
決
定
機
能
が
存
し
な
い
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
社
会
が
複
雑
化
し
国
家
任
務
も
増
大

す
る
と
い
う
行
政
国
家
現
象
の
下
、
議
会
に
政
策
決
定
能
力
を
求
め
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
政
策
決
定
の
中
心
は
内
閣

に
移
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
よ
り
、
議
会
に
は
、
政
策
決
定
機
能
を
担
っ

て
い
る
内
閣
を
作
る
機
能
と
、
そ
の
内
閣
が
策
定
し
た
政
策
に
対
す
る
監

視
を
行
な
う
機
能
の
み
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
議
会
に
内
閣
原
動
機
能
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
議
院

内
閣
＝
政
党
内

（
（（
（

閣
を
肯
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
明
治
の
末

期
以
来
、美
濃
部
は
政
党
内
閣
違
憲
論
を
斥
け
、そ
れ
を
「
自
然
の
趨
勢
」
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で
あ
る
と
し
て
容
認
し
て
い

（
（（
（

た
。
し
か
し
、
議
院
内
閣
は
、
た
だ
消
極
的

に
肯
定
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
美
濃
部
に
と
っ
て
、「
立
憲
政

治
の
根
本
義
は
…
萬
機
之
を
国
民
の
公
論
に
決
す
る
の
政
治
に
在

（
（（
（

る
」
の

で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
た
め
に
は
、
今
や
国
政
の
中
心
と
な
っ
た
内
閣
が

国
民
の
支
持
を
受
け
る
、
す
な
わ
ち
「
国
民
的
政

（
（（
（

府
」
と
な
る
必
要
が
あ

る
。
国
民
に
対
し
て
間
接
的
に
責
任
を
負
う
議
院
内
閣
制
は
、
ま
さ
に
そ

の
よ
う
な
要
求
を
満
た
す
た
め
の
運
用
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
美
濃
部

に
お
い
て
、
議
院
内
閣
が
立
憲
政
治
に
適
合
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
所
以
が

あ
る
。

２
．
政
党
政
治
の
弊
害
と
比
例
代
表
制

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
議
院
内
閣
＝
政
党
内
閣
に
お
い
て
内
閣
を
構
成

し
国
政
の
中
枢
を
担
う
こ
と
に
な
る
政
党
に
対
し
て
、
美
濃
部
は
不
信
感

を
隠
さ
な
い
。
先
述
の
「
我
が
憲
政
の
将
来
」
に
お
い
て
す
で
に
、「
政

党
の
資
金
の
供
給
は
、
政
党
の
堕
落
の
根
源
で
あ
つ
て
、
議
会
政
治
の
最

も
大
な
る
弱
点
で
も
あ

（
（（
（

る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
通
り
、
選
挙
運
動
に
巨

額
の
費
用
が
か
か
る
政
党
は
そ
の
資
金
を
捻
出
す
る
た
め
に
政
権
を
濫
用

す
る
と
い
う
点
に
、
美
濃
部
は
、
政
党
政
治
が
堕
落
す
る
根
本
的
な
原
因

を
見
出
し
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
党
利
の
た
め
に
国
益
が
犠
牲
に

供
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
弊
害
に
対
す
る
美
濃
部
の
処
方
箋
は
、
比
例
代
表
制
で

あ
っ
た
。
美
濃
部
に
よ
れ
ば
、
比
例
代
表
制
を
導
入
す
れ
ば
、
選
挙
結
果

が
国
民
の
意
向
を
反
映
す
る
も
の
と
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
選
挙
運
動
の

費
用
を
減
少
さ
せ
選
挙
運
動
の
腐
敗
を
防
止
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
と

さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
、
金
の
か
か
ら
な
い
選
挙
の
実
現
が
、
政
党
政
治

の
堕
落
を
防
ぐ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
さ
ら
に

重
要
な
こ
と
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
比
例
代
表
制
導
入
の
効
果
に
よ
っ

て
国
民
に
よ
る
政
党
の
監
視
が
実
効
的
な
も
の
と
な
る
、
と
さ
れ
た
点
で

あ
（
（（
（

る
。
と
い
う
の
も
、
大
正
二
年
に
す
で
に
、
美
濃
部
は
、
政
党
政
治
を

実
行
す
る
た
め
の
条
件
と
し
て
、
政
党
を
監
視
で
き
る
程
度
に
国
民
の
知

識
が
発
達
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
い

（
（（
（

た
。
し
た
が
っ

て
、
比
例
代
表
制
と
い
う
国
民
が
政
党
を
監
視
で
き
る
た
め
の
方
策
を
提

供
す
る
こ
と
は
、
こ
の
年
来
の
課
題
に
対
す
る
回
答
と
し
て
の
意
味
を
も

有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
大
正
初
期
以
来
美
濃
部
が
抱
い

て
い
た
政
党
政
治
の
弊
害
に
対
す
る
懸
念
は
、
比
例
代
表
制
と
い
う
処
方

箋
へ
と
一
貫
し
て
繋
が
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

二　

貴
族
院
論
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こ
の
よ
う
な
比
例
代
表
制
は
、
国
民
に
よ
る
監
視
の
実
効
化
と
い
う
メ

リ
ッ
ト
か
ら
も
明
ら
か
な
通
り
、
内
閣
の
国
民
に
対
す
る
民
主
的
な
責
任

を
強
化
す
る
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
、
政
党
政
治
の
弊
害
を
抑
制
し
よ
う

と
す
る
試
み
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、こ
れ
だ
け
を
見
れ
ば
、

美
濃
部
は
立
派
な
デ
モ
ク
ラ
ッ
ト
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
美
濃
部
の

議
会
制

（
（（
（

論
は
、
そ
う
単
純
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、「
国
民
→
衆
議
院

→
内
閣
」
と
い
う
「
責
任
の
体

（
（（
（

系
」
の
外
側
に
位
置
す
る
貴
族
院
の
存
在

を
、
美
濃
部
が
決
し
て
軽
視
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な

（
（（
（

い
。
そ

こ
で
ま
ず
、
本
稿
の
出
発
点
で
あ
り
終
着
点
で
あ
る
美
濃
部
の
貴
族
院
論

を
、
そ
の
存
在
意
義
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

１
．
貴
族
院
の
存
在
意
義

（
１
）
概
要

　

美
濃
部
に
と
っ
て
貴
族
院
の
存
在
意
義
は
、
国
民
と
内
閣
を
繋
ぐ
媒
介

者
（m

edium

（
（（
（

）
で
あ
っ
た
衆
議
院
の
権
力
を
抑
制
す
る
点
に
、
求
め
ら

れ
る
。

　
　

両
院
制
ノ
趣
旨
ト
ス
ル
所
ハ
主
ト
シ
テ
選
挙
制
度
及
多
数
決
制
度
ノ

欠
点
ヲ
緩
和
シ
、
多
数
横
暴
ノ
弊
ヲ
防
ギ
、
一
院
ガ
一
時
ノ
多
数
決

ヲ
以
テ
軽
率
ニ
又
ハ
不
正
ノ
動
機
ニ
依
リ
不
当
ノ
決
議
ヲ
貫
カ
ン
ト

ス
ル
場
合
ニ
於
テ
、
他
ノ
一
院
ヲ
シ
テ
之
ヲ
抑
制
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル

ニ
在
リ
。
議
会
ノ
両
院
制
ニ
於
テ
ハ
何
レ
ノ
国
ニ
於
テ
モ
其
ノ
一
院

ハ
必
ズ
国
民
ノ
公
選
ニ
係
ル
議
員
ヲ
以
テ
組
織
シ
、
之
ヲ
代
議
院
又

ハ
衆
議
院
…
ト
謂
フ
、
両
院
中
ニ
モ
特
ニ
国
民
代
表
ノ
府
ト
看
做
サ

ル
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
若
シ
衆
議
院
ノ
議
決
ニ
シ
テ
常
ニ
適
切
誤
ナ
シ
ト

セ
バ
、
別
ニ
他
ノ
一
院
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ハ
啻
ニ
無
用
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ

ズ
有
害
ナ

（
（（
（

リ
、
何
ト
ナ
レ
バ
其
ノ
結
果
ハ
徒
ニ
時
間
ヲ
遅
延
シ
、
意

見
ノ
分
裂
ニ
因
リ
議
会
ノ
勢
力
ヲ
薄
弱
ニ
シ
、
必
要
ナ
ル
立
法
ヲ
阻

害
ス
ル
ニ
止
マ
ル
ベ
ケ
レ
バ
ナ
リ
。
議
会
ノ
両
院
制
ノ
存
在
ノ
理
由

ハ
、
衆
議
院
ノ
議
決
ガ
常
ニ
必
ズ
シ
モ
公
正
ナ
ル
コ
ト
ヲ
期
ス
ル
ヲ

得
ザ
ル
コ
ト
ヲ
前
提
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
選
挙
ニ
如
何
ナ
ル
制
度

ヲ
採
ル
ト
ス
ル
モ
、
選
挙
ニ
依
リ
テ
完
全
ナ
ル
国
民
代
表
者
ヲ
得
ル

コ
ト
ハ
望
ミ
難
キ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
議
会
制
度
ハ
多
数
決
制
度
ニ
シ
テ

而
シ
テ
多
数
ノ
決
ス
ル
所
必
ズ
シ
モ
公
正
ナ
ラ
ズ
、
若
シ
一
院
ノ
議

決
ノ
ミ
ヲ
以
テ
議
会
ノ
意
思
ガ
直
ニ
確
定
シ
、
国
ノ
立
法
及
財
政
ガ

之
ニ
依
リ
テ
動
カ
サ
ル
ル
モ
ノ
ト
セ
バ
、
国
家
ノ
為
頗
ル
危
惧
ナ
キ

ニ
非
ズ
。
且
ツ
衆
議
院
ハ
政
党
ノ
勢
力
ニ
依
リ
テ
支
配
セ
ラ
レ
、
而

シ
テ
政
党
ハ
政
党
ト
シ
テ
ノ
存
在
ヲ
保
持
シ
其
ノ
勢
力
ヲ
成
ル
ベ
ク

拡
張
ス
ル
必
要
ア
ル
ヲ
以
テ
、
必
ズ
シ
モ
国
家
ノ
利
害
ノ
ミ
ヲ
念
ト



資　　　料

北法61（4・198）1396

ス
ル
コ
ト
ヲ
期
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
、
屢
党
利
ノ
為
ニ
国
家
ノ
利
益
ヲ

犠
牲
ト
ス
ル
ノ
虞
ナ
シ
ト
セ
ズ
。
衆
議
院
ノ
外
ニ
別
ニ
一
院
ヲ
設
ケ

テ
之
ヲ
抑
制
セ
シ
ム
ル
ノ
必
要
ハ
之
ニ
因
リ
テ
生
ズ
ル

（
（（
（

…
。（
以
下
、

こ
れ
を
①
と
す
る
）

　

こ
の
よ
う
に
、
美
濃
部
は
貴
族
院
の
存
在
意
義
を
衆
議
院
の
抑
制
に
求

め
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
何
故
衆
議
院
の
権
力
は
抑
制
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
の
か
。
①
に
あ
る
通
り
、
衆
議
院
の
議
決
は
必
ず
し
も
公
正
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
が
そ
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、そ
の
理
由
と
し
て
は
、

選
挙
に
よ
っ
て「
完
全
ナ
ル
国
民
代
表
者
」を
得
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
、

多
数
の
決
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
「
公
正
」
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
、

衆
議
院
は
政
党
勢
力
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
三
点
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
点
、
三
点
目
の
政
党
支
配
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
一
２

で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
多
数
決
制
度
に
つ

い
て
美
濃
部
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
を
示
す
文
章
を
見
て
み
よ
う
。

　
　

元
来
多
数
決
で
事
を
決
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
必
ず
し
も
常
に
適
当

な
る
結
果
を
得
る
所
以
で
は
な
い
。
多
数
決
は
人
間
を
総
て
平
等
の

者
と
看
做
し
て
唯
数
に
依
つ
て
決
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
…
人
間

が
実
際
平
等
の
者
で
な
い
以
上
は
、
多
数
の
同
意
す
る
所
が
必
ず
し

も
常
に
少
数
の
意
見
よ
り
も
勝
れ
て
居
る
と
い
ふ
こ
と
の
出
来
な
い

の
は
当
然
で
あ
り
ま

（
（（
（

す
。

　

多
数
意
見
が
必
ず
し
も
少
数
意
見
よ
り
も
優
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

と
い
う
の
は
至
極
も
っ
と
も
で
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
こ
こ
で
は
、

多
数
決
制
度
が
人
間
を
す
べ
て
平
等
で
あ
る
と
み
な
す
も
の
で
あ
る
が
ゆ

え
に
欠
点
を
有
す
る
と
い
う
論
拠
に
、
注
目
し
て
お
き
た

（
（（
（

い
。

　

次
に
、
選
挙
制
度
の
欠
点
に
つ
い
て
、
美
濃
部
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
選
挙
制
度
が
多
数
決
を
前
提
と
す
る
以

上
、
右
と
同
じ
理
由
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
当
然
で
あ

る
（
（（
（

が
、
さ
ら
に
、
一
般
民
衆
に
人
材
鑑
識
眼
が
な

（
（（
（

い
、
候
補
者
の
範
囲
が

限
ら
れ
て
い
る
、
選
挙
運
動
に
は
多
額
の
金
銭
・
自
家
広
告
・
人
気
取
り
・

時
間
の
犠
牲
を
伴
う
の
で
多
く
の
人
材
が
立
候
補
し
な
い
傾
向
が
あ
る
、

な
ど
と
い
っ
た
欠
点
が
数
え
上
げ
ら
れ
て
い

（
（（
（

る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
欠
点

は
、
あ
る
時
に
は
選
挙
に
よ
っ
て
「
完
全
に
公
正
な
る
結
果
を
得
る
こ
と

は
不
可
能
で

（
（（
（

あ
」
る
こ
と
を
、ま
た
あ
る
時
に
は
国
民
に
よ
る
選
挙
が
「
決

し
て
理
想
的
な
国
民
代
表
者
を
得
る
途
で
は
あ
り
得
な

（
（（
（

い
」
こ
と
を
、
そ

れ
ぞ
れ
裏
付
け
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
選
挙
制
度
や
多
数
決
制
度
に
必
然
的
に
欠
陥
が
伴
う
の
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で
あ
れ
ば
、そ
の
理
は
比
例
代
表
制
に
も
当
然
当
て
は
ま
る
は
ず
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
政
党
支
配
と
い
う
欠
点
に
つ
い
て
は
、
比
例
代
表
制
導
入
に

よ
っ
て
政
党
が
廓
清
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
弊
害
も
あ
る
程
度
は
緩
和
さ

れ
得
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
比
例
代
表
制
も
ま
た
、
そ
れ
自
身
一

の
選
挙
制
度
で
あ
り
、
か
つ
、
多
数
決
制
度
に
則
っ
て
い
る
以
上
、
右
の

欠
陥
を
免
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ゆ
え
に
、
衆
議
院
を
抑
制
す
る
と
い
う

貴
族
院
の
存
在
意
義
が
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

（
２
）
検
討

　

こ
こ
ま
で
の
叙
述
に
よ
っ
て
、
衆
議
院
に
お
け
る
多
数
決
制
度
・
選
挙

制
度
・
政
党
支
配
に
伴
う
欠
陥
の
存
在
が
、
貴
族
院
の
存
在
理
由
に
な
っ

て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
次
に
確
認
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
要
素
は
、
美
濃
部
に
お
い
て
必
ず

し
も
相
互
に
独
立
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
は
な

い
か
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、再
度
、

①
の
ロ
ジ
ッ
ク
を
仔
細
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
①
は
、
両
院
制
の
趣
旨
が
「
多
数
横
暴
ノ
弊
」
を
防
ぐ
点
に
あ
る

と
述
べ
た
上
で
、
衆
議
院
の
議
決
に
「
誤
」
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
両
院
制

を
採
用
す
る
こ
と
は
有
害
で
さ
え
あ
る
と
説
い
て
お
り
、
さ
ら
に
両
院
制

の
存
在
理
由
が
衆
議
院
の
議
決
が
「
公
正
」
で
は
な
い
こ
と
を
前
提
に
し

て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。以
上
よ
り
、衆
議
院
の
議
決
が「
多
数
横
暴
ノ
弊
」

に
陥
る
こ
と
、
衆
議
院
の
議
決
に
「
誤
」
が
あ
る
こ
と
、
衆
議
院
の
議
決

が
「
公
正
」
で
は
な
い
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
じ
事
象
を
指
す
も
の
と

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
、
ま
ず
間
違
い
は
な
か
ろ
う
。
そ
う
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
衆
議
院
の
議
決
が
「
公
正
」
で
は
な
い
根
拠
と
し
て
挙

げ
ら
れ
た
三
つ
の
事
柄
は
─
─
両
院
制
の
趣
旨
を
衆
議
院
の
議
決
が
「
多

数
横
暴
」
に
陥
る
こ
と
を
防
ぐ
点
に
求
め
る
と
い
う
①
全
体
の
論
理
構
造

か
ら
考
え
て
も
明
ら
か
な
の
だ
が
─
─
、
衆
議
院
の
議
決
が
「
多
数
横
暴

ノ
弊
」
に
陥
る
こ
と
の
根
拠
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
①
は
衆
議
院
の
議
決
が
「
公
正
」
で
は
な
い
根
拠
と
し
て
三

つ
の
理
由
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
結
局
、「
多
数
決
の
失
敗
」
と

で
も
呼
ぶ
べ
き
同
一
の
事
象
を
指
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
（
（（
（

う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
よ
く
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
衆
議
院
の
議
決
が
多
数

決
に
よ
っ
て
決
す
る
こ
と
は
デ
フ
ォ
ル
ト
で
あ
る
か
ら
、
多
数
決
制
度
が

必
然
的
に
欠
点
を
有
す
る
以
上
、
衆
議
院
の
議
決
が
「
多
数
横
暴
」
に
陥

る
こ
と
＝「
誤
」が
あ
る
こ
と
＝「
公
正
」で
は
な
い
こ
と
の
理
由
付
け
は
、

そ
れ
以
上
に
は
不
要
な
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
他
の
二

つ
の
理
由
が
付
け
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
多
数
決
制
度

の
欠
点
だ
け
で
は
、
両
院
制
の
存
在
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
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た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
、次
の
文
章
を
見
て
み
よ
う
。

　
　

二
院
制
に
反
対
す
る
論
者
が
国
民
の
意
思
を
代
表
す
べ
き
機
関
は
唯

一
つ
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
ふ
の
は
一
応
の
理
屈
の
有
る
説
の
や

う
で
あ
る
が
、併
し
、そ
れ
は
衆
議
院
が
眞
に
適
切
に
国
民
の
意
思
を

代
表
し
得
る
機
関
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
居
る
も
の
で
、
若
し

一
院
だ
け
で
は
到
底
完
全
に
国
民
を
代
表
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
と

す
れ
ば
、
其
説
は
全
く
成
り
立
ち
得
な
い
の
で
あ
る
。
而
し
て
一
院

だ
け
で
完
全
に
国
民
を
代
表
す
る
こ
と
は
、
如
何
な
る
選
挙
方
法
を

取
る
と
し
て
も
、
事
実
に
於
て
全
く
不
可
能
で
あ
る
。
…
如
何
な
る

方
法
を
取
つ
た
と
し
て
も
、
選
挙
と
い
ふ
こ
と
其
れ
自
身
が
其
の
根

底
に
於
て
救
ふ
べ
か
ら
ざ
る
欠
点
を
有
つ
て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
、

選
挙
に
依
つ
て
は
絶
対
に
完
全
な
国
民
代
表
の
機
関
を
得
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
り
、
而
も
選
挙
以
外
の
方
法
に
依
つ
て
は
尚
更
之
を
望

む
こ
と
は
出
来
ぬ
。
議
会
の
権
限
を
一
院
だ
け
の
専
制
に
任
か
し
て

置
く
こ
と
の
不
当
な
る
こ
と
は
、
茲
に
其
の
主
た
る
理
由
を
有
つ
て

居
る
も
の
で
、
一
院
に
於
け
る
多
数
党
の
横
暴
を
抑
制
す
べ
き
他
の

機
関
を
必
要
と
す
る
所
以
も
亦
主
と
し
て
此
の
点
に
あ

（
（（
（

る
。（
以
下
、

こ
れ
を
②
と
す
る
）

　
「
一
院
だ
け
で
完
全
に
国
民
を
代
表
す
る
こ
と
」
が
出
来
れ
ば
二
院
制

は
必
要
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、「
完
全
な
国
民
代
表
」
な
る
も
の

が
存
在
す
れ
ば
、「
多
数
党
の
横
暴
」
は
存
在
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
多
数
決
制
度
は
本
質
的
に
欠
点
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
い

う
言
明
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
数
決
制
度
が
望
ま
し
い
帰
結
を
導
く
可
能

性
を
美
濃
部
が
排
除
し
て
い
な
い
と
い
う
点
に
、
多
数
決
の
欠
点
以
外
の

存
在
理
由
を
挙
げ
た
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
本
稿
は
疑
っ
て
い

る
。
換
言
す
れ
ば
、
多
数
決
制
度
が
な
ぜ
欠
点
を
有
す
る
の
か
と
い
う
点

に
つ
い
て
は
興
味
深
い
指
摘
が
な
さ
れ
な
が
ら
も
、
美
濃
部
に
お
け
る
両

院
制
の
存
在
意
義
の
正
当
化
根
拠
と
し
て
、
多
数
決
制
度
の
欠
点
は
必
ず

し
も
決
定
打
に
な
っ
て
い
な
い
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
何
が
決
定
打
に
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
①
が
両
院
制

の
趣
旨
は
主
と
し
て
選
挙
制
度
と
多
数
決
制
度
の
欠
点
を
緩
和
す
る
こ
と

に
あ
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
一
見
す
る
と
こ
ろ
、
も
う
一
つ
の

選
挙
制
度
の
欠
点
が
そ
う
な
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
よ
う
に
も
思

わ
れ
る
。
実
際
美
濃
部
は
、
二
院
制
の
本
旨
に
つ
い
て
「
主
と
し
て
は
多

数
党
の
横
暴
を
抑
制
せ
ん
と
す
る
こ
と
に
在
る
と
信
ず

（
（（
（

る
」と
し
た
上
で
、

②
を
論
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
多
数
決
が
「
多
数
党
の
横
暴
」
に
陥
っ
て

し
ま
う
の
は
、
衆
議
院
が
必
然
的
に
欠
陥
を
伴
っ
た
選
挙
と
い
う
制
度
に

よ
っ
て
組
織
さ
れ
て
い
る
た
め
、「
完
全
な
国
民
代
表
の
機
関
」
に
な
り
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得
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
多
数
決
制

度
の
弊
害
は
、
選
挙
制
度
の
弊
害
に
吸
収
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
三
１
で
述
べ
る
よ
う
に
、
職
能
団
体
代
表
議
会
制
を

導
入
す
る
等
の
方
法
に
よ
れ
ば
、
選
挙
制
度
の
欠
点
も
全
く
緩
和
で
き
な

い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
い
か
な
る
選
挙
制
度

を
採
用
し
て
も
「
完
全
ナ
ル
国
民
代
表
者
」
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

さ
れ
て
い
る
根
拠
は
、
①
に
お
い
て
や
や
付
け
足
し
気
味
に
論
じ
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
も
見
え
る
政
党
支
配
の
欠
点
に
こ
そ
存
す
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、「
党
利
」
の
た
め
に
「
国
家
ノ
利
益
」
を
犠
牲
に

す
る
よ
う
な
政
党
が
選
挙
過
程
を
支
配
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
選
挙
制
度
の

欠
陥
が
生
じ
、
延
い
て
は
「
多
数
党
の
横
暴
」
が
生
じ
る
、
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。
と
同
時
に
、
こ
の
政
党
支
配
の
欠
点
は
、「
多
数
決
の
失
敗
」

の
具
体
的
な
内
容
を
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
多
数
党
の

横
暴
」
に
よ
っ
て
「
公
正
」
な
決
定
が
得
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
多

数
党
が
「
党
利
」
の
た
め
に
「
国
家
ノ
利
益
」
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
に
他

な
ら
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
実
際
、
①
は
、
衆
議
院
の
議
決
が
必

ず
し
も
「
公
正
」
で
は
な
い
こ
と
の
根
拠
と
し
て
政
党
に
よ
っ
て
「
国
家

ノ
利
益
」
が
犠
牲
に
供
さ
れ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
議

会
が
達
成
す
べ
き
「
公
正
」
な
議
決
と
い
う
の
は
「
国
家
ノ
利
益
」
に
適

う
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
美
濃
部
に
お
い
て
は
前
提
さ
れ
て
い
る

と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
よ
り
、
美
濃
部
の
ロ
ジ
ッ
ク
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
両
院
制
は
「
多
数
決
の
失
敗
」
へ
の
対
策
と
し

て
要
請
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、そ
こ
に
言
う
「
多
数
決
の
失
敗
」
と
は
、

多
数
党
が
「
党
利
」
の
た
め
に
「
国
家
ノ
利
益
」
を
犠
牲
と
す
る
「
多
数

党
の
横
暴
」
に
よ
っ
て
「
公
正
」
な
決
定
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
を
意
味
す

る
。
逆
に
言
え
ば
、「
眞
に
適
切
に
国
民
の
意
思
を
代
表
」
す
る
「
完
全

ナ
ル
国
民
代
表
者
」
に
よ
っ
て
多
数
決
が
行
わ
れ
る
場
合
、
そ
こ
で
得
ら

れ
る
決
定
は「
国
家
ノ
利
益
」に
適
っ
た「
公
正
な
」決
議
で
あ
っ

（
（（
（

た
、と
。

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、美
濃
部
に
お
い
て
は
、「
完
全
ナ
ル
国
民
代
表
者
」

と
「
国
家
ノ
利
益
」
が
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
概
念
が
一
体
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し

も
自
明
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
、
美
濃
部

の
貴
族
院
論
を
論
じ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら

の
概
念
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
が
、ま
ず
次
節
で
は
、（
憲
）

法
学
上
の
伝
統
的
な
タ
ー
ム
で
あ
る
「
代
表
」
の
意
義
を
考
察
す
る
こ
と

に
し
た
い
。２

．「
代
表
」
に
つ
い
て
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と
は
い
え
、
代
表
論
と
い
え
ば
、
憲
法
学
史
に
限
ら
ず
思
想
史
一
般
に

お
い
て
も
膨
大
な
蓄
積
の
あ
る
テ
ー
マ
で
あ
っ

（
（（
（

て
、
そ
の
全
体
像
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
本
稿
の
手
に
余
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
本
稿
は
た
だ
、
美
濃
部
に
お
け
る
代
表
の
意
義
を
ご
く
限
ら
れ
た
視

角
か
ら
論
じ
る
に
す
ぎ
な
い
。

（
１
）「
代
表
」
の
意
義

　

美
濃
部
が
「
議
会
ハ
国
民
ノ
代
表
機
関
ナ

（
（（
（

リ
」
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は

ラ
ー
バ
ン
ト
の
言

（
（（
（

う
「
議
員
カ
全
国
民
ノ
代
表
者
ナ
リ
ト
イ
フ
ハ
唯
政

治
上
ノ
意
義
ヲ
有
ス
ル
ニ
止
マ
リ
法
律
上
ノ
意
義
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ニ
非

ラ
（
（（
（

ス
」
と
い
う
見
解
に
対
す
る
反
論
と
し
て
で
あ

（
（（
（

り
、
し
た
が
っ
て
美
濃

部
に
と
っ
て
、議
会
は
法
的
な
意
味
で
国
民
の
代
表
機
関
で
あ
っ
た
。も
っ

と
も
、
議
会
が
法
的
な
意
味
で
代
表
機
関
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
議
会
と

国
民
と
が
「
委
任
関

（
（（
（

係
」
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
で
は
な

（
（（
（

く
、「
議
会
ノ

決
議
ハ
法
律
上
ノ
意
義
ニ
於
テ
国
民
の
意
思
ナ

（
（（
（

リ
」
と
い
う
こ
と
を
意
味

し
て
い
た
点
に
は
、
注
意
を
要
す

（
（（
（

る
。

　

そ
れ
で
は
、
貴
族
院
に
つ
い
て
美
濃
部
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の

か
。
こ
の
点
、
美
濃
部
は
明
治
三
六
年
一
〇
月
の
論
考
に
お
い
て
、
イ
ェ

リ
ネ
ッ
ク
の
所

（
（（
（

論
に
拠
り
な
が
ら
、「
君
主
ノ
任
命
ニ
依
リ
組
織
セ
ラ
レ

タ
ル
議
会
ハ
普
通
選
挙
ニ
依
リ
組
織
セ
ラ
レ
タ
ル
議
会
ト
全
ク
其
法
律
上

ノ
性
質
ヲ
異
ニ

（
（（
（

ス
」
と
、
す
で
に
衆
議
院
と
貴
族
院
の
区
別
を
強
調
し
て

い
た
が
、
同
年
一
一
月
の
論
考
で
は
さ
ら
に
、「
衆
議
院
ノ
ミ
カ
代
表
機

関
タ
リ
貴
族
院
ハ
此
性
質
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ラ

（
（（
（

ス
」
と
、
衆
議
院
の
み

が
国
民
の
代
表
機
関
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
二
年
後
に

は
、
自
分
（
＝
美
濃
部
）
は
か
つ
て
衆
議
院
の
み
が
国
民
を
代
表
す
る
も

の
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
有
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
選
挙
と
代
表
と
の
関

係
に
重
き
を
置
き
過
ぎ
た
が
故
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
「
誤
ナ
ル
ヲ
」
認

め
、「
貴
族
院
モ
等
シ
ク
全
国
民
ノ
代
表
者
ナ
リ
」
と
改
説
す
る
に
至
っ

て
い

（
（（
（

る
。こ
の
点
は
昭
和
五
年
の
著
作
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、イ
ェ

リ
ネ
ッ
ク
が
選
挙
と
代
表
と
の
間
に
法
律
上
不
可
分
の
関
係
を
認
め
国
民

か
ら
選
挙
さ
れ
た
機
関
の
み
が
国
民
の
代
表
機
関
で
あ
る
と
し
て
い

（
（（
（

る
こ

と
を
批
判
し
て
、
美
濃
部
は
、「
選
挙
に
依
つ
て
代
表
関
係
を
生
ず
と
す

る
の
は
、
政
治
上
の
思
想
で
あ
つ
て
、
法
律
上
の
観
念
で
は
な
い
」
の
で

あ
っ
て
、
貴
族
院
議
員
も
ま
た
法
律
上
は
等
し
く
全
国
民
を
代
表
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い

（
（（
（

る
。
こ
の
よ
う
に
、
美
濃
部
に
お
い
て
は

貴
族
院
も
ま
た
法
的
に
は
国
民
代
表
機
関
と
さ
れ
て
い
る
点
を
、
こ
こ
で

は
確
認
し
て
お
き
た

（
（（
（

い
。

（
２
）
貴
族
院
の
「
本
分
」

　

し
か
し
他
方
、直
前
の
引
用
に
お
い
て
、代
表
概
念
を
論
じ
る
に
当
た
っ
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て
「
政
治
上
の
思
想
」
と
「
法
律
上
の
観
念
」
と
い
う
対
比
が
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
に
も
、
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
美
濃
部
は
、
一
方

で
は
、
法
的
に
は
貴
族
院
を
国
民
代
表
機
関
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
選
挙

と
代
表
の
関
係
を
断
ち
切
り
な
が
ら
、
他
方
、
政
治
的
な
意
義
に
お
い
て

は
選
挙
に
よ
っ
て
代
表
関
係
が
生
じ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
、美
濃
部
に
お
け
る
代
表
概
念
の
二
義

（
（（
（

性
を
明
瞭
に
表
し
て
い
る
の
が
、

次
の
文
章
で
あ
る
。

　
　

勿
論
貴
族
院
は
国
民
か
ら
選
挙
せ
ら
る
る
も
の
で
は
な
く
、
国
民
は

こ
れ
に
対
し
て
何
等
の
監
督
の
手
段
を
有
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

政
治
的
社
会
的
の
意
義
に
於
い
て
は
、
普
通
に
国
民
代
表
と
は
称
せ

ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
法
律
上
の
意
義
に
於
い
て
は
、
両
院

が
相
合
し
て
全
国
民
を
代
表
す
る
も
の
で
、
庶
民
院
の
み
が
国
民
代

表
と
し
て
解
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な

（
（（
（

い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
政
治
的
な
意
味
に
お
い
て
は
貴
族
院
は
国
民
代
表
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
も
、
美
濃
部
に
と
っ
て
は
自
明
の
こ
と
で
あ
っ

（
（（
（

た
。
そ

の
た
め
、
衆
議
院
と
貴
族
院
が
対
立
し
た
場
合
に
は
、
貴
族
院
は
、
政
治

的
に
も
「
国
民
代
表
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
衆
議
院
に
対
し
て
道
を
譲
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　

第
二
院
を
し
て
第
一
院
を
も
圧
倒
し
て
議
会
の
中
心
勢
力
た
ら
し
む

る
や
う
な
組
織
を
為
し
て
は
な
ら
ぬ
。
議
会
は
国
民
代
表
の
為
の
機

関
で
あ
る
こ
と
は
争
ふ
べ
か
ら
ざ
る
所
で
あ
つ
て
、
而
し
て
国
民
代

表
の
機
関
と
し
て
は
必
ず
直
接
に
一
般
国
民
か
ら
公
選
し
た
第
一
院

が
中
心
勢
力
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
第
二

院
は
唯
第
一
院
の
欠
点
を
補
ひ
萬
一
の
場
合
に
於
け
る
専
制
横
暴
の

弊
を
抑
制
す
る
が
為
に
存
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
議
会
に
於
て
必
然

に
従
た
る
地
位
を
占
む
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
若
し
第
二
院

の
方
が
却
て
第
一
院
を
圧
倒
す
る
だ
け
の
勢
力
を
有
す
る
や
う
な
こ

と
が
有
れ
ば
、
そ
れ
は
本
末
転
倒
で
あ
つ
て
、
議
会
が
国
民
代
表
の

機
関
で
あ
る
こ
と
と
相
容
れ
な
い
結
果
と
な

（
（（
（

る
。

　

な
ぜ
な
ら
ば
、「
議
会
制
度
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
が
、
国
民
の
意
見

を
代
表
せ
し
む
る
こ
と
に
在
り
、
而
し
て
国
民
の
意
見
を
代
表
す
る
者
は

必
ず
国
民
の
中
か
ら
選
挙
せ
ら
れ
た
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
疑
を

容
れ

（
（（
（

ぬ
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
一
旦
は
切
断
さ
れ
た
選
挙
と

代
表
は
再
び
密
接
な
関
係
を
取
り
戻
す
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
貴
族

院
の
「
本
分
」
は
、
あ
く
ま
で
一
院
制
の
欠
点
を
補
う
「
抑
制
機
関
」
で

あ
る
点
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

（
（（
（

る
。

　

と
こ
ろ
で
、
立
憲
政
治
の
原
則
か
ら
す
れ
ば
、
内
閣
は
国
民
の
信
頼
に
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基
づ
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
貴
族
院
が
内
閣
の
進
退
を
左
右

す
る
こ
と
は
、
そ
の
「
抑
制
機
関
」
と
し
て
の
「
本
分
」
に
反
す
る
こ
と

に
な

（
（（
（

る
。
し
か
し
な
が
ら
、現
実
の
貴
族
院
は
、必
ず
し
も
そ
の
「
本
分
」

を
守
る
よ
う
「
自

（
（（
（

制
」
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
典
型
例
が
、「
貴

族
院
内

（
（（
（

閣
」
と
揶
揄
さ
れ
た
清
浦
圭
吾
内
閣
の
成
立
で
あ
っ
た
。
周
知

の
通
り
そ
の
成
立
は
、「
貴
族
院
改
革
論
議
を
一
気
に
頂
点
に
ま
で
お
し

上
（
（（
（

げ
」
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
美
濃
部
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
時
流
の
中

で
清
浦
内
閣
批
判
を
行

（
（（
（

う
と
と
も
に
、
貴
族
院
に
関
す
る
論

（
（（
（

考
を
物
し
て

い
る
。
そ
こ
で
も
美
濃
部
は
、「
日
本
の
貴
族
院
制
度
の
特
色
」の
一
つ
に
、

次
の
よ
う
な
「
貴
族
院
の
地
位
」
を
挙
げ
て
い
た
。

　
　

我
が
貴
族
院
制
度
の
第
二
の
重
要
な
る
特

（
（（
（

色
は
、
貴
族
院
が
解
散
せ

ら
れ
な
い
特
権
を
有
し
な
が
ら
、
し
か
も
そ
の
権
限
に
於
い
て
は
衆

議
院
と
全
く
対
等
の
も
の
と
せ
ら
れ
て
居
る
こ
と
に
在
る
。
…
貴
族

院
に
対
し
て
は
之
〔
＝
衆
議
院
に
対
し
て
は
、
政
府
は
解
散
と
い
う

武
器
を
有
し
て
い
る
こ
と
〕
に
反
し
て
政
府
は
如
何
な
る
武
器
を
も

有
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
若
し
貴
族
院
が
衆
議
院
と
同
様
に
立
法

及
び
予
算
に
付
い
て
の
絶
対
の
議
決
権
を
有
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、

貴
族
院
の
同
意
を
得
な
い
限
り
は
、
法
律
も
予
算
も
全
く
成
立
す
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
随
つ
て
政
府
は
仮
令
衆
議
院
の
信
頼
を
得

て
居
る
と
し
て
も
、
貴
族
院
が
反
対
す
れ
ば
、
そ
の
反
対
を
制
す
る

何
等
の
手
段
も
な
く
、
輿
論
の
支
持
を
得
な
が
ら
、
貴
族
院
の
反
対

の
為
の
み
に
因
り
辞
職
す
る
の
余
儀
な
き
に
至
り
、
若
し
強
ひ
て
そ

の
職
を
維
持
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
自
己
の
意
思
に
反
し
て
貴
族
院
の

意
見
に
盲
従
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
結
果
と
な
る
こ
と
は
免
れ
な
い
。
そ
れ

で
あ
る
か
ら
、
貴
族
院
が
自
ら
其
の
本
分
を
守
り
、
自
ら
抑
損
し
て

政
府
と
衆
議
院
と
の
一
致
の
意
見
に
対
し
て
は
濫
り
に
之
に
反
対
し

な
い
こ
と
の
習
慣
を
作
る
の
で
な
い
限
り
は
、
貴
族
院
が
政
治
上
に

最
も
優
越
し
た
勢
力
を
得
る
に
至
る
こ
と
は
避
け
難
い
結
果
で
あ

（
（（
（

る
。

　

あ
る
意
味
で
は
か
よ
う
な
懸
念
が
的
中
し
て
、
清
浦
内
閣
の
成
立
に
直

面
し
た
美
濃
部
は
、「
是
に
至
つ
て
は
貴
族
院
の
本
分
は
全
然
無
視
せ
ら

れ
た
も
の
と
言
は
ざ
る
を
得
な

（
（（
（

い
」
と
嘆
く
し
か
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
美
濃
部
は
、
貴
族
院
が
内
閣
の
進
退
に
全
く
関
わ
っ

て
は
い
け
な
い
と
い
う
立
場
で
一
貫
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
。
こ
の
点

に
つ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
水
野
文
相
優
諚
問
題
」
に
つ
い
て
の
彼
の
時
事

評
（
（（
（

論
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
件
で
貴
族
院
は
、
昭
和
四
年
二
月
二
二
日
、

田
中
義
一
総
理
大
臣
に
対
す
る
問
責
決
議
を
可
決
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ

の
よ
う
に
貴
族
院
が
総
理
大
臣
に
対
し
て
問
責
決
議
を
行
な
う
の
は
、
貴

族
院
の
「
本
分
」
に
反
し
な
い
の

（
（（
（

か
。
特
に
本
件
の
場
合
、
問
責
決
議
が
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行
な
わ
れ
た
第
五
六
議
会
に
お
い
て
与
党
・
政
友
会
は
衆
議
院
の
第
一
党

の
地
位
に
あ

（
（（
（

り
、
そ
の
限
り
で
民
主
的
正
統
性
を
有
す
る
内
閣
に
、
貴
族

院
は
不
信
任
を
突
き
つ
け
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
に
対
し
、

美
濃
部
は
、
た
し
か
に
「
健
全
な
る
政
治
事
情
の
下
に
於
い
て
は
」、「
法

律
上
で
は
な
い
が
政
治
上
か
ら
見
て
」、
こ
の
よ
う
な
問
責
決
議
を
行
な

う
こ
と
が
貴
族
院
の
正
当
な
権
限
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な

い
と
し
た
上

（
（（
（

で
、「
併
し
」
と
続
け
る
。

　
　

併
し
貴
族
院
が
国
務
大
臣
に
対
す
る
問
責
又
は
不
信
任
の
決
議
を
為

す
こ
と
が
不
穏
当
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
固
よ
り
絶
対
不
動
の
原

則
で
は
な
い
。そ
れ
は
法
律
上
の
問
題
で
は
な
く
し
て
、政
治
上
の
問

題
で
あ
り
、
而
し
て
政
治
問
題
は
時
の
事
情
に
応
じ
て
千
差
萬
別
、

必
ず
し
も
一
定
不
動
の
原
則
を
確
立
し
得
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
通

常
の
政
治
事
情
に
於
い
て
は
、
そ
れ
が
疑
を
容
れ
な
い
原
則
で
あ
る

に
し
て
も
、
若
し
そ
れ
を
覆
す
に
足
る
べ
き
だ
け
の
特
別
の
理
由
あ

る
場
合
で
あ
れ
ば
、
必
ず
し
も
此
の
原
則
を
墨
守
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
理

由
は
無

（
（（
（

い
。

　

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
本
件
に
お
い
て
そ
の
原
則
を
覆
す
に
足
る
だ

け
の
「
特
別
の
理
由
」
が
あ
っ
た
の
か
が
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
、
美
濃
部

は
貴
族
院
が
問
責
決
議
を
行
な
っ
た
理
由
と
し
て
次
の
三
点
を
挙
げ
た
上

で
、「
私
は
そ
れ
を
相
当
の
理
由
あ
る
も
の
と
信
じ
、
此
の
決
議
を
以
て

敢
て
貴
族
院
の
本
分
に
反
す
る
も
の
と
は
考
へ
な

（
（（
（

い
」
と
結
論
付
け
る
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
三
つ
の
理
由
と
は
何
か
。

　
　
（
一
）
現
在
に
於
い
て
政
府
を
支
持
す
る
衆
議
院
の
多
数
は
、総
選
挙

以
後
に
於
い
て
政
府
の
術
策
に
依
り
強
ひ
て
作
ら
れ
た
多
数
で
あ
つ

て
、
そ
れ
は
偽
造
の
多
数
で
あ
り
、
眞
に
国
民
の
多
数
を
代
表
す
る

も
の
で
は
な
い
。
随
つ
て
衆
議
院
の
信
任
を
得
て
居
る
と
し
て
も
、

そ
れ
は
国
民
の
信
頼
を
示
す
も
の
と
は
言
ひ
得
な
い
。
衆
議
院
が
国

民
の
意
向
を
代
表
し
な
い
こ
と
が
明
瞭
で
あ
る
場
合
に
は
、
貴
族
院

は
そ
の
独
自
の
立
場
か
ら
、
政
府
に
対
す
る
不
信
任
の
意
を
表
明
す

る
こ
と
も
許
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
（
二
）
現
内
閣
の
組
織
以
来
、
弊
政
百
出
、
選
挙
干
渉
に
、
人
事
行
政

に
、
土
木
行
政
に
、
対
支
外
交
に
、
失
政
実
に
目
に
余
る
も
の
が
有

る
。
併
し
包
括
的
に
内
閣
不
信
任
の
決
議
を
為
す
こ
と
は
、
余
り
に

露
骨
で
あ
つ
て
、
貴
族
院
と
し
て
避
く
べ
き
所
で
あ
る
か
ら
、
或
る

適
当
な
る
問
題
を
捉
へ
て
、
間
接
に
不
信
任
の
意
を
表
し
、
以
て
政

府
に
警
告
を
与
ふ
る
の
が
、
此
の
際
貴
族
院
の
取
る
べ
き
最
も
適
当

の
態
度
で
あ
る
。
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（
三
）
優
諚
問
題
は
一
般
政
策
の
問
題
と
は
異
な
り
、陛
下
に
対
す
る

忠
節
の
問
題
で
あ
り
、
国
体
の
根
本
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
貴
族

院
は
皇
室
を
尊
崇
し
国
体
を
擁
護
す
る
上
に
特
殊
の
地
位
を
有
す
る

も
の
で
あ
る
か
ら
、
此
の
種
の
問
題
に
付
い
て
は
、
特
に
政
府
に
警

告
を
加
ふ
べ
き
強
い
理
由
が
有

（
（（
（

る
。

　

こ
れ
ら
三
つ
の
理
由
の
う
ち
、（
三
）
に
つ
い
て
は
、「
特
に
」
政
府
に

警
告
を
与
え
る
強
い
理
由
が
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
件
問
責
決

議
を
正
当
化
す
る
決
定
的
な
根
拠
と
い
う
よ
り
は
、
副
次
的
な
理
由
と
い

う
感
が
強

（
（（
（

い
。
政
府
に
対
す
る
不
信
任
の
表
明
が「
許
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」

と
す
る
（
一
）、
及
び
、
政
府
に
警
告
を
与
え
る
こ
と
が
「
貴
族
院
の
取

る
べ
き
最
も
適
当
の
態
度
」
と
す
る
（
二
）
に
よ
っ
て
、
す
で
に
本
件
に

お
け
る
問
責
決
議
は
正
当
化
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、（
一
）
と
（
二
）
の
関
係
如
何
。
こ
の
点
、（
一
）
の
議
論

が
、
衆
議
院
が
真
に
国
民
の
意
思
を
代
表
す
る
と
は
限
ら
な
い
た
め
に
貴

族
院
を
必
要
と
す
る
と
い
う
前
節
で
見
た
議
論
と
平
仄
が
合
っ
て
い
る
こ

と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
選
挙
後
に
野
党
議
員
の
切
り
崩
し

（
（（
（

に
よ
っ
て
得

ら
れ
た
多
数
は
、「
国
民
の
意
向
」
を
代
表
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う

の
だ
か

（
（（
（

ら
。
そ
れ
を
受
け
て
、（
二
）
の
議
論
は
、
本
件
の
よ
う
に
一
つ

の
問
題
を
捉
え
て
政
府
に
警
告
を
与
え
る
こ
と
が
「
最
も
適
当
の
態
度
で

あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
問
責
決
議
を
積
極
的
に
正
当
化
す

る
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
（
一
）
と
（
二
）
は
同
じ
事
柄
を
異
な
る
面
か
ら
説

明
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、（
二
）
は
田
中

内
閣
の
失
政
を
論
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る

（
（（
（

が
、
そ
の
よ
う
な
明
ら
か
な
失

政
を
重
ね
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
ま
た
、
同
内
閣
が
国
民
の
意
思
を
真
に

代
表
し
て
い
な
い
こ
と
を
、
別
の
面
か
ら
裏
付
け
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
失
政
が
「
完
全
ナ
ル
国
民
代
表
者
」

に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
「
国
家
ノ
利
益
」
に
適
う
も
の
と
は
、
到
底

思
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

以
上
の
検
討
に
よ
り
、
美
濃
部
は
、
貴
族
院
は
衆
議
院
の
多
数
派
に
従

う
の
で
は
な
く
、
直
截
に
「
国
民
の
意
向
」
＝
「
民
意
」
に
基
づ
い
て
行

動
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
、
明
ら
か
に
な
っ
た
と
言
え
よ

う
。
こ
こ
で
言
う
「
民
意
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
後
に
再
び
取
り
上
げ
る

が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
貴
族
院
は
、
一
方
で
は
国
民
代
表
で
は
な
い
と
さ

れ
な
が
ら
も
、
他
方
で
内
閣
や
衆
議
院
が
「
民
意
」
を
代
表
し
て
い
な
い

場
合
に
は
、「
民
意
」
を
体
現
し
て
こ
れ
ら
と
対
峙
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
も
す
る
の
で
あ

（
（（
（

る
。

（
３
）
貴
族
院
の
組
織
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そ
れ
で
は
、
貴
族
院
が
右
の
よ
う
な
「
本
分
」
を
果
た
す
た
め
に
は
、

ど
の
よ
う
な
組
織
で
あ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う

（
（（
（

か
。こ
の
点
、美
濃
部
は
、「
第

二
院
は
第
一
院
と
組
織
を
異
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
殊
に
第
一
院

に
於
け
る
と
同
様
な
政
党
の
分
立
は
成
る
べ
く
第
二
院
に
は
存
在
し
な
い

や
う
に
す
る
こ
と
」、
及
び
、「
第
二
院
は
第
一
院
が
一
般
民
衆
を
代
表
す

る
の
に
対
し
て
、
成
る
べ
く
智
識
と
経
験
と
に
富
み
、
且
つ
社
会
上
の
各

種
の
勢
力
を
代
表
す
る
も
の
た
ら
し
む
る
や
う
に
組
織
す
る
」
こ
と
が
、

必
要
乃
至
適
当
で
あ
る
と
し
て
い

（
（（
（

る
。

　

も
と
よ
り
、
こ
れ
だ
け
で
は
抽
象
的
に
過
ぎ
る
嫌
い
が
あ
る
が
、
美
濃

部
は
、
現
行
の
貴
族
院
組
織
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
と
い
う
形

（
（（
（

で
、
具
体

的
な
組
織
論
に
踏
み
込
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
明
治
憲
法
三
四
条
が
定

め
る
通
り
、
貴
族
院
議
員
は
、
慣
例
上
議
会
に
出
席
す
る
こ
と
が
な
か
っ

た
皇
族
議
員
を
別
と
す
れ
ば
、
華
族
議
員
（
有
爵
議
員
）
と
勅
任
議
員
と

に
大
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
こ
ろ
、
美
濃
部
に
よ
れ
ば
そ
の
各
々
に
組

織
上
の
問
題
点
が
あ
る
と
い
う
。

　

そ
れ
で
は
ま
ず
、
華
族
議
員
の
問
題
点
か
ら
見
て
い
こ
う
。
こ
の
華
族

議
員
は
、
さ
ら
に
公
侯
爵
議
員
と
伯
子
男
爵
議
員
に
分
か
れ
る
が
、
数
と

し
て
は
、
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
後
者
が
中
心
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

内
、
伯
子
爵
議
員
を
中
心
と
し
て
組
織
さ
れ
て
い
た
の
が
、
貴
族
院
最
大

会
派
・
研
究
会
で
あ
る
。
実
は
、「
清
浦
内
閣
の
根
本
的
の
欠
点
」
と
し

て
美
濃
部
が
挙
げ
て
い
た
の
は
、「
内
閣
組
織
の
原
動
力
が
専
ら
研
究
会

に
在
る
こ
と
」
で
あ
っ

（
（（
（

た
。
こ
の
よ
う
に
、
貴
族
院
が
自
ら
の
「
本
分
」

を
逸
脱
す
る
原
因
が
、
院
内
会
派
で
あ
る
研
究
会
に
求
め
ら
れ
て
い
た
点

に
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

就
中
わ
が
貴
族
院
を
し
て
政
治
上
に
強
大
な
勢
力
を
有
せ
し
む
る
に

至
つ
た
主
た
る
原
因
を
為
す
も
の
は
、
貴
族
院
議
員
の
最
大
の
団
体

で
あ
り
、
院
全
体
の
大
勢
を
左
右
す
る
だ
け
の
実
権
を
有
す
る
研
究

会
で
あ
る
。
若
し
貴
族
院
議
員
に
し
て
、
凡
て
一
人
一
党
主
義
を
守

り
、
忠
実
に
各
人
の
所
信
に
従
つ
て
そ
の
職
務
を
行
ふ
も
の
で
あ
れ

ば
、
貴
族
院
が
仮
令
法
律
上
に
衆
議
院
と
対
等
の
権
限
を
有
す
と
し

て
も
、
そ
の
政
治
上
の
勢
力
は
決
し
て
斯
く
ま
で
強
大
に
な
る
憂
は

無
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
不
幸
に
し
て
研
究
会
は
院
の
全
体
を
制
し
得

べ
き
程
の
多
数
議
員
を
一
団
体
に
糾
合
し
て
居
る
の
み
な
ら
ず
、
そ

の
幹
部
の
命
令
は
能
く
全
会
員
を
束
縛
し
、
議
員
は
自
己
の
良
心
に

従
ふ
の
で
は
な
く
し
て
、
会
の
命
令
に
従
つ
て
投
票
す
る
の
例
を
為

し
て
居
る
為
に
、
研
究
会
は
殆
ど
政
府
の
死
命
を
制
す
る
程
の
勢
力

を
養
ひ
得
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
歴
代
の
内
閣
が
貴
族

院
殊
に
研
究
会
の
歓
心
を
得
る
こ
と
に
努
め
来
つ
た
の
は
已
む
を
得

な
い
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
が
為
に
益
々
そ
の
勢
力
を
増
長
せ
し
め
、
遂
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に
清
浦
内
閣
に
至
つ
て
は
、
研
究
会
が
自
ら
内
閣
の
組
織
の
首
脳
者

た
る
に
至
つ

（
（（
（

た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
貴
族
院
議
員
の
多
数
を
擁
し
、
か
つ
「
決
議
拘
束

主
（
（（
（

義
」
を
と
る
研
究
会
こ
そ
貴
族
院
が
「
本
分
」
を
逸
脱
す
る
要
因
で
あ

る
と
考
え
た
美
濃
部
は
、
研
究
会
の
勢
力
を
削
ぐ
こ
と
を
貴
族
院
改
革
に

期
待
し

（
（（
（

た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
加
藤
内
閣
は
、「
研
究
会
の
根
拠
に
は
一

指
を
も
染
む
る
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
」
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
美
濃

部
は
同
内
閣
に
よ
る
改
革
を
、「
殆
ど
改
革
の
名
に
は
値
し
な
い
程
の
も

の
」
と
酷
評
し

（
（（
（

た
の
で
あ
っ

（
（（
（

た
。

　

次
に
勅
任
議
員
で
あ
る
。
勅
任
議
員
は
さ
ら
に
勅
選
議
員
・
多
額
納
税

者
議
員
・
帝
国
学
士
院
会
員
議
員
に
分
か
れ
る
が
、
そ
の
中
心
は
勅
選
議

員
で
あ
っ

（
（（
（

た
。
美
濃
部
は
、
こ
の
勅
選
議
員
の
選
任
が
「
其
の
時
々
の
内

閣
が
自
分
に
縁
故
あ
る
も
の
を
奏
請
す
る
慣
習
と
な
つ
て
居
る
」
結
果
、

「
政
党
内
閣
と
な
つ
て
以
来
、
各
内
閣
は
殆
ど
常
に
自
分
の
政
党
に
関
係

あ
る
者
の
み
を
推
薦
す
る
の
例
を
為
し
、
随
つ
て
政
党
の
争
が
貴
族
院
に

ま
で
及
ぶ
こ
と
の
大
な
る
原
因
を
為
し
て
居
る
」
と
述
べ
て
い

（
（（
（

る
。
そ
し

て
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、「
貴
族
院
を
し
て
出
来
る
だ
け
党
争
の
外
に
立

た
し
め
、
健
全
な
る
政
治
上
及
び
経
済
上
の
常
識
に
富
め
る
公
平
な
る
経

験
者
を
以
て
組
織
す

（
（（
（

る
」
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

（
（（
（

る
。

　

と
こ
ろ
で
、
政
治
史
家
・
三
浦
裕
史
に
よ
れ
ば
、
貴
族
院
の
原
則
で

あ
っ
た
「
非
政
党
主
義
」
は
次
の
二
点
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
。

す
な
わ
ち
、「
貴
族
院
の
衆
議
院
化
つ
ま
り
政
党
化
・
政
党
系
列
化
に
抗

す
る
考
え
方
」
と
、「
貴
族
院
が
政
党
の
よ
う
に
政
治
の
第
一
線
に
立
つ

こ
と
─
─
貴
族
院
主
導
型
の
組
閣
や
貴
族
院
代
表
的
な
入
閣
─
─
を
疑
問

視
す
る
考
え
方
」
で
あ

（
（（
（

る
。
そ
う
す
る
と
、
美
濃
部
の
論
理
に
従
え
ば
、

研
究
会
に
つ
い
て
は
貴
族
院
が
組
閣
に
関
与
す
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て

お
り
、
勅
選
議
員
に
つ
い
て
は
貴
族
院
の
政
党
化
・
政
党
系
列
化
が
問
題

と
な
っ
て
い
た
─
─
無
論
、
こ
れ
は
内
閣
の
進
退
へ
の
関
与
と
無
関
係
で

は
な
い
が
─
─
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
貴
族
院
の
組

織
に
つ
い
て
美
濃
部
が
問
題
と
し
て
い
た
の
は
、
三
浦
が
指
摘
す
る
「
非

政
党
主
義
」に
対
立
す
る
よ
う
な
貴
族
院
の
動
向
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
貴
族
院
の
あ
り
方
が
問
題
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
貴
族

院
は
「
理
性
の
府
」
で
あ
る
べ
き
だ
と
美
濃
部
が
考
え
て
い
た
で
あ
ろ
う

こ
と
も
、
容
易
に
想
像
で
き
よ
う
。
実
際
、「
貴
族
院
は
主
と
し
て
智
識

と
経
験
と
を
代
表
す
べ
き
も

（
（（
（

の
」
と
さ
れ
、
貴
族
院
に
は
、
公
選
に
よ
っ

て
は
代
表
さ
れ
な
い
そ
の
よ
う
な「
特
殊
の
能
力
を
代
表
す

（
（（
（

る
」こ
と
が
、

期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
理
性
の
府
」
と
い
っ
た
言

葉
を
美
濃
部
自
身
が
用
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
彼
が
『
議
会
制
度

論
』
の
中
で
、
上
院
を
「
知
の
貯
蔵
庫
の
よ
う
な
も
の
」
と
性
格
づ
け
た
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ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ブ
ラ
イ
ス
の
上
院

（
（（
（

論
を
お
よ
そ
五
頁
に
わ
た
っ
て
延
々
と

引
用
し
て
い

（
（（
（

る
こ
と
は
、
貴
族
院
が
「
理
性
の
府
」
た
ら
ん
こ
と
を
美
濃

部
が
期
待
し
て
い
た
こ
と
の
、証
左
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

３
．「
輿

（
（（（
（

論
」
に
つ
い
て

　

こ
こ
ま
で
、
代
表
論
の
観
点
か
ら
美
濃
部
の
貴
族
院
論
に
迫
ろ
う
と
検

討
を
加
え
て
き
た
が
、そ
の
間
「
国
民
の
意
向
」
＝
「
民
意
」
を
「
代
表
」

す
る
も
の
と
し
て
の
議
会
と
い
っ
た
表
現
が
何
度
か
登
場
し
て
き
た
こ
と

に
つ
い
て
は
、
繰
り
返
す
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
次
に
、「
民
意
」

乃
至
「
輿
論
」
に
つ
い
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
実
は
こ

れ
ら
は
、
先
に
積
み
残
し
て
い
た
「
国
家
ノ
利
益
」（
以
下
、「
国
益
」
と

す
る
）概
念
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る
。そ
こ
で
本
節
で
は
、主
に「
輿

論
」
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
し
、そ
れ
と
関
連
す
る
限
り
で
「
国

益
」
に
つ
い
て
も
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
１
）「
輿
論
」
と
「
国
益
」

　

ま
ず
最
初
に
、「
輿
論
」
と
「
国
益
」
の
間
に
存
す
る
密
接
な
関
係
に

つ
い
て
説
明
を
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
の

文
章
を
ご
覧
頂
き
た
い
。

　
　

そ
の
〔
＝
二
院
制
度
の
〕
長
所
は
何
で
あ
る
か
と
言
へ
ば
、そ
れ
は
言

ふ
ま
で
も
な
く
多
数
圧
制
に
対
す
る
抑
制
た
る
こ
と
に
在
る
。
若
し

国
民
の
公
選
に
係
る
一
院
だ
け
で
常
に
国
民
の
健
全
な
る
輿
論
を
代

表
す
る
こ
と
が
出
来
る
な
ら
ば
、
之
を
抑
制
す
る
た
め
に
別
に
第
二

院
を
設
け
る
こ
と
は
、
無
用
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
有
害
で
あ

（
（（（
（

る
。
併

し
な
が
ら
、
議
会
制
度
は
常
に
選
挙
に
依
つ
て
組
織
せ
ら
れ
、
多
数

決
に
依
つ
て
そ
の
意
見
を
発
表
す
る
も
の
で
、
而
し
て
選
挙
制
度
と

多
数
決
制
度
と
は
そ
の
性
質
上
免
れ
難
い
欠
点
を
有
つ
て
居
る
。
…

選
挙
制
度
と
多
数
決
制
度
と
に
は
此
の
如
き
本
質
上
の
欠

（
（（（
（

点
が
有
る

結
果
と
し
て
、
選
挙
に
依
つ
て
組
織
せ
ら
れ
た
一
院
の
多
数
決
が
、

常
に
国
民
の
健
全
な
る
輿
論
を
代
表
す
る
も
の
と
は
到
底
期
待
し
難

い
と
こ
ろ
で
、
寧
ろ
反
対
に
、
そ
の
議
決
は
屢
国
家
及
び
国
民
の
福

利
よ
り
も
、
政
党
自
身
の
利
益
を
謀
る
為
に
す
る
場
合
が
多
い
。
而

も
そ
の
一
院
の
議
決
が
直
に
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
力
を
生
じ
、
政
府

は
之
に
従
ふ
こ
と
を
余
儀
な
く
せ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
国
民
の
輿
論

は
代
表
せ
ら
れ
な
い
で
、
一
般
国
民
は
唯
多
数
党
の
専
制
に
圧
迫
せ

ら
る
ゝ
の
外
な
き
に
至
る
で
あ
ら
う
。
議
会
の
二
院
制
度
は
専
ら
此

の
弊
害
を
防
ぐ
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
、
そ
れ
は
第
一
に
は
、

第
二
院
を
し
て
多
数
党
の
専
制
を
抑
制
す
る
機
関
た
ら
し
め
、
若
し

第
一
院
の
決
議
が
国
民
の
意
見
を
反
映
す
る
よ
り
も
、
寧
ろ
党
派
的
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私
利
を
謀
る
が
為
に
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
之
に
対
す

る
同
意
を
拒
み
、
以
て
そ
の
決
議
を
不
成
立
に
終
ら
し
む
る
こ
と
を

得
せ
し
む
る
の
外
に
、
第
二
に
は
、
そ
れ
は
多
数
党
自
身
を
し
て
も

自
ら
反
省
し
自
ら
抑
制
せ
し
む
る
有
力
な
る
原
因
を
為
す
も
の
で

あ
（
（（（
（

る
。（
以
下
、
こ
れ
を
③
と
す
る
）

　

③
は
貴
族
院
の
存
在
意
義
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
文
章
で
あ
る
が
、
こ

れ
に
よ
れ
ば
、
衆
議
院
は
「
国
民
の
健
全
な
る
輿
論
」
を
常
に
代
表
す
る

こ
と
が
出
来
ず
、そ
の
結
果「
多
数
党
の
専
制
」に
陥
っ
て
、「
党
派
的
私
利
」

が
跋
扈
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
し
ま
う
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
逆

に
、「
国
民
の
健
全
な
る
輿
論
」
が
代
表
さ
れ
る
な
ら
ば
、「
党
派
的
私

利
」
の
対
概
念
で
あ
る
「
国
家
及
び
国
民
の
福
利
」
す
な
わ
ち
「
国

（
（（（
（

益
」

に
適
う
よ
う
な
決
定
が
な
さ
れ
る
と
い
う
の
が
美
濃
部
の
考
え
で
は
な
い

か
と
、
推
測
さ
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
な
ぜ
、「
国
民
の
健
全
な
る
輿
論
」が
代
表
さ
れ
れ
ば「
国
益
」

に
沿
っ
た
決
定
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
一
九
二
八
年

に
調
印
さ
れ
た
不
戦
条
約
に
つ
い
て
、
そ
の
第
一
条
が“in the nam

es 

of their respective peoples”

と
し
て
い
る
点
が
天
皇
大
権
を
侵
害
す

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
が
起
こ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る

が
、
こ
の
「
ま
こ
と
に
非
本
質
的
な
事

（
（（（
（

件
」
に
対
す
る
美
濃
部
の
論

（
（（（
（

評
が

右
の
問
い
に
答
え
る
た
め
の
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
美
濃
部

は
、peoples

と
い
う
英
語
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
「
国
家
を
構
成
す
る
総

て
の
人
々
を
包
括
す
る
語
」
で
あ
り
、
し
か
も
「
そ
れ
は
又
現
在
生
存
し

て
居
る
人
々
の
み
を
意
味
す
る
語
で
は
な
く
、
絶
え
ず
新
陳
代
謝
し
そ
の

子
孫
が
将
来
永
遠
に
継
続
す
べ
き
人
々
の
全
体
を
包
括
す
る
語
で
あ
る
」

と
し
た
上
で
、「
過
去
現
在
将
来
を
通
じ
て
国
家
を
構
成
す
る
人
々
の
全

体
か
ら
成
る
団
体
は
即
ち
国
家
そ
れ
自
身
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
か
ら
」、

peoples

は
「
国
家
」
と
翻
訳
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い

（
（（（
（

る
。
そ
の
結
果
、

「『
イ
ン
・
ザ
・
ネ
ー
ム
ス
・
オ
ブ
・
ザ
・
ピ
ー
プ
ル
ス
』
と
い
ふ
文
言
は
、

…
各
国
を
構
成
す
る
総
て
の
人
々
の
集
合
的
意
思
、
即
ち
国
家
そ
れ
自
身

の
意

（
（（（
（

思
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
、
換
言
す
れ
ば
、「
各
其
の
国
を
構

成
す
る
全
て
の
人
々
の
集
団
の
一
致
の
意
思
で
あ
り
、
其
の
全
て
の
人
々

の
意
思
及
び
利
益
を
代
表
し
て
、
之
を
宣
言
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
言

明
す

（
（（（
（

る
」も
の
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、注
目
す
べ
き
こ
と
に
、

美
濃
部
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
「
近
代
的
の
民
衆
政
治
の
思
想
の
現

は
れ
」・「
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
思
想
の
現
は
れ
」、
す
な
わ
ち
、「『
萬

機
公
論
に
決
す
る
』
の
思
想
」・「
国
民
の
意
向
を
以
て
政
治
の
基
調
と
す

る
思
想
」
の
表
現
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ

（
（（（
（

る
。

　

以
上
よ
り
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
言

う
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
は
、「『
萬
機
公
論
に
決
す
る
』
の
思
想
」
と
言
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い
換
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
通
り
、
美
濃
部
の
言
う
「
立
憲

政
治
」
に
他
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
「
国
民
の
意
向
」
を
尊
重
す
る

政
治
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
お
け
る
国
家
意
思
形
成
は
、「
輿
論
」
に
基

づ
く
も
の
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
而
し
て
、
国
家
に
よ
る
意
思
形
成
は
、

美
濃
部
の
「
利
益

（
（（（
（

説
」
に
基
づ
き
、
定
義
上
「
国
益
」
を
志
向
す
る
も
の

と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
意
思
と
は
或
る
利
益
を
目
標
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
之
を
惹

0

0

0

起
さ
う
と
す
る
精
神
活
動

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
（
（（（
（

あ
」
り
、「
利
益
は
意
思
の
向
ふ
所
の
目
標

に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
か
ら
団
体
を
意
思
の
主
体
と
し
て
認
め
る
こ
と

は
、
即
ち
同
時
に
団
体
が
利
益
の
主
体
で
あ
る
こ
と
を
認
む
る
所
以
で

あ
（
（（（
（

る
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
国
家
と
い
う
団
体
の
意
思
も
ま
た
、

「
国
家
ノ
利
益
」
す
な
わ
ち
「
国
益
」
を
志
向
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
輿
論
」
に
基
づ
い
て
形
成
さ

れ
る
国
家
の
意
思
は
「
国
益
」
を
志
向
す
る
は
ず
で
あ
る
し
、
し
か
も
そ

れ
は
国
民
の
意
思
で
も
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
当
然
「
国
民
の
福
利
」
に
も

適
う
も
の
に
な
る
は
ず
で
あ

（
（（（
（

る
。
以
上
よ
り
、
美
濃
部
に
お
い
て
は
、「
近

代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
思
想
」
の
下
で
は
「
国
民
の
利
益
＝
国
民
の
意
思
＝

国
家
の
意
思
＝
国
家
の
利
益
」
と
い
う
等
式
が
規
範
的
に
は
成
立
し
て
い

た
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

（
（（（
（

か
。

　

も
と
よ
り
、「
国
民
の
健
全
な
る
輿
論
」
と
い
う
の
は
、「
健
全
な
る
」

と
い
う
限
定
が
伴
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
国
民
の
「
輿
論
」
全
て
で
は
な

い
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
美
濃
部
に
よ
れ
ば
、「
健
全
」
で
は
な
い
「
輿

論
」
の
存
在
が
前
提
と
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
よ
う
な
「
輿
論
」
の
代
表
者

は
、「
国
益
」
に
適
っ
た
決
定
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
同
時
に
③
で
は
、「
国
民
の
輿
論
」
が
代
表
さ
れ
な
け
れ
ば

「
多
数
党
の
専
制
」
に
陥
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
り
、「
国
民
の
意
見
」
が

反
映
さ
れ
な
い
こ
と
と
「
党
派
的
私
利
」
が
謀
ら
れ
る
こ
と
が
同
一
視
さ

れ
た
り
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、単
に「
国
民
の
輿
論
」や「
国
民
の
意
見
」

と
表
現
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
、そ
れ
ら
が「
国
民
の
健
全
な
る
輿
論
」

を
意
味
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し

て
、
な
ぜ
そ
う
な
る
の
か
と
い
え
ば
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
美
濃
部

に
お
い
て
国
民
の
意
思
と
国
家
の
利
益
は
、
規
範
的
に
は
予
定
調
和
の
関

係
に
あ
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
２
）「
輿
論
」
と
「
代
表
」

　

し
か
し
な
が
ら
、「
国
民
の
健
全
な
る
輿
論
」
が
現
実
の
「
輿
論
」
の

全
て
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
の
国
民
の
意
思
を
余
す
と
こ
ろ
な

く
代
表
し
さ
え
す
れ
ば
「
完
全
ナ
ル
国
民
代
表
者
」
に
な
れ
る
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
、こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、こ
こ
ま
で
、

衆
議
院
が
輿
論
を
代
表
し
て
い
な
い
と
か
、
貴
族
院
は
民
意
に
基
づ
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
と
述
べ
て
き
た
が
、そ
の
際
、あ
た
か
も
「
民
意
」
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や
「
輿
論
」
が
現
実
に
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
写
し
取
る
こ

と
が
代
表
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
の
よ
う
に
─
─
特
に
「
政
治
的
社

会
的
の
意
義
」
に
お
け
る
代
表
に
つ
い
て
─
─
論
じ
て
き
た
こ
と
に
つ
い

て
、
再
考
が
加
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
美
濃
部
は
、
次
の
よ

う
に
明
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　

議
会
制
度
の
根
本
的
の
欠
点
と
し
て
は
、
議
会
が
眞
に
国
民
の
意
見

を
代
表
す
る
こ
と
は
、
事
実
に
於
て
不
可
能
な
る
こ
と
を
挙
げ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
議
会
は
国
民
の
代
表
者
と
し
て
設
け
ら
れ
て
居
る
も
の
で

あ
る
け
れ
ど
も
、
代
表
と
い
ふ
こ
と
は
唯
思
想
の
上
に
於
て
認
め
ら

れ
得
る
だ
け
で
、
事
実
に
於
て
は
代
表
と
い
ふ
こ
と
は
行
は
れ
得
べ

き
事
柄
で
は
な
い
。
人
は
他
人
の
代
り
に
酒
を
飲
み
飯
を
食
ふ
こ
と

の
出
来
な
い
と
同
様
に
、
他
人
の
代
り
に
考
へ
た
り
議
決
し
た
り
す

る
こ
と
の
出
来
る
も
の
で
は
な
い
。
人
心
の
異
な
る
こ
と
尚
其
面
の

如
し
、
一
人
の
考
へ
る
こ
と
は
決
し
て
他
人
の
考
へ
る
こ
と
で
は
な

い
、議
員
の
発
言
表
決
は
其
人
一
人
の
発
言
表
決
で
あ
つ
て
、他
人
の

意
思
を
代
表
す
る
も
の
で
は
な
く
、
随
つ
て
又
議
会
の
議
決
は
議
会

だ
け
の
議
決
で
あ
つ
て
、
決
し
て
国
民
の
意
思
の
発
表
で
は
な
い
。

況
ん
や
国
民
は
、
国
民
と
し
て
、
纏
つ
た
一
の
意
思
を
有
つ
て
居
る

も
の
で
な
く
、
種
々
様
々
の
異
つ
た
意
見
を
有
つ
た
人
々
の
集
合
で

あ
る
か
ら
、
議
会
の
代
表
す
べ
き
国
民
の
意
思
な
る
も
の
は
、
初
よ

り
存
在
し
な
い
の
で
あ

（
（（（
（

る
。

　

議
会
が
代
表
す
べ
き
国
民
意
思
な
ど
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
議
会
が
真

の
国
民
代
表
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
の
叙
述
は
、
必
ず
し
も

こ
こ
ま
で
の
議
論
と
整
合
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
清
浦
内

閣
や
田
中
内
閣
に
対
し
て
、
美
濃
部
は
、「
国
民
の
輿

（
（（（
（

論
」
や
「
国
民
の

意
（
（（（
（

向
」に
依
拠
し
て
批
判
を
行
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
際
、彼
は
、

依
拠
す
べ
き
「
輿
論
」・「
民
意
」
の
存
在
を
当
然
の
前
提
に
し
て
い
た
の

で
は
な
い
の
か
。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
た
め
に
、
次
の
叙
述
を
見
て
み
よ

う
。
こ
れ
は
、
第
二
次
若
槻
礼
次
郎
内
閣
時
代
、
内
閣
の
二
大
政
策
で
あ

る
井
上
財
政
と
幣
原
外
交
に
対
し
て
加
え
ら
れ
た
、
美
濃
部
の
論
評
で
あ

る
。

　
　

財
政
及
び
外
交
に
つ
い
て
現
内
閣
の
と
り
来
つ
た
従
来
の
政
策
は
、

必
ず
し
も
当
面
の
人
気
に
投
ず
る
も
の
で
は
な
か
つ
た
。
デ
フ
レ
ー

シ
ヨ
ン
政
策
は
財
界
の
未
曾
有
の
不
景
気
を
来
し
、
国
際
協
調
政
策

は
動
も
す
れ
ば
退
嬰
軟
弱
外
交
の
非
難
を
受
け
た
。
も
し
金
輸
出
の

再
禁
止
を
な
さ
ば
、
少
く
と
も
一
時
的
に
は
あ
る
程
度
の
景
気
の
回
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復
を
期
待
し
得
ら
れ
る
で
あ
ら
う
し
、
国
際
の
協
調
を
顧
み
ず
強
硬

に
国
威
を
主
張
す
れ
ば
、
少
く
と
も
一
時
的
に
は
人
気
を
博
し
得
る

か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
な
が
ら
国
家
の
重
責
に
任
ず
る
者
は
、
さ
う

い
ふ
一
時
的
の
人
気
に
よ
つ
て
動
か
さ
る
べ
き
で
は
な
く
、
国
家
百

年
の
大
計
を
以
て
念
と
な
す
べ
き
こ
と
は
、
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
現

内
閣
の
取
り
来
つ
た
従
来
の
財
政
政
策
、
外
交
政
策
が
果
し
て
萬
全

な
策
で
あ
つ
た
か
何
う
か
は
、
こ
ゝ
に
論
評
し
よ
う
と
す
る
所
で
は

な
い
が
、
少
く
と
も
内
閣
が
今
日
ま
で
之
を
以
て
国
家
百
年
の
大
計

の
為
に
も
つ
と
も
適
切
な
方
策
と
し
、
そ
の
指
導
方
針
と
な
し
来
つ

た
も
の
で
、
然
も
若
し
総
選
挙
の
結
果
に
よ
つ
て
国
民
の
意
向
を
う

か
ゞ
ふ
こ
と
が
出
来
る
と
す
れ
ば
、
国
民
の
多
数
は
今
日
ま
で
こ
の

指
導
方
針
を
支
持
し
来
つ
た
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら

（
（（（
（

ぬ
。

　

こ
こ
に
表
れ
て
い
る
、「
一
時
的
の
人
気
」
と
「
国
家
百
年
の
大
計
」

と
い
う
対
比
に
注
目
し
た
い
。
美
濃
部
に
よ
れ
ば
、
政
府
が
採
る
べ
き
政

策
は
、
た
と
え
「
一
時
的
の
人
気
」
は
な
く
て
も
「
国
家
百
年
の
大
計
」

に
沿
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、
井
上
財
政
・
幣
原
外
交
は

そ
の
よ
う
な
政
策
で
あ
る
と
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
は
「
国
民
の
意
向
」
に

も
合
致
す
る
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、「
国
民
の
意
向
」

と
「
一
時
的
の
人
気
」
は
同
じ
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い

（
（（（
（

る
。
と

こ
ろ
で
、「
国
家
百
年
の
大
計
」
に
沿
う
か
否
か
は
「
国
益
」
に
合
致
す

る
か
否
か
で
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
疑
い
な
い
以
上
、
そ
れ
は
「
一
時
的
の

人
気
」
と
は
区
別
さ
れ
る
「
国
民
の
健
全
な
る
輿
論
」
に
よ
っ
て
の
み
判

断
さ
れ
得
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
り
─
─
「
国
益
」
に
合
致
し
た
判
断

を
下
す
者
こ
そ
が
「
国
民
の
健
全
な
る
輿
論
」
の
代
表
者
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
─
─
、
そ
れ
を
こ
こ
で
は
「
国
民
の
意
向
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
─
─
こ
の
よ
う
な
簡
略
化
が
あ
り
得
る
こ
と
は
、
③

が
示
し
て
い
た
通
り
で
あ

（
（（（
（

る
─
─
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
言

う
「
国
民
の
意
向
」
と
い
う
の
は
、選
挙
結
果
に
現
れ
た
「
国
民
の
多
数
」

の
見
解
と
同
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
そ
の
実
、
客
観
的
に

測
定
可
能
な
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
規
範
的
な
概
念
で
あ
る
疑
い

が
あ

（
（（（
（

る
。
右
の
推
測
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
現
実
に
「
国
民
の
多
数
」
に

支
持
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
政
策
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
「
国
家
百
年
の
大

計
」
と
い
う
観
点
か
ら
吟
味
さ
れ
、
そ
れ
が
「
一
時
的
な
人
気
」
に
す
ぎ

な
い
と
判
断
さ
れ
れ
ば
、「
国
民
の
意
向
」
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う

こ
と
も
あ
り
得
る
だ
ろ

（
（（（
（

う
。

　

以
上
よ
り
、「
輿
論
」
の
存
在
如
何
と
い
う
先
の
問
題
に
対
し
て
は
、

一
つ
の
仮
説
が
提
示
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
美
濃
部
が

国
民
の
意
思
と
看
做
す
も
の
は
、
彼
に
と
っ
て
あ
る
べ
き
国
民
の
意
思
な

の
で
あ
っ
て
、
現
に
あ
る
国
民
の
意
思
─
─
厳
密
に
は
そ
の
よ
う
な
も
の
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は
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
が
─
─
で
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

実
際
、「
国
民
の
健
全
な
る
輿
論
」
と
美
濃
部
が
言
う
と
き
、そ
の
「
輿
論
」

が
「
健
全
」
で
あ
る
か
ど
う
か
─
─
「
一
時
的
の
人
気
」
か
「
国
民
の
意

向
」
か
─
─
を
判
断
す
る
の
は
、
ひ
と
え
に
、
書
き
手
で
あ
る
美
濃
部
に

の
み
許
さ
れ
た
特
権
な
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
「
輿
論
」
を
「
代
表
」
す
る
と
は
、
一
体
い

か
な
る
事
態
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、「
国
民
の
健
全
な

る
輿
論
」
は
「
国
益
」
を
志
向
す
る
わ
け
だ
か
ら
、
二
１
（
２
）
の
議
論

を
お
さ
ら
い
す
る
と
、「
国
民
の
健
全
な
る
輿
論
」
を
代
表
す
る
も
の
こ

そ
「
完
全
ナ
ル
国
民
代
表
者
」
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
美

濃
部
が
考
え
る「
健
全
な
る
輿
論
」に
沿
っ
た
決
定
を
行
っ
た
代
表
者
が
、

「
輿
論
」
を
「
代
表
」
す
る
「
理
想
的
な
国
民
代
表
者
」
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

４
．
小
括

　

こ
こ
ま
で
の
検
討
を
も
と
に
、
衆
議
院
と
は
別
に
な
ぜ
公
選
で
は
な
い

貴
族
院
が
必
要
と
さ
れ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、ま
と
め
て
み
た
い
。

そ
れ
は
、
一
言
で
言
え
ば
、「
政
権
を
私
利
及
び
党
利
の
為
に
濫
用
す
る
」

と
い
う
「
政
党
政
治
の
弊
を
抑
制
す
べ
き
機

（
（（（
（

関
」
と
し
て
、
求
め
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
以
下
、
具
体
的
に
論
じ
よ
う
。

　

貴
族
院
の
存
在
意
義
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
た
、
選
挙
制
度
や
多
数

決
制
度
に
よ
っ
て
は
「
誤
」
を
排
除
で
き
な
い
と
い
う
議
論
構
造
に
お
い

て
は
、
決
定
の
正
誤
に
関
し
て
、
選
挙
に
よ
っ
て
表
れ
た
民
意
を
越
え
る

判
断
基
準
の
存
在
が
前
提
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
他
は
な
い
。
そ
し
て
、

そ
の
判
断
基
準
は
、
当
該
決
定
が
「
国
益
」
に
適
う
も
の
で
あ
る
の
か
、

そ
れ
と
も
「
党
利
」
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
し

か
し
、
事
の
性
質
上
、
衆
議
院
に
よ
る
決
定
が
「
国
益
」
に
適
う
も
の
か

ど
う
か
は
、民
主
的
な
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
は
判
断
で
き
な
い
。「
国
益
」

に
適
う
決
定
は
、
現
に
あ
る
民
意
か
ら
超
越
し
た
「
国
民
の
健
全
な
る
輿

論
」
を
代
表
す
る
、「
理
想
的
な
国
民
代
表
者
」
に
し
か
行
な
い
得
な
い

か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
政
党
に
支
配
さ
れ
て
い
る
多
数
決
制
度
と
選
挙

制
度
に
は
欠
陥
が
存
す
る
た
め
、
衆
議
院
の
議
決
が
「
国
益
」
に
適
う
も

の
で
な
い
可
能
性
は
常
に
存
す
る
。
そ
の
た
め
、
衆
議
院
の
議
決
を
、
民

主
的
な
プ
ロ
セ
ス
と
は
独
立
に
、「
国
益
」
と
い
う
観
点
か
ら
吟
味
す
る

必
要
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
は
、
政
党
政
治
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
正
常
に
作
動
し
た
結
果
出
さ

れ
た
答
え
で
あ
っ
て
も
、
原
理
上
は
常
に
、
シ
ス
テ
ム
か
ら
超
越
し
た
観

点
に
基
づ
く
判
定
が
要
求
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。そ
こ
で
、

政
党
政
治
が
作
動
す
る
場
で
あ
る
衆
議
院
の
「
抑
制
機
関
」
た
る
貴
族
院
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は
、
衆
議
院
の
決
定
が
「
国
益
」
に
適
う
も
の
か
ど
う
か
を
判
定
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
任
務
を
、
背
負
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら

こ
そ
、
貴
族
院
は
「
智
識
や
経
験
を
代
表
」
し
た
存
在
―
―
そ
れ
は
す
な

わ
ち
、「
理
性
の
府
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
―
―
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

以
上
よ
り
、
美
濃
部
の
貴
族
院
論
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
政
党
政
治
と

い
う
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
悲
観
的
な
猜
疑
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
シ
ス
テ

ム
を
超
越
す
る
視
点
に
対
す
る
楽
観
的
な
信
頼
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
政
党
政
治
と
い
う
シ
ス
テ
ム
が
崩
壊
し
た
後
、

美
濃
部
は
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
章

で
は
、
そ
の
消
息
を
追
う
べ
く
、
五
・
一
五
事
件
以
降
に
お
け
る
美
濃
部

の
議
会
制
論
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

三　

職
能
代
表
制
論

　

一
九
二
四
年
か
ら
八
年
間
続
い
た
政
党
内
閣
の
時
代
、
美
濃
部
を
襲
っ

た
の
が
政
党
内
閣
に
対
す
る
幻
滅
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
多
く
の
研

究
が
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

（
（（（
（

り
、
こ
こ
で
は
繰
り
返
さ
な
い
。
こ
こ
で

問
題
と
し
た
い
の
は
、
そ
の
結
果
美
濃
部
が
、
職
能
代
表
制
構
想
と
で
も

呼
ぶ
べ
き
一
連
の
議
論
を
展
開
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
も
っ

と
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
少
な
く
な
い
先
行
研
究
が
あ
り
、
本
稿
が
そ

れ
ら
に
付
け
加
え
得
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
多
く
は
な
い
。

１
．
国
策
審
議
会
と
職
能
団
体
代
表
議
会

　

美
濃
部
が
こ
の
時
期
、
斎
藤
実
・
岡
田
啓
介
両
内
閣
を
支
持
し
「
挙
国

一
致
」
を
追
求
し
て
い
た
こ
と
は
、
別
稿
で
論
じ
た
通
り
で
あ

（
（（（
（

る
。
そ
の

際
重
要
な
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
内
閣
に
対
し
て
は
政
友
会
や
陸
軍
と
い
っ

た
撹
乱
要
因
が
存
在
し
て
お
り
、し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
内
閣
が
真
に「
挙

国
一
致
内
閣
」
と
な
る
べ
く
内
閣
を
強
力
に
サ
ポ
ー
ト
す
る
必
要
が
あ
っ

た
と
い
う
点
で
あ

（
（（（
（

る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
構
想
さ
れ
た

の
が
、
い
わ
ゆ
る
国
策
審
議
会
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
国
策
審
議
会
構
想
と
い
う
の
は
、
従
来
体
制
の
「
統
合
主

（
（（（
（

体
」

で
あ
っ
た
政
党
に
代
わ
っ
て
、
内
閣
を
も
拘
束
す
る
会
議
体
を
「
統
合

主
体
」
と
し
て
想
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
構
想
は
、
美
濃

部
の
論
考
の
中
で
は
五
・
一
五
事
件
直
後
か
ら
幾
度
か
登
場
す
る
の
で
あ

る
（
（（（
（

が
、
こ
こ
で
は
、
次
の
文
章
の
み
を
挙
げ
て
お
く
。

　
　

政
府
を
し
て
強
力
な
ら
し
む
る
為
に
は
、
之
を
擁
護
し
支
持
す
る
為

に
、議
会
の
外
に
尚
強
力
な
委
員
会
を
作
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。そ
れ
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は
法
律
上
は
内
閣
直
属
の
諮
問
機
関
た
る
に
止
ま
つ
て
も
善
い
が
、事

実
に
お
い
て
は
経
済
問
題
に
関
す
る
重
要
な
国
家
の
政
策
を
審
議
立

案
す
る
機
関
た
ら
し
む
べ
き
で
、
之
を
構
成
す
る
分
子
と
し
て
は
、

重
要
産
業
、
金
融
、
労
働
等
国
民
経
済
の
各
部
門
に
亘
る
重
な
る
代

表
者
を
集
め
る
こ
と
が
適
当
で
あ
ら

（
（（（
（

う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
職
能
代
表
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
国
策
審
議
会
が
政
策

の
「
統
合
主
体
」
と
な
っ
て
挙
国
一
致
内
閣
を
支
え
る
べ
き
で
あ
る
と
い

う
の
が
、
当
時
の
美
濃
部
の
考

（
（（（
（

え
で
あ
っ

（
（（（
（

た
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
引
用
し
た
「
我
が
議
会
制
度
の
前
途
」
は
、
将
来

に
わ
た
っ
て
政
党
内
閣
へ
の
復
活
を
否
定
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
一

つ
の
転
換
点
を
画
す
る
論
考
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
ま
で
の
挙
国

一
致
内
閣
論
＝
政
党
内
閣
否
定
論
は
、
あ
く
ま
で
一
時
的
な
非
常
時
に
対

応
す
る
た
め
の
も
の
と
い
う
性
格
を
な
お
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、「
若
し
今
日
の
時
局
が
眞
に
国
難
に
面
し
て
居
る
と
す
れ
ば
、

政
党
は
須
く
政
権
争
奪
の
念
を
断
ち
、
内
閣
を
助
け
励
ま
し
、
協
力
し
て

国
難
を
救
ふ
の
途
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

（
（（（
（

ぬ
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、「
我
が
議
会
制
度
の
前
途
」
に
お
い
て
は
、「
所
謂
非
常
時
が
単

に
一
時
的
な
現
象
で
は
な
く
、
深
い
社
会
的
の
根
柢
を
有
つ
て
居
る
も
の

で
あ
る
こ

（
（（（
（

と
」
が
強
調
さ
れ
、
将
来
に
わ
た
っ
て
政
党
内
閣
へ
の
復
活
が

否
定
さ
れ
た
、
す
な
わ
ち
、
内
閣
原
動
機
能
が
議
会
か
ら
剥
奪
さ
れ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ

（
（（（
（

る
。
な
ぜ
な
ら
、
自
由
放
任
経
済
か
ら
統
制
経
済
の
時
代

へ
と
転
換
す
る
と
、
経
済
問
題
に
関
し
て
は
素
人
で
あ
る
議
会
政
治
家
に

は
も
は
や
政
策
形
成
能
力
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
政
策
形
成
の
中
枢
で
あ

る
内
閣
を
組
織
す
る
資
格
も
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ

（
（（（
（

る
。
そ
し
て
、
内

閣
原
動
機
能
を
剥
奪
さ
れ
た
議
会
に
は
、
も
は
や
も
う
一
つ
の
機
能
で
あ

る
内
閣
監
視
・
批
判
機
能
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
結
果
、
立
憲
政

治
と
独
裁
政
治
・
フ
ァ
ッ
シ
ョ
政
治
と
を
分
け
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、「
公

の
批
判
機
関
」
と
し
て
の
議
会
制
度
の
有
無
に
、
求
め
ら
れ
る
こ
と
に

な
（
（（（
（

る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
議
会
か
ら
内
閣
原
動
機
能
が
剥
奪
さ
れ
、
政
党
は
政
権

を
目
指
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ

（
（（（
（

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
党
の
政
権
欲

が
衰
え
る
気
配
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
美
濃
部
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
の

が
、
職
能
団
体
代
表
議
会
構
想
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
職
能
団
体
代
表
議
会

構
想
は
、「
政
党
内
閣
の
復
活
可
能
性
を
消
す
た
め
の
も

（
（（（
（

の
」
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
〔
政
党
内
閣
の
弱
点
を
補
う
方
法
と
し
て
〕
他
の
一
は
、
現
在
の
如

き
個
人
的
の
選
挙
制
度
を
改
め
て
、
強
固
な
共
通
の
利
害
関
係
を
有

す
る
職
能
団
体
を
し
て
選
挙
権
の
主
体
た
ら
し
む
る
こ
と
で
あ
る
。
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今
日
の
選
挙
制
度
は
、
各
個
人
に
選
挙
権
を
与
へ
て
居
る
の
で
あ
る

が
、
か
う
い
ふ
個
人
的
の
選
挙
制
度
の
下
に
於
い
て
は
、
選
挙
が
主

と
し
て
政
党
の
勢
力
に
支
配
せ
ら
る
る
こ
と
は
、
必
然
の
結
果
と
謂

は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
…
若
し
選
挙
か
ら
政
党
の
勢
力
を
排
除
し
よ
う
と

す
る
な
ら
ば
、
各
個
人
を
以
て
選
挙
権
の
主
体
と
為
さ
ず
、
農
会
と

か
商
工
会
議
所
と
か
医
師
会
と
か
其
の
他
内
部
に
党
派
の
争
の
無
い

各
職
能
団
体
を
以
て
選
挙
権
の
主
体
と
為
し
、
此
等
の
各
団
体
か
ら

そ
れ
ぞ
れ
其
の
代
表
者
を
出
さ
し
む
る
こ
と
が
、
其
の
唯
一
の
方
法

で
は
な
か
ら
う
か
と
思

（
（（（
（

ふ
。

　

議
会
が
立
法
権
や
予
算
議
定
権
を
有
し
て
い
る
明
治
憲
法
下
に
お
い

て
内
閣
は
議
会
と
協
働
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、
現
行
の
選
挙
制
度

の
下
で
は
衆
議
院
が
政
党
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
し
た

が
っ
て
内
閣
は
政
党
内
閣
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

（
（（（
（

い
。
そ
の
た
め
、
政
党
内

閣
の
復
活
可
能
性
を
消
す
に
は
、
衆
議
院
か
ら
政
党
勢
力
を
一
掃
す
る
こ

と
が
必
要
に
な
る
。
職
能
団
体
代
表
議
会
は
、
そ
の
た
め
の
構
想
な
の
で

あ
っ

（
（（（
（

た
。

２
．
有
機
体
的
国
家
観

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
職
能
代
表
制
構
想
─
─
そ
れ
が
「
立
憲

独
（
（（（
（

裁
」
で
あ
る
か
「
修
正
議
会
主

（
（（（
（

義
」
で
あ
る
か
は
と
も
か
く
─
─
は
、

一
見
す
る
と
、
従
来
の
彼
の
立
場
か
ら
大
き
く
離
反
す
る
も
の
の
よ
う

に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
実
は
、
美
濃
部
の
職
能
代
表
的
な
発
想
は
、

一
九
三
〇
年
代
に
入
っ
て
突
如
現
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
美
濃
部
の
多
数

決
批
判
が
普
選
批
判
を
導
い
て
い
た
こ
と
は
注
で
も
触
れ
た
が
、
そ
こ
に

は
す
で
に
、
次
の
よ
う
な
考
慮
が
存
在
し
て
い
た
。

　
　

併
な
が
ら
、
平
等
普
通
選
挙
は
社
会
上
の
各
種
の
勢
力
単
位
に
重
き

を
置
か
ず
し
て
、
専
ら
各
個
人
を
以
て
単
位
と
な
し
、
又
各
個
人
の

社
会
上
の
総
て
の
不
平
等
を
無
視
し
て
、
之
に
平
等
の
権
利
を
与
へ

ん
と
す
る
も
の
で
、
此
の
点
に
於
て
理
論
上
誤
を
含
ん
で
居
り
、
之

に
依
つ
て
も
、
完
全
な
る
国
民
の
代
表
機
関
を
得
る
こ
と
は
、
期
し

難
い
所
で
あ
る
。
国
民
は
決
し
て
独
立
の
個
体
と
し
て
生
存
す
る
各

個
人
の
機
械
的
の
集
合
で
は
な
く
、
経
済
上
、
社
会
上
、
政
治
上
に

利
害
を
異
に
し
、
思
想
を
異
に
す
る
種
々
の
階
級
、
集
団
其
の
他
の

勢
力
単
位
の
集
合
で
あ
る
。
各
個
人
は
独
立
の
個
体
と
し
て
生
存
す

る
外
に
、
此
等
の
階
級
、
集
団
の
一
員
と
し
て
生
存
し
て
居
る
も
の

で
、
眞
の
意
義
に
於
て
の
国
民
代
表
を
得
る
為
に
は
、
必
ず
此
等
の

勢
力
単
位
を
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
平
等
普
通
選
挙
は
全
く
此
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の
点
を
顧
慮
し
な
い
こ
と
に
於
て
大
な
る
欠
陥
あ
る
も
の
で
、
此
の

欠
陥
を
補
ふ
べ
き
方
法
と
し
て
今
日
迄
行
は
れ
て
居
る
方
法
は
、
比

例
代
表
法
の
外
に
は
無
い
。
比
例
代
表
法
が
普
通
選
挙
と
相
結
合
し

て
最
近
に
於
て
漸
や
く
各
国
に
拡
が
ら
ん
と
し
つ
ゝ
あ
る
は
、
主
と

し
て
此
の
思
想
に
基
い
て
居
る
も
の
で
あ

（
（（（
（

る
。

　

平
等
普
通
選
挙
は
社
会
の
各
勢
力
単
位
へ
の
配
慮
を
欠
く
た
め
に
、
そ

れ
に
よ
っ
て
は
真
の
意
味
に
お
け
る
国
民
代
表
を
得
る
こ
と
は
出
来
な

い
。
そ
れ
で
は
、
社
会
の
各
勢
力
に
配
慮
し
た
選
挙
制
度
と
は
何
か
と
い

え
ば
、
比
例
代
表
制
に
他
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
美
濃
部

に
よ
れ
ば
、
比
例
代
表
制
は
「
団
体
主
義
」
の
「
選
挙
制
度
」
で
あ

（
（（（
（

る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
美
濃
部
が
比
例
代
表
制
を
主
張
す
る
背
後
に
、「
今
日

の
社
会
は
、
個
人
の
社
会
と
い
ふ
よ
り
も
寧
ろ
団
体
の
社
会
と
い
ふ
べ
き

も
の
で
あ

（
（（（
（

る
」
と
い
う
、
あ
る
種
の
有
機
体
的
国
家
観
が
存
在
す
る
と
す

れ
ば
、
こ
れ
と
職
能
代
表
制
論
と
の
距
離
は
遠
く
な
い
は
ず
で
あ

（
（（（
（

る
。
実

際
、
比
例
代
表
制
か
ら
職
能
団
体
代
表
議
会
制
へ
の
転
換
は
─
─
も
ち
ろ

ん
そ
れ
自
体
は
劇
的
な
変
化
で
は
あ
る
の
だ

（
（（（
（

が
─
─
、
被
選
挙
主
体
と
し

て
の
団
体
か
ら
選
挙
主
体
と
し
て
の
そ
れ
へ
と
、
視
点
を
逆
転
さ
せ
た
も

の
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　

し
か
も
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
比
例
代
表
制
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
る

以
前
か
ら
、美
濃
部
の
中
に
胚
胎
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

美
濃
部
は
比
例
代
表
制
論
者
に
な
る
前
は
小
選
挙
区
制
に
賛
意
を
表
し
て

い
た
の
で
あ
る

（
（（（
（

が
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
比
例
代
表
制
は
政
党
の
勢
力
に

比
例
し
て
代
表
者
を
出
す
こ
と
し
か
で
き
な
い
と
こ
ろ
、「
国
民
中
ニ
勢

力
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ハ
決
シ
テ
政
党
ニ
ノ
ミ
止
ラ
ズ
、
政
党
ノ
外
或
ハ
職
業

ニ
依
リ
或
ハ
宗
教
ニ
依
リ
或
ハ
貧
富
ノ
程
度
ニ
依
リ
或
ハ
地
理
上
ノ
関
係

ニ
依
リ
利
害
ヲ
同
ジ
ウ
シ
意
見
ヲ
同
ジ
ウ
ス
ル
者
ハ
極
テ
多
ク
、
是
等
共

通
ノ
利
害
ヲ
有
シ
共
通
ノ
意
見
ヲ
有
ス
ル
者
ハ
又
自
ラ
社
会
上
ニ
相
当
ノ

勢
力
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
勿
論
ニ
シ
テ
、
眞
ニ
合
理
的
ナ
ル
比
例
代
表
法
ハ
是

等
無
数
ノ
社
会
上
ノ
勢
力
ヲ
シ
テ
各
其
ノ
勢
力
ニ
比
例
シ
タ
ル
議
員
ヲ
出

タ
サ
シ
メ
得
ベ
キ
モ
ノ
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ

（
（（（
（

ズ
」
と
い
う
考
え
が
述
べ
ら
れ

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
は
、
一
貫
し
て
「
比
例
代
表
」
制
論
者

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、本
稿
の
観
点
か
ら
重
要
な
の
は
、こ
の
よ
う
な
「
比
例
代
表
」

論
の
前
提
と
な
っ
て
い
た
、
次
の
よ
う
な
美
濃
部
の
代
表
観
で
あ
る
。

　
　

全
国
民
ノ
利
益
ハ
畢
竟
国
民
中
ノ
種
々
ノ
特
殊
ノ
利
益
ノ
集
合
調
和

ヨ
リ
成
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
此
等
種
々
ノ
利
益
ノ
代
表
者
ヲ
出
ダ
サ
シ

ム
ル
ハ
即
チ
能
ク
全
国
民
ノ
利
益
ヲ
代
表
セ
シ
ム
ル
所
以
ナ

（
（（（
（

リ
。



「代表」・「国益」・「輿論」

北法61（4・219）1417

　

し
た
が
っ
て
、
第
二
章
に
お
け
る
検
討
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、

社
会
の
各
勢
力
の
特
殊
な
利
益
を
比
例
的
に
代
表
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
「
完
全
な
国
民
代
表
」
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
よ
う
な
国
民
代
表

に
よ
れ
ば
「
国
益
」
に
合
致
す
る
決
定
を
行
う
こ
と
も
で
き
る
は
ず
だ
と

い
う
の
が
、
美
濃
部
の
考
え
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ

（
（（（
（

う
。
そ
う

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
職
能
代
表
的
な
国
策
審
議
会
構
想
─
─
そ
れ
は
ま
さ

に
「
社
会
の
各
勢
力
を
綜

（
（（（
（

合
」
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
─
─
や
政
党
以

外
の
団
体
を
も
被
選
挙
主
体
と
し
て
認
め
よ
う
と
い
う
職
能
団
体
代
表
議

会
構
想
が
、
政
党
政
治
崩
壊
後
─
─
つ
ま
り
、
政
党
が
「
国
民
の
健
全
な

る
輿
論
」
を
代
表
し
得
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
後
─
─
の
統
治
機
構
論
と

し
て
登
場
し
て
く
る
の
は
、
美
濃
部
の
基
底
に
あ
っ
た
思
想
か
ら
し
て
、

極
め
て
自
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
（
（（（
（

る
。

３
．
職
能
代
表
制
と
両
院
制

　

こ
の
よ
う
に
、
美
濃
部
の
中
に
一
貫
し
て
職
能
代
表
的
な
思
想
が
存
在

し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
と
両
院
制
論
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
触
れ
な

い
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
世
上
、
貴
族
院
改
革
が

論
じ
ら
れ
る
際
に
は
、
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
職
能
代
表
構
想
が
登
場

し
て
い
た
か
ら
で
あ

（
（（（
（

る
。
実
際
美
濃
部
も
、
す
で
に
引
用
し
た
よ
う
に
、

第
二
院
を
「
社
会
の
各
種
の
勢
力
を
代
表
す
る
も
の
た
ら
し
む
る
や
う
に

組
織
す
る
こ
と
」
を
求
め
て
も
い
た
の
だ
が
、
戦
前
に
お
い
て
は
、
貴
族

院
へ
の
職
能
代
表
制
導
入
論
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

戦
後
に
な
っ
て
彼
は
、
上
院
の
半
数
を
職
能
団
体
代
表
に
よ
っ
て
構
成
す

べ
き
こ
と
を
説
く
に
至

（
（（（
（

る
。
そ
れ
で
は
、
美
濃
部
の
両
院
制
論
は
、
戦
後

ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
二
院
制
の
目
的
に
つ
い
て
。

　
　

選
挙
に
依
つ
て
国
民
の
代
表
者
を
出
だ
す
こ
と
は
、
如
何
に
選
挙
制

度
を
整
備
改
善
し
た
と
し
て
も
、
国
民
大
衆
の
行
ふ
選
挙
に
は
必
然

に
こ
れ
に
伴
ふ
弊
害
が
有
り
、
そ
れ
に
依
つ
て
眞
に
能
く
国
民
の
意

思
を
代
表
し
得
べ
き
有
能
者
の
み
を
選
出
す
る
こ
と
は
、
望
み
難
い

の
み
な
ら
ず
、
議
会
制
度
は
多
数
決
制
度
で
あ
り
、
而
し
て
多
数
の

欲
す
と
こ
ろ
が
常
に
正
し
く
、
少
数
者
の
意
見
は
常
に
誤
つ
て
居
る

と
は
、
何
人
も
保
障
し
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
殊
に
議
会
が
政
党

に
依
つ
て
支
配
せ
ら
れ
、
議
員
は
自
己
の
独
立
の
意
見
に
依
つ
て
で

は
な
く
政
党
の
党
議
に
従
つ
て
議
決
に
加
は
る
や
う
な
組
織
の
下
に

於
い
て
は
、
議
会
の
議
決
は
即
ち
多
数
党
の
党
議
で
あ
つ
て
、
而
も

多
数
党
の
党
議
は
少
数
の
幹
部
に
依
つ
て
支
配
せ
ら
る
る
こ
と
と
な
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り
、
結
局
は
議
会
の
議
決
は
多
数
党
の
幹
部
に
依
つ
て
左
右
せ
ら
る

る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
し
か
も
其
の
党
議
た
る
や
、
国
家
又
は
国
民

全
体
の
利
益
よ
り
も
自
己
の
党
派
的
利
益
又
は
其
の
結
託
す
る
少
数

資
本
家
の
利
益
を
主
眼
と
す
る
や
う
な
弊
害
を
生
じ
易
い
。
若
し
議

会
に
し
て
一
院
の
み
か
ら
成
立
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
斯
か
る
弊
害

を
抑
制
す
る
の
途
な
く
、
議
会
の
議
決
は
眞
に
国
民
の
意
思
を
代
表

す
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
却
つ
て
国
民
怨
嗟
の
的
と
な
る
こ
と
を

保
し
難
い
。
議
会
の
二
院
制
度
は
、
選
挙
及
び
多
数
決
制
度
の
此
の

如
き
欠
点
に
其
の
存
在
の
理
由
を
有
す
る
も
の
で
、
即
ち
一
院
制
度

か
ら
生
ず
る
多
数
党
専
横
の
弊
害
を
抑
制
し
、
国
民
の
直
接
の
公
選

に
係
る
第
一
院
の
外
に
、
知
識
経
験
あ
る
有
能
者
を
以
て
組
織
せ
ら

る
る
第
二
院
を
設
け
、
冷
静
公
平
な
見
地
か
ら
、
第
一
院
の
議
決
が

余
り
に
軽
率
過
激
で
あ
り
眞
に
国
民
の
意
思
に
適
合
す
る
も
の
に
非

ず
と
認
む
べ
き
場
合
に
於
い
て
、
こ
れ
を
抑
制
し
眞
に
能
く
国
民
の

意
思
を
代
表
す
る
も
の
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
の
が
、
二
院
制
度
の

目
的
の
存
す
る
所
以
で
あ

（
（（（
（

る
。

　

そ
れ
で
は
、
第
二
院
の
構
成
は
如
何
に
す
べ
き
か
。

　
　

第
二
院
設
置
の
目
的
は
一
に
議
会
の
一
院
制
か
ら
生
ず
る
多
数
党
横

暴
の
弊
を
抑
制
し
議
会
の
議
決
を
し
て
公
正
な
見
地
か
ら
眞
に
能
く

健
全
な
る
国
民
の
意
思
に
適
合
せ
し
め
よ
う
と
す
る
に
在
る
の
で
あ

る
か
ら
、
第
二
院
も
亦
国
民
的
機
関
で
あ
つ
て
政
府
の
機
関
で
は
な

く
、
随
つ
て
衆
議
院
の
如
く
直
接
に
一
般
の
国
民
大
衆
の
中
か
ら
選

挙
せ
ら
る
る
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
尚
ほ
間
接
に
は
国
民
の
中

か
ら
選
ば
れ
又
は
国
民
中
の
各
種
の
職
能
団
体
か
ら
選
ば
れ
た
者
で

あ
る
こ
と
を
適
当
と
す
る
と
共
に
、
又
衆
議
院
の
如
く
党
派
的
な
選

挙
運
動
の
結
果
と
し
て
選
出
せ
ら
れ
た
議
員
で
は
な
く
、
知
識
経
験

に
富
み
政
治
、
経
済
、
社
会
の
各
部
門
に
於
い
て
衆
望
を
荷
へ
る
有

能
者
が
衆
望
に
依
つ
て
推
選
せ
ら
れ
た
議
員
を
以
て
構
成
せ
ら
る
る

や
う
な
制
度
を
考
慮
す
る
必
要
が
有
る
と
信
ず

（
（（（
（

る
。

　

そ
の
具
体
化
が
、
上
院
の
半
数
を
地
域
代
表
、
残
り
の
半
数
を
職
域
代

表
と
し
て
選
出
す
る
と
い
う
構
想
で
あ
っ

（
（（（
（

た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
お
け

る
二
院
制
度
の
必
要
性
の
論
証
は
、
戦
前
に
お
け
る
貴
族
院
の
存
在
意
義

の
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
全
く
同
じ
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の

第
二
院
の
構
成
員
と
し
て
職
能
団
体
代
表
が
適
当
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

以
上
、
こ
の
理
は
、
戦
前
に
お
い
て
も
妥
当
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
戦
前
、
美
濃
部
が
論
壇
の
風
潮
か
ら
一
線
を
画
し
て
貴

族
院
へ
の
職
能
団
体
代
表
の
導
入
を
説
か
な
か
っ
た
理
由
は
、
今
と
な
っ
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て
は
藪
の
中
と
言
う
し
か
な

（
（（（
（

い
。

お
わ
り
に
─
─
参
議
院
論
へ
の
示
唆

　

以
上
、
美
濃
部
の
貴
族
院
論
を
、
彼
の
憲
法
学
説
の
文
脈
の
中
に
位
置

づ
け
る
と
い
う
作
業
を
行
な
っ
て
き
た
。
こ
こ
ま
で
で
本
稿
の
主
た
る
目

的
は
果
た
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
最
後
に
、
こ
こ
ま
で
の
成
果
を

前
提
と
し
て
、
現
代
の
我
が
国
に
お
け
る
参
議
院
論
に
対
し
て
い
か
な
る

示
唆
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
検
討
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
次
の
二
つ

の
文
章
を
比
較
し
て
み
よ
う
。

　
　

若
し
議
会
の
一
院
制
度
を
取
り
、
衆
議
院
の
み
が
議
会
に
属
す
る
総

て
の
権
限
を
独
占
す
る
こ
と
と
な
れ
ば
、
内
閣
は
衆
議
院
の
多
数
党

に
依
つ
て
組
織
せ
ら
れ
、
随
つ
て
内
閣
と
衆
議
院
と
は
常
に
相
一
致

す
る
も
の
と
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
か
ら
、
政
府
と
議
会
と
が

相
牽
制
す
る
こ
と
は
全
く
望
み
難
く
、
其
の
結
果
は
多
数
党
の
横
暴

に
対
し
て
、
こ
れ
を
抑
制
す
べ
き
何
等
の
機
関
も
無
い
こ
と
と
な
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
単
一
政
党
に
依
る
専
制
政
治
と
異
な
る
所
は

無
い
。
そ
の
横
暴
を
抑
制
す
る
為
に
は
、
貴
族
院
の
存
在
が
欠
く
べ

か
ら
ざ
る
必
要
で
あ
つ
て
、
此
の
点
に
於
い
て
而
し
て
唯
此
の
点
に

於
い
て
の
み
、貴
族
院
は
其
の
存
在
の
理
由
を
有
す
る
も
の
で
あ

（
（（（
（

る
。

　
　

こ
れ
ま
で
二
院
制
の
採
用
目
的
の
一
つ
と
し
て
衆
議
院
と
参
議
院
の

間
で
抑
制
と
均
衡
が
は
か
ら
れ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
き
た
。
と
こ

ろ
で
日
本
の
場
合
に
は
内
閣
が
立
法
活
動
に
深
く
関
与
し
て
い
る
。

日
本
国
憲
法
や
内
閣
法
の
下
で
は
内
閣
に
法
案
の
提
出
権
が
認
め
ら

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
前
述
の
通
り
、
こ
の
内
閣
は
衆
議
院
と
融

合
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
衆
議
院
と
参
議
院
の
間
で
は
抑
制
と
均
衡

が
は
か
ら
れ
る
。
こ
の
結
果
、
衆
議
院
を
通
じ
て
内
閣
と
参
議
院
の

間
で
も
抑
制
と
均
衡
が
は
か
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
特
に
、
参
議
院

は
内
閣
の
活
動
、
な
か
で
も
立
法
活
動
を
抑
制
し
慎
重
な
も
の
に
す

る
と
考
え
ら
れ

（
（（（
（

る
。

　

一
方
は
一
九
二
〇
年
代
に
書
か
れ
た
文
章
で
あ
り
、
他
方
は
二
〇
一
〇

年
に
公
表
さ
れ
た
文
章
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
両
者
の
間
に
八
〇
年

以
上
の
時
を
経
て
い
る
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
の
─
─
そ
し
て
、
貴
族
院
と

参
議
院
と
い
う
組
織
上
の
相
違
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
の
─
─
共
通

点
が
あ
る
こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い
。
実
際
、『
憲
法
義
解
』
が
す
で
に

宣
言
し
て
い

（
（（（
（

た
よ
う
に
、「
両
院
制
の
理
論
」
は
「
は
や
く
か
ら
挙
げ
つ

く
さ
れ
て
い
た
」
と
の
指
摘
も
あ

（
（（（
（

る
。
こ
の
よ
う
に
、
両
院
制
を
語
る
際
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の
文
法
に
さ
し
た
る
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
存
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
美

濃
部
の
貴
族
院
論
は
、
そ
の
ま
ま
現
代
の
参
議
院
論
に
適
用
可
能
で
あ
る

よ
う
に
も
思
え
る
。

　

し
か
し
、
筆
者
は
そ
う
は
考
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
美
濃
部
の
貴
族

院
論
の
背
後
に
あ
る
思
想
は
、
現
行
憲
法
下
に
そ
の
ま
ま
持
ち
込
ま
れ
る

こ
と
が
許
さ
れ
る
よ
う
な
代
物
で
は
な
い
と
思
う
か
ら
で
あ

（
（（（
（

る
。こ
の
点
、

第
二
院
は
「
智
識
や
経
験
」
を
代
表
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

そ
の
構
成
員
の
選
出
は
公
選
に
よ
る
べ
き
で
は
な
い
と
美
濃
部
が
論
じ
て

い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
藤
野
美
都
子
は

こ
の
点
を
以
て
、
美
濃
部
の
貴
族
院
論
に
は
「
保
守
的
な
限
界
が
感
じ
ら

れ
る
」
と
し
て
い

（
（（（
（

る
。
し
か
し
、
今
し
が
た
示
唆
し
た
よ
う
に
、
こ
の
よ

う
な
美
濃
部
の
議
論
の
背
後
に
は
個
人
の
平
等
と
い
う
理
念
へ
の
不
信
が

存
す
る
の
で
あ
る
か

（
（（（
（

ら
、
藤
野
の
意
図
を
越
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
美

濃
部
の
貴
族
院
論
が
「
保
守
的
」
で
あ
る
と
い
う
表
現
に
は
、
そ
の
よ
う

な
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
た
い
。

　

も
と
よ
り
、
そ
こ
で
な
さ
れ
て
い
る
「
美
濃
部
の
貴
族
院
に
関
す
る
考

え
方
は
、
現
在
の
参
議
院
に
対
し
て
『
理
の
政
治
』
を
求
め
る
見
解
に
影

響
を
及
ぼ
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
い
う
藤
野
の
言
明
が
、
仮
に

「
理
の
政
治
」
と
い
う
考
え
方
に
影
響
を
与
え
た
の
が
美
濃
部
の
議
論
の

み
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
や
や
過
大
評
価
で
あ

ろ
（
（（（
（

う
。
と
は
い
え
、
美
濃
部
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
衆
議
院
を
抑
制

す
る
「
理
性
の
府
」
と
し
て
の
貴
族
院
と
い
う
議
論
に
は
、
一
般
民
衆
を

代
表
す
る
衆
議
院
よ
り
も
知
識
や
経
験
を
代
表
す
る
貴
族
院
の
方
が
質
的

に
優
れ
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
前
提
が
置
か
れ
て
お

（
（（（
（

り
、
そ
の
よ
う
な
前

提
が
戦
後
の
参
議
院
＝
「
良
識
の
府
」
論
に
も
引
き
継
が
れ
た
と
い
う
側

面
は
否
定
で
き
な

（
（（（
（

い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
参
議
院
に
「
理
の
政
治
」
を

求
め
る
議
論
の
根
底
に
、
平
等
な
個
人
と
い
う
理
念
と
整
合
的
で
は
な
い

何
か
が
存
在
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
的
外
れ
で
は
な
い

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、そ
の
よ
う
な
意
味
で
、や
は
り
「
理

の
政
治
」
論
は
「
保
守
的
」
な
議
論
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
も

し
れ
な

（
（（（
（

い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
参
議
院
に
「
理
の
政
治
」
を
求
め
る
議
論
に
は
戦
前
以

来
の
「
保
守
的
」
な
議
論
の
影
が
付
着
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
参

議
院
を
「
理
性
の
府
」
で
あ
る
と
捉
え
る
見
解
が
大
勢
を
占
め
て
い
た
と

す
れ

（
（（（
（

ば
、
そ
れ
は
、
従
来
の
参
議
院
改
革
論
が
政
党
政
治
排
除
の
方
向
と

路
線
を
共
有
し
て
い
た
と
い
う
指

（
（（（
（

摘
か
ら
も
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
、
現
行

憲
法
下
に
お
い
て
も
な
お
政
党
政
治
に
対
す
る
悲
観
的
な
見
方
が
残
存
し

て
い
た
か
ら
だ
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ

（
（（（
（

う
。
実
際
、
参
議
院
の
「
政

党
化
」
が
常
に
非
難
の
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
改
め
て
言
挙
げ
す
る
ま
で

も
な

（
（（（
（

い
。
そ
し
て
そ
の
際
、
参
議
院
の
「
政
党
化
」
に
対
す
る
処
方
箋
と
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し
て
職
能
代
表
的
性
格
を
加
味
す
る
構
想
が
し
ば
し
ば
語
ら
れ
て
い

（
（（（
（

た
こ

と
は
、「
理
の
政
治
」
論
と
職
能
代
表
制
と
の
親
和
性
を
裏
書
き
す

（
（（（
（

る
と

同
時
に
、
そ
こ
に
秘
め
ら
れ
た
「
保
守

（
（（（
（

性
」
を
も
炙
り
出
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、「
良
識
の
府
」
と
し
て
の
参
議
院
と
い
う
見
解
が
、
近
時
修

正
を
迫
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
参
議
院

を
、衆
議
院
に
反
省
を
加
え
る
「
良
識
の
府
」
と
見
る
議
論
の
前
提
に
は
、

我
が
国
の
両
院
制
が「
衆
議
院
の
優
越
」を
規
定
し
た「
跛
行
的
二
院
制
」

で
あ
る
と
い
う
理
解
が
あ
っ
た
わ
け
だ

（
（（（
（

が
、
一
九
八
九
年
以
降
の
現
実
政

治
の
展
開
は
、
我
が
国
の
参
議
院
が
法
案
審
議
に
関
し
て
衆
議
院
と
ほ
ぼ

対
等
の
権
限
を
有
す
る「
強
い
参
議
院
」と
い
う
側
面
を
有
す
る
こ
と
を
、

人
々
に
気
付
か
せ
た
の
で
あ
る
。
参
議
院
を「
良
識
の
府
」・「
反
省
の
院
」

と
す
る
「
憲
法
学
者
の
理
解
は
浅
す
ぎ
る
」
と
息
巻
く
政
治
学
者
・
成
田

憲
（
（（（
（

彦
に
対
し
、「
い
ま
の
憲
法
学
界
は
成
田
さ
ん
の
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る

よ
う
に
、『
良
識
の
府
』
な
ど
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
も
し
よ
う
が
な
い
、

憲
法
上
権
限
が
強
い
の
だ
か
ら
政
党
化
す
る
の
は
し
よ
う
が
な
い
で
は
な

い
か
と
い
っ
た
前
提
で
議
論
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

（
（（（
（

す
」
と

長
谷
部
恭
男
が
軽
く
い
な
し
て
い
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な
背
景
を
通
じ
て

理
解
で
き
よ
う
。

　

も
っ
と
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
憲
法
学
者
が
こ
ぞ
っ
て
「
強
い
参
議

院
」
と
い
う
あ
り
方
を
よ
し
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
い

わ
ゆ
る「
多
数
派
型
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」を
標
榜
す
る
見
地
か
ら
見
れ
ば
、「
強

い
参
議
院
」
は
議
院
内
閣
制
を
運
用
す
る
に
当
た
っ
て
の
「
障
碍
」
で
し

か
な

（
（（（
（

い
。
だ
か
ら
、
例
え
ば
「
多
数
派
型
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
典
型
と
考

え
ら
れ
る「
国
民
内
閣
制
」論
を
提
唱
す
る
高
橋
和
之
が
、「
強
い
参
議
院
」

を
「
日
本
の
議
院
内
閣
制
の
運
用
に
お
け
る
重
大
な
問
題
点
の
一

（
（（（
（

つ
」
と

述
べ
る
の
も
、
当
然
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
に
立
て
ば
、
参
議
院
は

そ
の
強
大
な
権
限
を
「
自

（
（（（
（

制
」
し
て
「
良
識
の
府
」
と
し
て
振
舞
う
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う

（
（（（
（

が
、
こ
こ
に
は
貴
族
院
の
「
本
分
」
論
と

同
様
の
構
造
を
見
て
取
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
と
は
い
え
、
貴
族
院
は
民

主
的
正
統
性
を
も
た
な
い
か
ら
こ
そ
、
そ
の
強
す
ぎ
る
権
限
が
批
判
の
対

象
に
な
っ
て
い

（
（（（
（

た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
同
じ
こ
と
は
、
イ
ギ
リ

ス
の
貴
族
院
に
お
け
る
「
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
ー
慣

（
（（（
（

習
」
を
参
議
院
に
導
入
し

よ
う
と
い
う
議

（
（（（
（

論
に
つ
い
て
も
妥
当
し
よ

（
（（（
（

う
。

　

そ
れ
に
対
し
、
直
接
公
選
と
い
う
強
い
民
主
的
正
統
性
を
有
し
て
い
る

こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
、
参
議
院
が
強
い
権
限
を
持
つ
の
は
当
然
だ
と
い

う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ

（
（（（
（

る
。
実
際
、
す
で
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
長
谷

部
恭
男
も
、参
議
院
が
強
力
な
権
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、

参
議
院
の「
政
党
化
」が
進
行
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
一
方
で
、「
多
数
派
型
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
論
者
な
ら
ず
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と
も
、
参
議
院
が
政
権
に
関
与
す
る
こ
と
ま
で
を
認
め
て
い
る
わ
け
で
は

必
ず
し
も
な
い
と
い
う
点
に
は
、
注
意
を
要
す

（
（（（
（

る
。
例
え
ば
、「
合
意
型

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
論
者
の
代
表
格
で
あ
る
高
見
勝
利
は
、
衆
参
両
院
に
お

い
て
多
数
派
を
確
保
す
る
た
め
の
「
国
会
内
閣
」
を
批
判
し
て
い
る

（
（（（
（

し
、

長
谷
部
も
ま
た
、
参
議
院
改
革
案
と
し
て
、
参
議
院
議
員
が
大
臣
や
副
大

臣
に
な
ら
な
い
と
い
う
習
律
を
形
成
す
る
こ
と
を
挙
げ
て
い

（
（（（
（

る
。
も
と
よ

り
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ま
た
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
高
見
も
長

谷
部
も
、
参
議
院
を
「
良
識
の
府
」・「
再
考
の
府
」
と
し
て
捉
え
る
と
い

う
見
解
は
明
確
に
否
定
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
同
時
に
、
高
見
は
参
議
院

の
存
在
理
由
を
「
再
考
の
府
」
に
求
め
る
芦
部
信
喜
の
指
摘
を
参
議
院
改

革
を
考
え
る
際
に
は
基
本
に
踏
ま
え
て
お
く
べ
き
と
述

（
（（（
（

べ
、
長
谷
部
も
右

の
よ
う
な
主
張
を
参
議
院
を
「
理
の
府
」
と
す
る
た
め
の
改
革
案
と
し
て

行
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う

（
（（（
（

か
。

　

こ
の
点
、
強
い
権
限
を
有
し
て
い
る
以
上
、
参
議
院
が
政
権
に
関
与
す

る
こ
と
は
必
然
的
な
帰
結
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
参
議
院
が
政
権
に
関

与
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
た
め
に
は
、参
議
院
に
対
し
て
権
限
を「
自
制
」

す
る
よ
う
求
め
る
他
は
な

（
（（（
（

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
述
の
よ
う
な
強
い
民

主
的
正
統
性
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
権
限
を
、
─
─
た
と
え
政
権
と

の
関
係
に
お
い
て
衆
議
院
に
対
す
る
「
微
妙
な
『
劣

（
（（（
（

位
』」
が
参
議
院
に

存
す
る
に
せ

（
（（（
（

よ
─
─
ど
う
し
て
「
自
制
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ

う
か
。
こ
こ
に
な
お
、
参
議
院
は
「
良
識
の
府
」
と
し
て
「
理
の
政
治
」

を
行
な
う
べ
き
だ
と
い
う
思
考
が
存
在
し
て
い
な
い
と
、
言
い
切
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う

（
（（（
（

か
。

　

し
か
し
、
す
で
に
示
唆
し
た
よ
う
に
、
現
行
憲
法
下
に
お
け
る
「
参
議

院
は『
良
識
の
府
』や『
理
性
の
府
』で
は
な
く
て『
民
意
の
府
』で
あ
り
、

そ
う
あ
る
べ
き
で
あ

（
（（（
（

る
」。
し
た
が
っ
て
、
自
ら
も
「
民
意
」
に
よ
っ
て

支
え
ら
れ
て
い
る
参
議
院
に
「
自
制
」
を
求
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ

（
（（（
（

り
、

そ
の
結
果
、「
国
会
内
閣
」
は
「
政
治
力
学
的
に
不
可

（
（（（
（

避
」
と
な
る
。
つ

ま
り
、「
参
議
院
が
重
要
法
案
の
み
な
ら
ず
政
権
の
命
運
を
も
握
る
と
い

う
の
は
、
憲
法
に
埋
め
込
ま
れ
た
仕
組
み
な
の
で
あ

（
（（（
（

る
」。
さ
ら
に
、
解

散
権
や
公
認
権
に
よ
る
牽
制
が
機
能
し
に
く
く
、
そ
の
結
果
独
立
性
が
よ

り
強
く
な
る
参
議
院
議
員
か
ら
の
協
力
を
確
保
す
る
た
め
に
、
内
閣
は
閣

僚
ポ
ス
ト
を
取
引
材
料
と
し
て
用
い
る
必
要
も
あ

（
（（（
（

る
。
し
て
み
る
と
、「
精

神
論
だ
け
じ
ゃ
、
制
度
の
論
理
に
は
勝
て
な

（
（（（
（

い
」
と
い
う
命
題
は
、
参
議

院
の
「
政
党
化
」
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、
参
議
院
の
政
権
へ
の
関
与
に

も
妥
当
す
る
よ
う
に
思
わ
れ

（
（（（
（

る
。

　

し
か
し
そ
も
そ
も
、「
理
性
の
府
」
と
い
う
考
え
方
は
、
何
故
こ
れ
ほ

ど
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
得
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
体
、
従
来
第
二
院
に
期
待

さ
れ
て
き
た
行
動
様
式
は
、
政
党
政
治
確
立
以
前
の
古
典
的
代
議
制
観
に
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貫
か
れ
た
も
の
で
、「
過
去
の
遺
物
」
に
過
ぎ
な
い
と
言
え

（
（（（
（

る
。
現
在
で

も
ま
ま
見
ら
れ
る
緑
風
会
の
理
想
化
も
、
畢
竟
「
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
」
で
し

か
な

（
（（（
（

い
。
だ
と
す
れ
ば
、
セ
ピ
ア
色
の
思
い
出
が
い
つ
も
そ
う
で
あ
る
よ

う
に
、「
理
性
の
府
」
と
し
て
の
貴
族
院
や
参
議
院
と
い
う
見
方
も
ま
た
、

政
党
政
治
と
い
う
不
可
避
の
現
実
に
倦
ん
だ
者
た
ち
に
よ
る
、「
理
想
＝

イ
デ
オ
ロ
ギ

（
（（（
（

ー
」
へ
の
逃
避
で
あ
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
し
か
し

こ
こ
に
こ
そ
、
両
院
制
論
の
訴
求
力
が
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
理
性
の
府
」
と
い
う
ユ
ー
ト
ピ
ア
へ
の

見
果
て
ぬ
夢
を
人
々
に
抱
か
せ
る
こ
と
に
、
で
あ

（
（（（
（

る
。

（
１
）
政
治
史
研
究
に
お
い
て
は
、
従
来
は
個
々
の
争
点
が
取
り
上
げ

ら
れ
る
か
、
藩
閥
政
府
と
政
党
を
対
象
と
す
る
研
究
の
中
で
断

片
的
に
の
み
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
貴
族
院
研
究
に
つ

い
て
（
参
照
、
今
津
敏
晃
「
書
評
」
史
学
雑
誌
一
一
一
編
一
〇
号

（
二
〇
〇
二
年
）
八
五
頁
。
従
来
の
貴
族
院
研
究
に
つ
い
て
は
、

有
谷
三
樹
彦
「
貴
族
院
研
究
の
動
向
と
課
題
」
久
留
米
大
学
法
学

三
二
・
三
三
号
（
一
九
九
八
年
）
一
〇
九
頁
以
下
が
網
羅
的
に
論

じ
て
い
る
）、
近
時
、
貴
族
院
を
対
象
と
し
た
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー

が
公
刊
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
（
小
林
和
幸
『
明
治
立
憲
政

治
と
貴
族
院
』（
吉
川
弘
文
館
、二
〇
〇
二
年
）、西
尾
林
太
郎
『
大

正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
時
代
と
貴
族
院
』（
成
文
堂
、二
〇
〇
五
年
）、

内
藤
一
成『
貴
族
院
と
立
憲
政
治
』（
思
文
閣
出
版
、二
〇
〇
五
年
）

等
）、そ
の
歴
史
的
意
義
の
見
直
し
が
進
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
２
）
こ
れ
は
両
院
制
論
に
限
っ
た
話
で
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る

が
、
憲
法
史
と
い
う
領
域
全
体
で
見
れ
ば
、
研
究
の
不
振
が
嘆

か
れ
る
状
況
は
「
大
き
く
改
善
さ
れ
て
い
る
」
と
の
指
摘
も
あ

る
。
参
照
、
須
賀
博
志
「
明
治
憲
法
史
研
究
の
現
在
」
法
学
教
室

三
二
八
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
一
頁
注
（
七
）。

（
３
）
参
照
、
原
田
一
明
「
両
院
制
」
大
石
眞
＝
石
川
健
治
編
『
新
・

法
律
学
の
争
点
シ
リ
ー
ズ
三　

憲
法
の
争
点
』（
有
斐
閣
、

二
〇
〇
八
年
）
一
九
〇
頁
。

（
４
）
大
沢
秀
介
「
二
院
制
と
参
議
院
制
度
の
改
革
」
赤
坂
正
浩

他
『
フ
ァ
ー
ス
ト
ス
テ
ッ
プ
憲
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年
）

二
〇
八
頁
。

（
５
）
藤
野
美
都
子
「
貴
族
院
・
そ
の
構
成
と
権
能
に
つ
い
て
」
比

較
憲
法
研
究
会
編
『
憲
法
の
歴
史
と
比
較
』（
日
本
評
論
社
、

一
九
九
八
年
）
二
九
三
頁
。
こ
の
論
考
の
も
と
に
な
っ
た
の
は
、

同
「
貴
族
院
制
度
を
め
ぐ
る
理
論
と
動
態
」
法
律
時
報
六
九
巻
二

号
（
一
九
九
七
年
）
六
九
頁
以
下
。

（
６
）
内
藤
一
成
『
貴
族
院
』（
同
成
社
、
二
〇
〇
八
年
）
ⅱ
頁
。

（
７
）
正
確
に
は
、
貴
族
院
論
を
含
む
美
濃
部
の
議
会
制
度
論
に
つ
い

て
論
じ
た
上
で
、
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
国
会
の
あ
り
方
に
つ
い

て
美
濃
部
の
議
会
制
度
論
を
踏
ま
え
た
コ
メ
ン
ト
を
せ
よ
、
と
い
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う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
二
院
制
研
究
の
一
環
と
し
て
報
告

が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
報
告
の
中
心
を
貴
族
院
論

に
置
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
８
）
藤
野
「
貴
族
院
・
そ
の
構
成
と
権
能
に
つ
い
て
」
三
〇
三
頁
。

（
９
）「
対
話
」
に
つ
い
て
は
、
山
元
一
「
憲
法
解
釈
と
比
較
法
」
公

法
研
究
六
六
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
一
三－

一
一
五
頁
に
示
唆
を

得
た
。
も
っ
と
も
、
文
脈
は
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
。

（
10
）
水
林
彪
「
序
」
同
他
編
『
新　

体
系
日
本
史
二　

法
社
会
史
』

（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）
ⅶ
頁
。

（
11
）
な
お
参
照
、
樋
口
陽
一
「
世
良
晃
志
郎　

ま
た
は
実
定
法
学
に

と
っ
て
の
基
礎
法
科
目
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
六
八
号
（
二
〇
一
〇

年
）［
巻
頭
言
］。

（
12
）
主
と
し
て
、「
美
濃
部
達
吉
の
憲
法
学
に
関
す
る
一
考
察
（
一
）

（
二
・
未
完
）」国
家
学
会
雑
誌
一
二
一
巻
一
一
・
一
二
号（
二
〇
〇
八

年
）
一
頁
以
下
、
一
二
二
巻
九
・
一
〇
号
（
二
〇
〇
九
年
）

一
一
四
頁
以
下
に
よ
る
。
以
下
、
こ
の
拙
稿
に
つ
い
て
は
、
特
に

必
要
の
な
い
限
り
出
典
を
明
記
し
な
い
。

（
13
）
美
濃
部
達
吉
「
我
が
憲
政
の
将
来
」
同
『
時
事
憲
法
問
題
批
判

［
三
版
］』（
法
制
時
報
社
、
一
九
二
三
年
（
初
版
一
九
二
一
年
）、

以
下『
時
事
憲
法
問
題
批
判
』と
表
記
）四
二
一
頁
以
下
に
収
録
。

ま
た
、
同
じ
年
に
公
刊
さ
れ
た
同
『
日
本
憲
法　

第
一
巻
』（
有

斐
閣
、
一
九
二
一
年
、
以
下
『
日
本
憲
法
』
と
表
記
）
三
九
八
頁

以
下
も
参
照
。

（
14
）
参
照
、
空
井
護
「
美
濃
部
達
吉
と
議
会
の
正
統
性
危
機
」
東
北

大
学
法
学
六
二
巻
四
号
（
一
九
九
八
年
）
五
三
頁
以
下
。

（
15
）
本
稿
で
は
、
美
濃
部
の
用
法
に
し
た
が
っ
て
（
例
え
ば
、『
憲

法
講
話
』（
有
斐
閣
書
房
、
一
九
一
二
年
）
一
五
五
頁
）、
こ
の
両

者
を
相
互
互
換
的
に
用
い
る
。

（
16
）
そ
の
消
息
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
坂
野
潤
治
教
授
の
美
濃
部
達

吉
に
関
す
る
見
解
の
変
化
に
つ
い
て
」
首
都
大
学
東
京
法
学
会
雑

誌
四
九
巻
二
号
（
二
〇
〇
九
年
）
四
二
三
頁
以
下
を
参
照
。

（
17
）
美
濃
部
達
吉
『
逐
条
憲
法
精
義
』（
有
斐
閣
、
一
九
二
七
年
）

二
〇
頁
。
な
お
本
稿
に
お
い
て
は
、
引
用
の
際
、
原
則
と
し
て
旧

字
体
を
新
字
体
に
改
め
て
い
る
。

（
18
）
参
照
、
美
濃
部
達
吉
「
近
代
政
治
の
民
主
的
傾
向
」
同
『
時

事
憲
法
問
題
批
判
』
四
一
一－

四
一
二
頁
、
同
『
日
本
憲
法
』

四
一
三－

四
一
六
頁
等
。

（
19
）
美
濃
部
「
我
が
憲
政
の
将
来
」
四
四
一
頁
。

（
20
）
参
照
、
美
濃
部
達
吉
「
選
挙
革
正
論
」
同
『
現
代
憲
政
評
論
』

（
岩
波
書
店
、
一
九
三
〇
年
）
一
頁
以
下
。

（
21
）
参
照
、
美
濃
部
達
吉
「
帝
国
憲
法
と
政
党
政
治
」
国
家
及
国
家

学
一
巻
五
号
（
一
九
一
三
年
）
四
六
頁
。

（
22
）「
議
会
制
」
と
い
う
概
念
の
曖
昧
さ
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
高

橋
和
之『
国
民
内
閣
制
の
理
念
と
運
用
』（
有
斐
閣
、一
九
九
四
年
）

一
七－

二
四
頁
。
本
稿
で
は
、「
議
会
を
め
ぐ
る
統
治
機
構
の
諸

問
題
を
論
ず
る
」（
同
書
一
七
頁
）
と
い
う
程
度
の
ル
ー
ス
な
意
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味
で
、「
議
会
制
論
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
。

（
23
）
こ
れ
は
、
筆
者
が
「
美
濃
部
達
吉
の
憲
法
学
に
関
す
る
一
考
察

（
二
）」
一
六
六
頁
以
下
で
用
い
た
表
現
で
あ
る
が
、
言
う
ま
で
も

な
く
、丸
山
眞
男
の
言
う
「
無
責
任
の
体
系
」（
丸
山
『〔
新
装
版
〕

現
代
政
治
の
思
想
と
行
動
』（
未
来
社
、二
〇
〇
六
年
）一
二
九
頁
）

を
意
識
し
て
の
も
の
で
あ
る
。

（
24
）し
た
が
っ
て
、家
永
三
郎『
美
濃
部
達
吉
の
思
想
史
的
研
究
』（
岩

波
書
店
、
一
九
六
四
年
）
六
四－

六
八
頁
の
よ
う
に
、
美
濃
部
が

貴
族
院
の
非
民
主
的
性
格
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
点
の
み
を

強
調
す
る
こ
と
に
は
、
疑
問
が
あ
る
。

（
25
）m

edium

と
い
う
概
念
に
つ
い
て
は
、蟻
川
恒
正「
責
任
政
治
」

東
北
大
学
法
学
五
九
巻
二
号（
一
九
九
五
年
）一
頁
以
下
を
参
照
。

（
26
）
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
シ
ェ
イ
エ
ス
の
言
と
さ
れ
る
「
第
二
院
は

何
の
役
に
立
た
う
か
、若
し
そ
れ
が
代
議
院
に
一
致
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
無
用
で
あ
り
、
若
し
そ
れ
に
反
対
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

有
害
で
あ
る
」（
美
濃
部
達
吉
『
議
会
制
度
論
』（
日
本
評
論
社
、

一
九
三
〇
年
）
一
二
〇－

一
二
一
頁
よ
り
引
用
）
を
意
識
し
た
表

現
で
あ
る
。

（
27
）
美
濃
部
達
吉
『
憲
法
撮
要
［
改
訂
五
版
］』（
有
斐
閣
、

一
九
三
二
年
）
三
五
五－

三
五
六
頁
。

（
28
）
美
濃
部
『
憲
法
講
話
』
一
七
九
頁
。

（
29
）
な
お
、
美
濃
部
が
こ
れ
と
同
じ
理
由
に
よ
っ
て
普
選
尚
早
論
を

唱
え
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
坂
野
潤
治
『
近
代
日
本

の
国
家
構
想
』（
岩
波
書
店
、一
九
九
六
年
）一
六
七－

一
六
九
頁
。

（
30
）
参
照
、
美
濃
部
達
吉
「
如
何
に
し
て
選
挙
界
の
廓
清
を
期
す
べ

き
か
（
上
）」
国
家
学
会
雑
誌
三
八
巻
四
号
（
一
九
二
四
年
）
二

－

三
頁
。
な
お
、
同
「
選
挙
革
正
論
」
一
七
頁
も
参
照
。

（
31
）
こ
の
弊
害
は
、
普
通
選
挙
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ

り
拡
大
す
る
。
参
照
、美
濃
部
「
選
挙
革
正
論
」
一
六－

一
八
頁
。

（
32
）
参
照
、美
濃
部
達
吉『
日
本
憲
法
の
基
本
主
義
』（
日
本
評
論
社
、

一
九
三
四
年
）
一
一
六－

一
一
七
頁
。

（
33
）
美
濃
部
「
選
挙
革
正
論
」
一
六
頁
。

（
34
）
美
濃
部
『
日
本
憲
法
の
基
本
主
義
』
一
一
六
頁
。

（
35
）
こ
の
よ
う
に
、
突
き
詰
め
れ
ば
両
院
制
の
趣
旨
を
「
多
数
決
の

失
敗
」
に
対
す
る
処
方
箋
で
あ
る
と
美
濃
部
が
見
て
い
た
こ
と
の

証
左
と
し
て
、「
二
院
制
度
の
長
所
と
す
る
所
の
最
も
主
な
る
点

は
多
数
決
の
欠
点
を
補
ふ
と
云
ふ
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
」

（
美
濃
部
『
憲
法
講
話
』
一
七
九
頁
、
傍
点
原
文
）
や
、「
二
院
制

度
は
、
此
の
如
き
多
数
決
制
度
の
欠
点
に
、
其
の
主
た
る
存
在
の

理
由
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
」（
同
『
議
会
制
度
論
』
一
二
二
頁
）

と
い
う
叙
述
を
挙
げ
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。

（
36
）
美
濃
部
達
吉
「
貴
族
院
論
」
同
『
現
代
憲
政
評
論
』
一
三
六－

一
三
七
頁
。

（
37
）
美
濃
部
「
貴
族
院
論
」
一
三
六
頁
。

（
38
）
こ
の
点
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
款
に
お
い
て
示
唆
し

て
お
い
た
。
す
な
わ
ち
、
選
挙
制
度
に
よ
っ
て
「
完
全
に
公
正
な
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る
結
果
を
得
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
」
り
、
ま
た
国
民
に
よ
る
選

挙
が
「
決
し
て
理
想
的
な
国
民
代
表
者
を
得
る
途
で
は
あ
り
得
な

い
」
と
い
う
対
比
は
、「
公
正
な
る
結
果
」
と
「
理
想
的
な
国
民

代
表
者
」
に
よ
る
決
定
が
、
美
濃
部
に
お
い
て
相
互
互
換
的
に
用

い
ら
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

（
39
）
こ
こ
で
は
、
和
仁
陽
『
教
会
・
公
法
学
・
国
家
』（
東
京
大
学

出
版
会
、
一
九
九
〇
年
）
の
み
を
挙
げ
て
お
く
。

（
40
）
美
濃
部
達
吉
『
憲
法
及
憲
法
史
研
究
』（
有
斐
閣
書
房
、

一
九
〇
八
年
）
二
七
七
頁
以
下
に
収
録
さ
れ
て
い
る
論
考
の
タ
イ

ト
ル
。
初
出
は
明
治
学
報
八
八
号
（
一
九
〇
五
年
）
一
三
頁
以
下

で
あ
る
が
、本
稿
で
は
『
憲
法
及
憲
法
史
研
究
』
か
ら
引
用
す
る
。

（
41
）
美
濃
部
「
議
会
ハ
国
民
ノ
代
表
機
関
ナ
リ
」
二
七
八
頁
に
お
い

て
は
「
ラ
バ
ン
ト
国
法
学
」
と
し
か
表
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ

こ
で
美
濃
部
が
参
照
し
て
い
る
の
は
、
同
「
議
会
ノ
国
法
上
ノ
性

質
ニ
関
ス
ル
一
新
説
」
国
家
学
会
雑
誌
二
〇
〇
号
（
一
九
〇
三

年
）
一－

二
頁
並
び
に
同
『
議
会
制
度
論
』
七
三－
七
六
頁
に
お

い
て
出
典
明
記
の
上
引
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、Paul Laband, 

D
as Staatsrecht des D

eutschen Reiches, Bd.Ⅰ
., 4. A

ufl., 
T

übingen und Leipzig, 1901, S. 272f. 

で
あ
る
。

　
　
　

な
お
、
ラ
ー
バ
ン
ト
の
代
表
論
に
つ
い
て
は
、
高
見
勝
利
「
国

民
と
議
会（
一
）」国
家
学
会
雑
誌
九
二
巻
三
・
四
号（
一
九
七
九
年
）

二
四－

二
八
頁
、同「
ゲ
ル
バ
ー
と
ラ
ー
バ
ン
ト
」杉
原
泰
雄
編『
講

座
・
憲
法
学
の
基
礎
四　

憲
法
思
想
』（
勁
草
書
房
、一
九
八
九
年
）

五
三
頁
以
下
、
海
老
原
明
夫
「
ド
イ
ツ
国
法
学
の
『
国
家
学
的
』

方
法
に
つ
い
て
」
国
家
学
会
編
『
国
家
学
会
百
年
記
念　

国
家
と

市
民　

第
一
巻
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
七
年
）
三
七
四
頁
以
下
等

も
参
照
。

（
42
）
美
濃
部「
議
会
ハ
国
民
ノ
代
表
機
関
ナ
リ
」二
七
七－

二
七
八
頁
。

（
43
）
こ
の
よ
う
に
、
国
民
代
表
概
念
の
法
的
意
義
を
否
定
す
る
学
説

が
、
当
時
の
我
が
国
で
も
有
力
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
参
照
、

穂
積
八
束
『
修
正
増
補　

憲
法
提
要
［
五
版
］』（
有
斐
閣
、

一
九
三
五
年
（
初
版
は
一
九
一
〇
年
））
二
三
七－

二
三
九
頁
。

（
44
）
美
濃
部
「
議
会
ハ
国
民
ノ
代
表
機
関
ナ
リ
」
二
八
二
頁
。

（
45
）
な
ぜ
な
ら
、「
議
会
ハ
国
民
ノ
法
定
代
表
ノ
機
関
」（
美
濃
部
『
憲

法
撮
要
［
改
訂
五
版
］』
三
四
七
頁
）
で
あ
る
と
こ
ろ
、「
法
定
代

表
は
、其
の
性
質
上
必
然
に
自
由
代
表
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（
同

『
議
会
制
度
論
』
六
九
頁
）
か
ら
で
あ
る
。

（
46
）
美
濃
部
「
議
会
ハ
国
民
ノ
代
表
機
関
ナ
リ
」
二
八
四
頁
。

（
47
）
参
照
、
長
谷
部
恭
男
『Interactive

憲
法
』（
有
斐
閣
、

二
〇
〇
六
年
）
三
九
頁
以
下
、同
『
憲
法
［
第
四
版
］』（
新
世
社
、

二
〇
〇
八
年
）
三
一
七－

三
一
九
頁
。

（
48
）
こ
こ
で
参
照
さ
れ
て
い
る
の
は
、Georg Jellinek, A

llgem
eine 

Staatslehre, Berlin, 1900, S. 517-543. 

で
あ
る
。

（
49
）
美
濃
部「
議
会
ノ
国
法
上
ノ
性
質
ニ
関
ス
ル
一
新
説
」一
二
頁
。

（
50
）
美
濃
部
達
吉
「
帝
国
議
会
ノ
国
法
上
ノ
性
質
」
日
本
大
学
法
政

新
誌
七
巻
一
二
号
（
一
九
〇
三
年
）
七
頁
。
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（
51
）
参
照
、美
濃
部
「
議
会
ハ
国
民
ノ
代
表
機
関
ナ
リ
」
二
八
五
頁
。

な
お
、
前
注
で
引
用
し
た
「
帝
国
議
会
ノ
国
法
上
ノ
性
質
」
は
、

法
政
新
誌
上
に
連
載
が
予
定
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、

同
誌
八
巻
三
号
（
一
九
〇
四
年
）
一
五
頁
以
下
に
第
二
回
目
が
掲

載
さ
れ
た
き
り
、
未
完
に
終
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
後
本
文
で
述
べ

た
よ
う
な
改
説
を
行
な
っ
た
た
め
、
も
は
や
連
載
を
続
け
る
意
味

が
な
い
と
美
濃
部
は
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
52
）
こ
こ
で
美
濃
部
が
引
用
し
て
い
る
の
は
、Jellinek, A
llgem

eine 
Staatslehre, S. 535f. 

で
あ
る
。
な
お
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
代
表

論
に
つ
い
て
は
、
高
見
「
国
民
と
議
会
（
一
）」
二
八－

三
三
頁

も
参
照
。

（
53
）
参
照
、
美
濃
部
『
議
会
制
度
論
』
八
六－

八
八
頁
（
引
用
は

八
七
頁
）。

（
54
）
こ
の
よ
う
に
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
を
批
判
し
、
自
説
を
改
め
て
ま
で

貴
族
院
を
法
的
に
国
民
代
表
機
関
で
あ
る
と
す
る
背
景
に
は
、

次
款
以
降
で
述
べ
る
よ
う
に
、
法
と
現
実
の
乖
離
を
強
調
す
る

こ
と
で
貴
族
院
の
劣
位
を
正
当
化
し
よ
う
と
い
う
解
釈
論
的
な
戦

術
が
存
す
る
と
推
測
す
る
こ
と
が
、
あ
る
い
は
許
さ
れ
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
皮
肉
な
こ
と
に
、

美
濃
部
は
後
年
、
宮
沢
俊
義
「
国
民
代
表
の
概
念
」
同
編
『
美
濃

部
教
授
還
暦
記
念　

公
法
学
の
諸
問
題　

第
二
巻
』（
有
斐
閣
、

一
九
三
四
年
）
二
五
三－

二
五
六
、二
六
八－

二
六
九
頁
に
お
い

て
、ま
さ
に
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
55
）
な
お
、
藤
野
「
貴
族
院
・
そ
の
構
成
と
権
能
に
つ
い
て
」

三
〇
三
頁
は
、
戦
前
の
一
般
的
な
憲
法
学
説
が
「
議
会
を
国
民
の

代
表
機
関
で
あ
る
と
説
明
す
る
場
合
も
、
こ
れ
を
政
治
的
代
表
の

意
味
に
限
定
し
」
て
い
る
と
し
て
、
美
濃
部
『
憲
法
撮
要
［
改
訂

五
版
］』
三
四
六
頁
以
下
の
参
照
を
も
求
め
て
い
る
が
、こ
れ
は
、

藤
野
が
法
的
代
表
と
い
う
概
念
を
命
令
的
委
任
の
関
係
が
あ
る
も

の
に
限
定
し
て
用
い
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
56
）
美
濃
部
『
議
会
制
度
論
』
七
一
頁
。
な
お
、
こ
の
文
章
は
、
直

接
に
は
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

（
57
）
こ
の
点
は
、
①
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

（
58
）
美
濃
部
「
貴
族
院
論
」
一
四
二
頁
。

（
59
）
美
濃
部
『
逐
条
憲
法
精
義
』
四
三
五
頁
。

（
60
）
参
照
、
美
濃
部
『
逐
条
憲
法
精
義
』
四
三
五
頁
、
同
『
日
本
憲

法
の
基
本
主
義
』
一
一
七－

一
一
八
頁
等
。

（
61
）
参
照
、美
濃
部「
貴
族
院
論
」一
五
七
頁
、同『
逐
条
憲
法
精
義
』

五
四
六－

五
四
七
頁
、同
『
議
会
制
度
論
』
一
六
三－

一
六
五
頁
、

同
『
憲
法
撮
要
［
改
訂
五
版
］』
三
六
一－

三
六
二
頁
等
。

（
62
）
美
濃
部
『
議
会
制
度
論
』
一
六
五
頁
、
同
『
憲
法
撮
要
［
改
訂

五
版
］』
三
六
二
頁
等
。

（
63
）
美
濃
部
も
、「
清
浦
内
閣
の
成
立
と
衆
議
院
の
解
散
」
同
『
現

代
憲
政
評
論
』
一
八
八
頁
で
、
こ
の
表
現
を
用
い
て
い
る
。

（
64
）
藤
間
龍
太
郎
「
貴
族
院
改
革
問
題
」
法
学
教
室
一
一
六
号

（
一
九
九
〇
年
）
二
三
頁
。
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（
65
）
参
照
、
美
濃
部
達
吉
「
山
本
内
閣
の
辞
職
よ
り
衆
議
院
の
解
散

ま
で
」
改
造
六
巻
三
号
（
一
九
二
四
年
）
五
八
頁
以
下
。
な
お
同

論
文
は
、「
清
浦
内
閣
の
成
立
と
衆
議
院
の
解
散
」
と
改
題
さ
れ

て
『
現
代
憲
政
評
論
』
一
七
九
頁
以
下
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
本

稿
で
は
『
現
代
憲
政
評
論
』
か
ら
引
用
す
る
。

（
66
）
美
濃
部
達
吉
「
貴
族
院
制
度
に
付
い
て
」
改
造
六
巻
八
号

（
一
九
二
四
年
）
二
九
頁
以
下
。
な
お
同
論
文
は
、
加
藤
高
明
を

首
班
と
す
る
護
憲
三
派
内
閣
に
よ
る
貴
族
院
改
革
が
行
わ
れ
た

後
、修
正
増
補
を
施
さ
れ
て
、『
現
代
憲
政
評
論
』
に
「
貴
族
院
論
」

と
し
て
収
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
同
「
貴
族
院
論
」
一
六
〇

頁
）。
本
稿
で
は
、『
現
代
憲
政
評
論
』
所
収
の
「
貴
族
院
論
」
か

ら
引
用
し
て
い
る
。

（
67
）
ち
な
み
に
、
第
一
の
特
色
は
、
貴
族
院
の
組
織
が
法
律
で
は
な

く
「
貴
族
院
令
」
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
点
を
指
し
て
、
美
濃
部
は
、「
貴
族
院
の
優
越
の
地
位
が
憲
法

上
に
保
障
せ
ら
れ
て
居
る
。
私
は
之
を
以
て
我
が
貴
族
院
制
度
の

第
一
の
不
合
理
な
点
と
信
じ
て
居
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
美
濃
部

「
貴
族
院
論
」
一
四
六－

一
四
七
頁
）。

（
68
）
美
濃
部
「
貴
族
院
論
」
一
四
七－

一
四
八
頁
。

（
69
）
美
濃
部
「
貴
族
院
論
」
一
四
九
頁
。

（
70
）
美
濃
部
達
吉
「
憲
法
時
事
雑
題
（
一
）」
法
学
協
会
雑
誌
四
七

巻
四
号
（
一
九
二
九
年
）
二
四
頁
以
下
。
後
、「
貴
族
院
の
大
臣

問
責
の
決
議
」
と
改
題
さ
れ
て
『
現
代
憲
政
評
論
』
三
二
五
頁
以

下
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
で
は
『
現
代
憲
政
評
論
』
か
ら
引

用
す
る
。

（
71
）
実
際
、
美
濃
部
は
、「
政
治
上
か
ら
言
へ
ば
、
貴
族
院
が
内
閣

の
不
信
任
を
議
決
す
る
こ
と
は
、
そ
の
本
分
に
反
す
る
も
の
と
言

は
ね
ば
な
ら
ぬ
」（『
逐
条
憲
法
精
義
』
五
四
六－

五
四
七
頁
）
と

明
言
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
付
さ
れ
て
い
る
「
政
治
上
か

ら
言
へ
ば
」
と
い
う
留
保
に
つ
い
て
は
、
注
（
74
）
を
参
照
。

（
72
）
参
照
、遠
山
茂
樹
＝
安
達
淑
子
『
近
代
日
本
政
治
史
必
携
』（
岩

波
書
店
、
一
九
六
一
年
）
一
二
五
頁
。

（
73
）
参
照
、
美
濃
部
「
貴
族
院
の
大
臣
問
責
の
決
議
」
三
三
七－

三
三
八
頁
（
引
用
は
、
三
三
八
、三
三
七
頁
）。

（
74
）
美
濃
部
「
貴
族
院
の
大
臣
問
責
の
決
議
」
三
三
八
頁
。
な
お
、

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
政
治
的
な
問
題
と
法
的
な
問
題
と
を

峻
別
し
た
上
で
、
政
治
的
な
問
題
に
つ
い
て
は
柔
軟
に
対
応
す
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
ロ
ジ
ッ
ク
は
、
寺
内
正
毅
内
閣
下
に

お
け
る
臨
時
外
交
調
査
委
員
会
の
正
当
化
に
も
用
い
ら
れ
て
い

た
。
参
照
、美
濃
部
達
吉
「
第
三
十
九
議
会
の
憲
法
問
題
」
同
『
時

事
憲
法
問
題
批
判
』
一
三
九
頁
以
下
。
か
よ
う
な
思
考
法
は
、
美

濃
部
の
立
憲
政
治
論
を
考
え
る
上
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る

と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
別
稿
で
論
じ
た
い
と

考
え
て
い
る
。

（
75
）
美
濃
部
「
貴
族
院
の
大
臣
問
責
の
決
議
」
三
四
〇
頁
。

（
76
）
美
濃
部
「
貴
族
院
の
大
臣
問
責
の
決
議
」
三
三
九－

三
四
〇
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頁
。
こ
の
よ
う
な
美
濃
部
の
議
論
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
、
長

谷
川
正
安
『
昭
和
憲
法
史
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
年
）
五
八

－
六
〇
頁
が
あ
る
。

（
77
）
と
は
い
え
、
国
体
に
関
す
る
問
題
は
貴
族
院
で
議
論
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
国
体
を
政
争
の
具
に
す
べ
き
で
は
な

い
と
い
う
年
来
の
美
濃
部
の
主
張
（
例
え
ば
、
彼
の
「
国
体
思
想

に
基
づ
く
憲
法
論
争
」
同
『
現
代
憲
政
評
論
』
二
八
七
頁
以
下
を

参
照
）
と
平
仄
が
合
っ
て
い
る
こ
と
は
、
た
し
か
で
あ
る
。

（
78
）
さ
ら
に
美
濃
部
は
、
田
中
内
閣
の
下
で
行
わ
れ
た
昭
和
二
八
年

の
総
選
挙
の
結
果
自
体
が
選
挙
干
渉
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
と
し
て
、「
今
回
の
結
果
を
も
つ
て
眞
に
公
平
な
る
国
民
の

意
見
の
発
表
と
は
見
る
を
得
な
い
」
と
批
判
し
て
い
る
。
参
照
、

美
濃
部
達
吉「
総
選
挙
の
結
果
に
付
い
て
の
二
三
の
感
想
」同『
現

代
憲
政
評
論
』二
四
七－

二
四
九
頁（
引
用
は
二
四
八
頁
）。
同「
暗

黒
政
治
の
時
代
」
同
『
現
代
憲
政
評
論
』
二
五
三
頁
も
参
照
。

（
79
）
な
お
、
そ
も
そ
も
美
濃
部
に
よ
れ
ば
、
衆
議
院
の
多
数
が
必
ず

し
も
現
実
の「
民
意
」と
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、「
衆

議
院
が
国
民
の
意
見
を
代
表
す
る
と
謂
つ
て
も
、
そ
れ
は
法
律
上

の
擬
制
で
あ
つ
て
、
唯
法
律
上
そ
の
議
決
が
国
民
の
意
見
の
発
表

と
し
て
認
め
ら
る
る
と
い
ふ
に
止
ま
り
、
常
に
そ
の
議
決
が
国
民

の
眞
の
意
見
と
一
致
す
る
こ
と
を
期
待
し
難
い
」（
美
濃
部
『
逐

条
憲
法
精
義
』
二
一
頁
）
と
さ
れ
る
。
た
だ
本
件
は
、
そ
の
ズ
レ

が
明
ら
か
な
場
合
で
は
あ
る
。

（
80
）
美
濃
部
は
田
中
内
閣
下
の
時
代
を
、「
暗
黒
政
治
の
時
代
」
と

言
い
放
っ
て
い
る
。
参
照
、美
濃
部
「
暗
黒
政
治
の
時
代
」
同
『
現

代
憲
政
評
論
』
二
五
二
頁
以
下
。

（
81
）
例
え
ば
今
中
次
麿
「
普
通
選
挙
理
論
に
対
す
る
疑
義
」
国
家
学

会
雑
誌
四
〇
巻
二
号
（
一
九
二
六
年
）
八
五－

八
六
頁
は
、「
多

数
党
の
横
暴
」
と
は
多
数
党
が
「
代
表
機
関
た
る
の
意
義
を
忘
れ

て
居
る
こ
と
を
意
味
し
て
居
る
」
と
こ
ろ
、「
上
院
は
代
表
徹
底

の
た
め
に
必
要
」
な
の
で
あ
っ
て
、「
下
院
が
代
表
の
意
義
か
ら

離
れ
た
時
に
の
み
、
更
に
之
れ
に
反
省
の
機
会
を
与
ふ
」
れ
ば
よ

い
、
と
す
る
。

　
　
　

ま
た
、
今
津
敏
晃
「
第
一
次
若
槻
内
閣
下
の
研
究
会
」
史
学
雑

誌
一
一
二
編
一
〇
号
（
二
〇
〇
三
年
）
六
二
頁
以
下
に
は
、
近
衛

文
麿
・
二
荒
芳
徳
・
吉
野
作
造
の
貴
族
院
論
が
紹
介
さ
れ
て
い
る

が
、「
こ
の
三
者
は
と
も
に
民
意
を
根
拠
に
置
い
た
行
動
を
貴
族

院
に
求
め
て
い
た
」（
七
六
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
点
が
、
本
稿
の

観
点
か
ら
は
興
味
深
い
。

（
82
）
も
ち
ろ
ん
、
貴
族
院
に
つ
い
て
は
組
織
と
並
ん
で
権
限
も
問
題

と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
貴
族
院
の
権
限
を
制
限
す
る
こ
と

は
、憲
法
を
改
正
し
な
い
限
り
不
可
能
」（
美
濃
部
「
貴
族
院
論
」

一
五
八
頁
）
で
あ
る
か
ら
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
貴
族
院
に

は
自
ら
の
権
限
を
「
自
制
」
す
る
よ
う
求
め
る
よ
り
他
に
仕
方
が

な
い
の
で
あ
る
。

（
83
）
参
照
、美
濃
部
「
貴
族
院
論
」
一
四
一－

一
四
二
頁
（
引
用
は
、



資　　　料

北法61（4・232）1430

一
四
一
、一
四
二
頁
）。そ
の
た
め
、第
二
院
を
国
民
の
公
選
に
よ
っ

て
組
織
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
、
と
も
言
う
。

（
84
）
現
行
の
貴
族
院
組
織
に
問
題
が
あ
る
こ
と
は
、
美
濃
部
「
我
が

憲
政
の
将
来
」
四
四
三
頁
や
、
同
『
日
本
憲
法
』
四
〇
九
頁
等
に

お
い
て
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

（
85
）
参
照
、
美
濃
部
「
清
浦
内
閣
の
成
立
と
衆
議
院
の
解
散
」

一
八
七－

一
八
九
頁
（
引
用
は
一
八
九
頁
）。

（
86
）
美
濃
部
「
貴
族
院
論
」
一
四
八－

一
四
九
頁
。

（
87
）
美
濃
部
は
、「
多
数
決
制
度
の
精
神
を
破
壊
し
、
惹
い
て
は
議

会
制
度
の
根
本
義
に
反
す
る
も
の
と
な
る
虞
が
あ
る
」
と
し
て
、

党
議
拘
束
を
政
党
の
弊
害
の
一
つ
に
挙
げ
て
い
る
。
参
照
、
美
濃

部
「
我
が
憲
政
の
将
来
」
四
二
五－
四
二
六
頁
（
引
用
は
四
二
六

頁
）。
な
お
参
照
、
同
『
日
本
憲
法
』
四
〇
三－

四
〇
四
頁
、
同

「
議
会
制
度
の
危
機
」
同
『
議
会
政
治
の
検
討
』（
日
本
評
論
社
、

一
九
三
四
年
）
九－

一
〇
頁
。

（
88
）
こ
れ
は
、
美
濃
部
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。「
世
間
一
般
に
お
け
る
貴
族
院
改
革
案
の
根
本
に
流
れ
て
い

る
も
の
は
、
反
『
研
究
会
』
感
情
で
あ
り
、
そ
れ
を
構
成
す
る
華

族
議
員
に
対
す
る
反
発
で
あ
っ
た
」
と
す
る
、
後
藤
致
人
「
大
正

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
華
族
社
会
の
再
編
」
歴
史
学
研
究
六
九
四
号

（
一
九
九
七
年
）
二
七
頁
を
参
照
。

（
89
）
参
照
、
美
濃
部
「
貴
族
院
論
」
一
五
四
頁
。

（
90
）
そ
れ
で
は
、
研
究
会
の
影
響
力
を
削
ぐ
た
め
の
改
革
案
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
か
。
美
濃
部
に
よ
れ
ば
、
研
究
会
の
影
響
力
の
源

泉
は
、
伯
子
男
爵
議
員
の
選
挙
が
連
記
制
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
（
美
濃
部
「
貴
族
院
論
」
一
五
二
頁
）。
し
た
が
っ

て
美
濃
部
は
、
当
然
に
議
員
と
な
っ
て
い
た
公
侯
爵
議
員
も
選
挙

に
よ
る
も
の
と
し
た
上
で
（
同
一
五
九
頁
）、
そ
の
制
度
と
し
て

単
記
移
譲
式
の
比
例
代
表
制
導
入
を
主
張
す
る（
同
一
六
〇
頁
）。

な
お
、
貴
族
院
の
選
挙
制
度
改
革
と
し
て
は
、
一
般
に
単
記
制
が

議
論
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
美
濃
部
は
「
決
し
て
適
当

の
方
法
で
は
な
い
」（
同
一
六
〇
頁
）
と
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、

同
「
貴
族
院
ノ
選
挙
規
則
改
正
問
題
」
国
家
学
会
雑
誌
二
三
巻

一
二
号
（
一
九
〇
九
年
）
九
五
頁
以
下
に
も
あ
る
通
り
、
美
濃
部

の
従
来
か
ら
の
持
論
で
あ
る
。

（
91
）
多
額
納
税
義
者
議
員
は
、
院
内
で
は
「
特
別
席
を
有
す
る
少
数

の
傍
聴
人
」
な
ど
と
無
用
視
さ
れ
る
存
在
で
あ
り
（
参
照
、
内
藤

『
貴
族
院
』
一
七
頁
）、
帝
国
学
士
院
会
員
議
員
は
大
正
一
四
年
改

正
で
導
入
さ
れ
た
も
の
で
、
わ
ず
か
四
名
し
か
い
な
か
っ
た
。
な

お
、
昭
和
二
〇
年
改
正
で
は
、
朝
鮮
・
台
湾
在
住
者
議
員
が
新
た

に
導
入
さ
れ
て
い
る
。

（
92
）
美
濃
部
「
貴
族
院
論
」
一
五
二－

一
五
三
頁
。

（
93
）
美
濃
部
「
貴
族
院
論
」
一
五
八
頁
。

（
94
）
そ
の
た
め
の
処
方
箋
と
し
て
美
濃
部
が
挙
げ
て
い
る
の
は
、「
勅

選
議
員
を
政
府
が
勝
手
に
任
命
す
る
制
を
改
め
、
適
当
な
る
選
挙

機
関
を
し
て
推
薦
せ
し
む
る
の
制
を
取
る
こ
と
」（
美
濃
部
「
貴
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族
院
論
」
一
六
〇
頁
）
で
あ
る
。
な
お
、
美
濃
部
は
、
昭
和
三
年

三
月
一
三
日
に
貴
族
院
会
派
・「
火
曜
会
」
に
お
い
て
講
演
を
行
っ

て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
勅
選
議
員
を
主
た
る
改
革
の
対
象
と
し
た

よ
う
で
あ
る
。
参
照
、
後
藤
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
華
族
社
会

の
再
編
」
二
七
頁
。

（
95
）
参
照
、
三
浦
裕
史
「
貴
族
院
の
議
員
と
会
派
」
早
稲
田
政
治
公

法
研
究
三
一
号
（
一
九
九
〇
年
）
九
五
頁
。

（
96
）
美
濃
部
「
貴
族
院
論
」
一
五
九
頁
。

（
97
）
美
濃
部
「
貴
族
院
論
」
一
四
二
頁
。

（
98
）
参
照
、
高
見
勝
利
『
芦
部
憲
法
学
を
読
む
』（
有
斐
閣
、

二
〇
〇
四
年
）
一
三
一－

一
三
二
頁
、
同
『
現
代
日
本
の
議
会
政

と
憲
法
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
）
一
三
三－

一
三
四
頁
。

（
99
）
参
照
、
美
濃
部
『
議
会
制
度
論
』
一
二
三－

一
二
七
頁
。

こ
こ
で
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、Jam

es Bryce, M
odern 

D
em

ocracies, V
ol.Ⅱ

., London, 1921, pp. 450-454. 

で
あ
る
。

（
100
）
か
つ
て
筆
者
は
、「
美
濃
部
達
吉
の
憲
法
学
に
関
す
る
一
考
察

（
二
）」
一
三
〇－

一
三
一
頁
注
（
三
二
）
に
お
い
て
、
美
濃
部
に

お
け
る
「
輿
論
」
と
「
世
論
」
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
論
じ
た
こ

と
が
あ
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
美
濃
部
「
貴
族
院
論
」
一
五
五
頁

に
は
、「
輿
論
」
と
「
世
論
」
が
わ
ず
か
二
行
の
間
で
併
存
し
て

い
る
箇
所
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
彼
は
そ
の
使
い
分
け
に
は
さ
し
て

神
経
を
使
っ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
と
思

う
に
至
っ
た
こ
と
を
、
こ
こ
に
記
し
て
お
く
。

（
101
）
こ
の
表
現
は
、
①
に
も
登
場
し
て
い
た
。
注
（
26
）
参
照
。

（
102
）
す
で
に
二
１
（
１
）
で
論
じ
た
こ
と
と
も
重
複
す
る
が
、
選
挙

制
度
は
「
選
挙
運
動
に
依
つ
て
多
数
の
選
挙
民
を
動
か
す
必
要
の

有
る
こ
と
、
そ
の
運
動
に
は
多
額
の
費
用
を
必
要
と
す
る
こ
と
、

そ
の
運
動
は
概
ね
候
補
者
の
自
薦
運
動
で
あ
る
こ
と
の
結
果
、
如

何
な
る
選
挙
法
を
以
て
し
て
も
、
弊
害
を
免
れ
な
い
」
と
さ
れ
、

ま
た
多
数
決
制
度
は
「
質
を
捨
て
ゝ
専
ら
数
の
み
に
依
つ
て
決
す

る
も
の
で
、
多
数
の
意
見
が
そ
の
実
質
に
於
い
て
必
ず
し
も
常
に

少
数
の
意
見
に
優
る
も
の
で
な
い
限
り
は
、
決
し
て
理
想
的
の
制

度
で
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
103
）
美
濃
部
『
逐
条
憲
法
精
義
』
四
三
三－

四
三
四
頁
。

（
104
）「
国
家
及
び
国
民
の
福
利
」
と
い
う
表
現
に
ま
さ
に
表
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
直
後
に
本
文
で
述
べ
る
よ
う
に
、
美
濃
部

に
お
い
て
は
国
家
の
利
益
と
国
民
の
利
益
は
合
致
す
る
も
の
と
考

え
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、「
国
家
及
び

国
民
の
福
利
」と「
国
益
」と
を
同
じ
も
の
と
し
て
扱
っ
た
。
も
っ

と
も
、「
党
派
的
私
利
」
の
対
概
念
が
「
国
益
」
で
あ
る
こ
と
は
、

す
で
に
①
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
が
。

（
105
）
北
岡
伸
一
『
日
本
の
近
代
五　

政
党
か
ら
軍
部
へ
』（
中
央
公

論
新
社
、
一
九
九
九
年
）
八
三
頁
。

（
106
）
美
濃
部
達
吉
「
国
体
思
想
に
基
づ
く
憲
法
論
争
」
帝
国
大
学
新

聞
昭
和
四
年
一
月
一
日
付
第
二
面
、同「
不
戦
条
約
の
字
句
再
論
」

同
編
『
不
戦
条
約
中
「
人
民
の
名
に
於
て
」
の
問
題
』（
日
本
評
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論
社
、一
九
二
九
年
）
五
七
頁
以
下
。
前
者
は
『
現
代
憲
政
評
論
』

二
九
〇
頁
以
下
に
、
後
者
は
同
書
三
〇
二
頁
以
下
に
、
そ
れ
ぞ
れ

収
録
さ
れ
て
お
り
、本
稿
で
は『
現
代
憲
政
評
論
』か
ら
引
用
す
る
。

な
お
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
三
谷
太
一
郎
『
近
代
日
本
の
戦

争
と
政
治
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
）
二
三
五－

二
三
七
頁

も
参
照
。

（
107
）
美
濃
部
「
国
体
思
想
に
基
づ
く
憲
法
論
争
」
二
九
三
頁
。

（
108
）
美
濃
部
「
国
体
思
想
に
基
づ
く
憲
法
論
争
」
二
九
四
頁
。

（
109
）
美
濃
部
「
不
戦
条
約
の
字
句
再
論
」
三
〇
七－

三
〇
八
頁
。

（
110
）
以
上
、美
濃
部「
不
戦
条
約
の
字
句
再
論
」三
〇
八－

三
〇
九
頁
。

（
111
）
参
照
、長
尾
龍
一『
日
本
憲
法
思
想
史
』（
講
談
社
、一
九
九
六
年
）

一
五
三－

一
五
四
頁
。
た
だ
し
、「
利
益
説
」
は
「
権
利
」
の
本

質
に
関
す
る
学
説
で
あ
る
か
ら
（
参
照
、同
『
ケ
ル
ゼ
ン
研
究
Ⅰ
』

（
信
山
社
、
一
九
九
九
年
）
一
九
八－

一
九
九
頁
）、
本
文
の
よ
う

な
文
脈
で
用
い
る
こ
と
は
、本
来
妥
当
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

（
112
）
美
濃
部
『
日
本
憲
法
』
七
三－

七
四
頁
（
傍
点
原
文
）。
な
お
、

同
『
法
の
本
質
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
四
八
年
）
四
五－
四
六

頁
も
参
照
。

（
113
）
美
濃
部
『
日
本
憲
法
』
八
九
頁
。

（
114
）
す
で
に
本
文
で
引
用
し
た
通
り
、「
各
其
の
国
を
構
成
す
る
全

て
の
人
々
の
集
団
の
一
致
の
意
思
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、「
其

の
全
て
の
人
々
の
意
思
及
び
利
益

0

0

0

0

0

0

を
代
表
し
て
」
い
る
こ
と
を
意

味
す
る
（
傍
点
筆
者
）。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る

「
国
民
」
が
、
こ
れ
も
す
で
に
引
用
し
た
通
り
、「
過
去
現
在
将
来

を
通
じ
て
国
家
を
構
成
す
る
人
々
の
全
体
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
そ
の
意
思
も
ま
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
に
は
、
後
の
行
論
と
の
関
係
で
注
意
を
要
す
る
。

（
115
）
美
濃
部
の
国
家
論
の
基
礎
に
は
国
家
団
体
説
が
存
す
る
と
こ

ろ
（
参
照
、
長
尾
『
日
本
憲
法
思
想
史
』
一
八
四－

一
八
五
頁
注

（
一
八
））、
彼
の
国
家
団
体
説
（
参
照
、
美
濃
部
『
憲
法
講
話
』

二
頁
以
下
、同
『
日
本
憲
法
』
一
二
六
頁
以
下
、同
『
憲
法
撮
要
［
改

訂
五
版
］』
一
三
頁
以
下
等
）
の
帰
結
が
、「
国
家
が
一
の
団
体
で

あ
る
と
い
ふ
の
は
、君
主
も
将
軍
も
大
名
も
武
士
も
町
人
百
姓
も
、

何
れ
も
皆
一
致
協
力
し
て
或
る
共
同
目
的
の
為
に
働
い
て
居
る
も

の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
言
ふ
の
で
あ
つ
て
、
此
等
の
総
て
の
者

即
ち
国
民
全
体
が
皆
共
同
目
的
を
有
す
と
い
ふ
の
で
な
け
れ
ば
、

其
の
全
体
を
以
て
一
の
団
体
を
為
す
も
の
と
言
ふ
こ
と
は
出
来
な

い
」（『
憲
法
講
話
』
五
九
頁
）
と
い
う
点
に
あ
る
こ
と
は
─
─
そ

し
て
こ
こ
に
言
う
「
共
同
目
的
」
が
「
国
家
と
い
う
共
同
団
体
の

共
同
目
的
」（
同
書
六
〇
頁
）
で
あ
る
こ
と
は
─
─
、
彼
の
「
近

代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
思
想
」
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
暗

示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、こ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、

別
に
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　

関
連
し
て
長
尾
は
、
美
濃
部
の
国
家
団
体
説
と
国
家
有
機
体
説

と
の
親
近
性
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
國
分

典
子
「
美
濃
部
達
吉
の
『
国
家
法
人
説
』」
慶
應
義
塾
大
学
法
学
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研
究
六
六
巻
一
〇
号
（
一
九
九
三
年
）
二
九
頁
以
下
、
同
「
ゲ
ッ

テ
ィ
ン
ゲ
ン
七
教
授
事
件
と
天
皇
機
関
説
事
件
」
同
六
八
巻
二
号

（
一
九
九
五
年
）
三
五
九
頁
以
下
を
参
照
の
こ
と
。

（
116
）
美
濃
部
「
我
が
憲
政
の
将
来
」
四
二
八
頁
。
こ
の
よ
う
な
美
濃

部
の
議
論
は
、空
井
護「
政
党
否
定
論
者
と
し
て
の
美
濃
部
達
吉
」

東
北
大
学
法
学
六
七
巻
二
号（
二
〇
〇
三
年
）三
〇
頁
注（
三
三
）

も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
議
論
に
影
響
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。V

gl., Georg Jellinek, V
erfassungsänderung 

und V
erfassungsw

andlung, Berlin, 1906, S. 62-64. 

な
お
、

美
濃
部
達
吉
「
憲
法
の
変
更
と
憲
法
の
変
遷
（
下
）」
国
家
学
会

雑
誌
二
一
巻
九
号
（
一
九
〇
七
年
）
一
〇
〇－

一
〇
二
頁
、
同

「『
エ
リ
子
ツ
ク
』
氏
憲
法
変
化
論
」
同
『
憲
法
及
憲
法
史
研
究
』

七
三
五－

七
三
七
頁
も
参
照
。

　
　
　

と
こ
ろ
で
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
議
論
等
を
も
参
照
し
つ
つ
代
表

の
擬
制
的
性
格
─
─
延
い
て
は
民
意
そ
の
も
の
の
不
存
在
─
─
を

説
い
た
の
が
上
杉
慎
吉
で
あ
る
（
参
照
、
上
杉
慎
吉
『
議
会
政

党
及
政
府
』（
有
斐
閣
書
房
、
一
九
一
六
年
）
一
五
三
頁
以
下
。

な
お
参
照
、
吉
田
博
司
『
近
代
日
本
の
政
治
精
神
』（
芦
書
房
、

一
九
九
三
年
）一
二
七
頁
以
下
）。
な
お
、上
杉
の
政
治
思
想
を「
脱

政
治
的
代
表
制
論
」
と
し
て
読
み
解
こ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
、

住
友
陽
文
「
代
議
制
危
機
の
時
代
の
『
民
本
主
義
』
概
念
」
大
阪

府
立
大
学
人
文
学
論
集
一
九
集
（
二
〇
〇
一
年
）
一
七
頁
以
下
が

あ
る
。

（
117
）
美
濃
部
「
清
浦
内
閣
の
成
立
と
衆
議
院
の
解
散
」
一
九
〇
頁
。

（
118
）
美
濃
部
「
貴
族
院
の
大
臣
問
責
の
決
議
」
三
三
九
頁
。

（
119
）
美
濃
部
達
吉
「
安
達
内
相
の
協
力
内
閣
説
」
同
『
議
会
政
治
の

検
討
』
二
七
一－

二
七
二
頁
。

（
120
）
な
お
、
美
濃
部
達
吉
「
権
力
ノ
濫
用
ト
之
ニ
対
ス
ル
反
抗
」
国

家
学
会
雑
誌
一
九
巻
一
〇
号
（
一
九
〇
五
年
）
六
八
頁
は
、「
輿

論
固
ヨ
リ
必
ス
シ
モ
当
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
ニ
非
ラ
ズ
、
之
ニ
従
フ
ト

否
ト
ハ
為
政
者
ノ
選
択
ニ
存
ス
ヘ
シ
、
時
ニ
一
世
ノ
輿
論
ニ
反
シ

テ
自
家
ノ
所
信
ヲ
断
行
ス
ル
亦
政
治
家
ノ
事
タ
ル
ヲ
失
ハ
ズ
」
と

し
て
い
る
が
、こ
こ
で
必
ず
し
も
当
を
得
な
い
と
さ
れ
て
い
る「
輿

論
」
は
、「
一
世
ノ
輿
論
」
す
な
わ
ち
「
国
家
百
年
の
大
計
」
に

は
沿
わ
な
い
「
一
時
的
の
人
気
」
の
謂
い
に
、
他
な
ら
な
い
。
無

論
、「
国
民
の
健
全
な
る
輿
論
」
は
、
そ
の
よ
う
な
「
輿
論
」
で

は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

（
121
）
す
で
に
述
べ
た
通
り
、国
家
と
同
視
さ
れ
るpeoples

と
は「
過

去
現
在
将
来
を
通
じ
て
国
家
を
構
成
す
る
人
々
の
全
体
」
で
あ
る

の
で
あ
っ
て
、「
国
益
」
に
合
致
す
る
「
国
家
百
年
の
大
計
」
が
「
国

民
の
意
向
」に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
と
い
う
と
き
の「
国
民
」は
、

ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
るpeoples

に
他
な
ら
な
い
の

で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、「
国
益
」
に
沿
う
か
否
か
の
判
断
は
、

選
挙
の
よ
う
な
「
一
時
的
の
人
気
」
を
測
定
す
る
手
段
に
依
存
す

る
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
国
家
「
の
目
的

は
又
必
ず
し
も
現
在
の
人
々
の
み
の
為
に
す
る
も
の
で
な
く
、
過
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去
及
将
来
に
亙
つ
て
存
続
す
る
目
的
で
あ
つ
て
、
随
て
将
来
の
目

的
の
為
に
現
在
の
人
々
の
利
益
を
犠
牲
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
も

有
り
得
る
」
と
さ
れ
て
い
る
（
美
濃
部
『
日
本
憲
法
』
一
二
八
頁
）

こ
と
か
ら
も
推
測
で
き
よ
う
。

（
122
）
実
際
、「
国
民
の
意
向
」
は
井
上
財
政
・
幣
原
外
交
を
支
持
し

て
い
る
は
ず
で
あ
る
と
い
う
美
濃
部
の
予
測
は
、
昭
和
七
年
二
月

の
総
選
挙
に
お
い
て
政
友
会
が
民
政
党
に
圧
勝
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
完
全
に
裏
切
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
も
っ
と
も
、
こ
の
選
挙

に
よ
っ
て
国
民
が
支
持
し
た
の
は
高
橋
財
政
だ
け
で
あ
っ
た
と
の

指
摘
も
あ
る
。
参
照
、
坂
野
潤
治
『
近
代
日
本
政
治
史
』（
岩
波

書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
一
六
〇－
一
六
一
頁
）。
こ
の
こ
と
は
、

美
濃
部
の
言
う
「
国
民
の
意
向
」
と
現
実
の
「
国
民
の
多
数
」
の

ズ
レ
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
123
）
と
こ
ろ
で
、
③
が
、
衆
議
院
は
「
国
民
の
健
全
な
る
輿
論
」
を

代
表
せ
ず
「
政
党
自
身
の
利
益
」
を
謀
る
こ
と
が
多
い
と
述
べ
て

い
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
党
利
党
略
に
よ
っ
て
「
国
益
」
を
阻

害
す
る
と
い
う
こ
と
は
、「
国
家
百
年
の
大
計
」
を
顧
み
ず
「
一

時
的
の
人
気
」
に
基
づ
い
て
政
策
を
決
定
す
る
と
い
う
事
態
に
対

応
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
、

政
党
政
治
の
弱
点
の
一
つ
と
し
て
、「
政
党
は
一
般
の
人
気
を
顧

慮
す
る
必
要
が
有
り
、
民
心
に
こ
び
る
こ
と
が
党
勢
拡
張
の
た
め

避
け
難
い
所
で
あ
る
た
め
に
、
地
方
人
民
の
人
気
に
反
す
る
や
う

な
政
策
は
、
大
局
か
ら
見
て
必
要
な
も
の
で
あ
つ
て
も
、
こ
れ
を

断
行
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
」
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
、
美
濃
部

達
吉
「
齋
藤
内
閣
の
成
立
と
政
党
政
治
の
行
衛
」
同
『
議
会
政
治

の
検
討
』
三
〇
六
頁
も
参
照
。「
一
般
の
人
気
」
に
合
致
す
る
政

策
は
、
必
ず
し
も
「
大
局
」
＝
「
国
益
」
に
合
致
す
る
わ
け
で
は

な
い
の
で
あ
る
。

（
124
）
美
濃
部
達
吉
「
枢
密
院
論
」
同
『
現
代
憲
政
評
論
』
一
二
八
頁
。

（
125
）
先
駆
的
な
も
の
と
し
て
、
坂
野
潤
治
「
政
党
政
治
の
崩
壊
」
坂

野
＝
宮
地
正
人
編
『
日
本
近
代
史
に
お
け
る
転
換
期
の
研
究
』（
山

川
出
版
社
、一
九
八
五
年
）三
四
九
頁
以
下
の
み
を
挙
げ
て
お
く
。

（
126
）
参
照
、
拙
稿
「
美
濃
部
達
吉
と
岡
田
内
閣
」
首
都
大
学
東
京
法

学
会
雑
誌
五
〇
巻
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
六
五
頁
以
下
。

（
127
）
坂
野
潤
治
『
昭
和
史
の
決
定
的
瞬
間
』（
筑
摩
書
房
、

二
〇
〇
四
年
）
一
二
頁
は
、「
海
軍
大
将
斎
藤
実
の
内
閣
は
、
言

葉
ど
お
り
の
挙
国
一
致
内
閣
で
あ
っ
た
」
と
す
る
が
、
少
な
く

と
も
美
濃
部
の
主
観
に
お
い
て
同
内
閣
は
、「
眞
の
意
味
に
於
い

て
の
挙
国
一
致
と
は
相
距
る
こ
と
頗
る
遠
い
」（
美
濃
部
達
吉

「
挙
国
一
致
内
閣
の
成
立
」
同
『
議
会
政
治
の
検
討
』
三
一
四－

三
一
五
頁
）
も
の
で
あ
っ
た
。

（
128
）「
統
合
主
体
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
御
厨
貴
『
政

策
の
総
合
と
権
力
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
年
）
一
三

－

一
七
頁
。

（
129
）
か
よ
う
な
構
想
が
「
超
党
派
的
な
恒
久
の
会
議
」
と
し
て
最
初

に
登
場
し
た
の
は
、
美
濃
部
達
吉
「
政
党
政
治
の
革
新
の
途
」
帝
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国
大
学
新
聞
昭
和
七
年
七
月
四
日
付
第
三
面
（
後
、
同
「
政
党
政

治
の
将
来
」
同
昭
和
七
年
六
月
二
七
日
付
第
三
面
と
合
わ
せ
て
、

「
齋
藤
内
閣
の
成
立
と
政
党
政
治
の
行
衛
」
と
し
て
『
議
会
政
治

の
検
討
』
三
〇
一
頁
以
下
に
収
録
）
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
そ
の

半
年
後
に
公
表
さ
れ
た
同
「
非
常
時
日
本
の
国
難
打
開
」
中
央
公

論
四
八
年
一
号
（
一
九
三
三
年
）
五
三
頁
以
下
（
後
、「
非
常
時

日
本
の
政
治
機
構
」
と
改
題
の
上
、『
議
会
政
治
の
検
討
』
三
〇

頁
以
下
に
収
録
）
に
お
い
て
は
、「
円
卓
巨
頭
会
議
」
と
し
て
国

策
審
議
会
構
想
が
語
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
坂
野
『
近
代
日
本
の

国
家
構
想
』
二
三
五
頁
は
、こ
の
「
円
卓
巨
頭
会
議
」
に
お
い
て
、

先
の
「
超
党
派
的
な
恒
久
の
会
議
」
が
「
さ
ら
に
発
展
さ
せ
ら
れ

て
、職
能
代
表
的
な
性
格
を
持
つ
に
い
た
っ
て
い
る
」と
指
摘
す
る
。

（
130
）
美
濃
部
達
吉
「
我
が
議
会
制
度
の
前
途
」
同
『
議
会
政
治
の
検

討
』
五
七
頁
。
な
お
こ
の
論
考
の
初
出
は
中
央
公
論
四
九
年
一
号

（
一
九
三
四
年
）
二
頁
以
下
で
あ
り
、
実
際
に
執
筆
さ
れ
た
の
は

昭
和
八
年
の
一
二
月
で
あ
る
。

（
131
）
こ
こ
に
お
い
て
、
内
閣
が
「
非
選
出
部
分
」
に
対
し
て
の
み
な

ら
ず
「
選
出
部
分
」
に
対
し
て
も
優
位
に
立
つ
こ
と
が
想
定
さ
れ

て
い
る
点
に
つ
い
て
、
坂
野
「
政
党
政
治
の
崩
壊
」
三
五
三－

三
五
四
頁
を
参
照
。

（
132
）
た
だ
し
、
こ
れ
ら
「
超
党
派
的
な
恒
久
の
会
議
」・「
円
卓
巨

頭
会
議
」・「
強
力
な
委
員
会
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
微
妙
に
対
象
と

す
る
政
策
の
種
類
や
構
成
メ
ン
バ
ー
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
に

は
、
留
意
が
必
要
で
あ
る
（Cf. Frank O

. M
iller, M

inobe 
T

atsukichi, Berkeley and Los A
ngeles, 1965, pp. 187-

189.

）。
す
な
わ
ち
、「
超
党
派
的
な
恒
久
の
会
議
」
で
決
め
ら
れ

る
べ
き
は
「
国
防
、
外
交
、
財
政
、
経
済
等
の
根
本
方
針
」（
美

濃
部
「
齋
藤
内
閣
の
成
立
と
政
党
政
治
の
行
衛
」
三
一
〇
頁
）
で

あ
る
の
に
対
し
、
後
二
者
は
経
済
・
財
政
問
題
に
関
す
る
政
策
を

審
議
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、そ
の
後
二
者
の
間
で
も
、

「
強
力
な
委
員
会
」
の
構
成
員
か
ら
は
、「
円
卓
巨
頭
会
議
」
の
構

成
員
で
あ
っ
た
「
各
政
党
の
首
領
、
軍
部
の
首
脳
者
」（
同
「
非

常
時
日
本
の
政
治
機
構
」
三
八
頁
）
が
抜
け
落
ち
て
い
る
。
も
と

よ
り
、
も
し
職
能
代
表
を
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
政
党
や

軍
部
の
首
脳
が
構
成
員
と
し
て
名
を
列
ね
て
い
る
方
が
違
和
感
が

あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　

こ
の
よ
う
な
ズ
レ
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
れ
ば
よ
い
か
は
難
し

い
問
題
で
あ
る
が
、
本
文
で
も
述
べ
る
よ
う
に
、
各
論
考
に
お
い

て
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
が
、
現
下
の
危
機
へ
の
対
応
を
目
的

と
し
た
一
時
的
な
挙
国
一
致
の
た
め
の
国
策
審
議
会
な
の
か
、
あ

る
い
は
自
由
放
任
経
済
か
ら
統
制
経
済
の
時
代
へ
と
い
う
不
可
逆

的
な
歴
史
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
の
経
済
参
謀
本
部
的
な
会
議

体
な
の
か
に
よ
っ
て
、
具
体
的
な
審
議
対
象
や
構
成
員
が
異
な
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
が
、
あ
る
い
は
許
さ
れ
る
か
も
し
れ

な
い
。
と
い
う
の
も
、特
に
「
非
常
時
日
本
の
政
治
機
構
」
と
「
我

が
議
会
制
度
の
前
途
」
を
比
べ
て
み
る
と
、前
者
に
お
い
て
は
「
恰
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も
戦
争
に
際
し
た
時
の
如
く
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
（
三
八
頁
）、
眼
前
の
非
常
時
を
打
開
す
る
た
め
に
挙
国

一
致
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
意
識
が
前
面
に

出
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
後
者
に
お
い
て
は
、「
我
が
将
来
の
政

治
機
構
が
何
処
に
赴
か
ん
と
す
る
の
で
あ
る
か
」（
四
二
頁
）
と

い
う
問
題
に
つ
い
て
論
じ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
よ
り

歴
史
的
な
視
野
か
ら
国
策
審
議
会
構
想
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
挙

国
一
致
内
閣
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
対
す
る
撹
乱
要
因

に
な
り
か
ね
な
い
政
党
や
軍
部
を
体
制
内
に
引
き
入
れ
て
お
く
必

要
が
あ
る
の
に
対
し
、
統
制
経
済
時
代
の
た
め
の
経
済
参
謀
本
部

で
あ
れ
ば
そ
の
よ
う
な
考
慮
は
必
要
な
い
。

　
　
　

な
お
、
こ
の
よ
う
に
両
論
考
間
の
問
題
意
識
が
異
な
る
背
景
に

は
、
あ
る
い
は
、
坂
野
『
近
代
日
本
の
国
家
構
想
』
二
一
七－

二
二
一
頁
が
指
摘
す
る
よ
う
な
、
昭
和
八
年
を
境
と
し
て
当
時
の

日
本
が
直
面
し
て
い
た
危
機
が
解
消
に
向
か
っ
て
い
た
と
い
う
事

情
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
空
井
「
政

党
否
定
論
者
と
し
て
の
美
濃
部
達
吉
」一
〇
頁
も
参
照
）。た
だ
し
、

す
で
に
美
濃
部
は
昭
和
六
年
の
段
階
で
、
自
由
放
任
主
義
が
廃
棄

さ
れ
た
今
日
に
お
い
て
は
強
力
な
政
府
が
要
求
さ
れ
る
と
指
摘
し

て
お
り
（
美
濃
部
「
議
会
制
度
の
危
機
」
一
四
頁
）、
も
し
こ
の

点
と
整
合
的
に
理
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
昭
和
七
年
の
段
階
で
は

非
常
時
と
い
う
認
識
が
前
面
に
出
て
い
た
た
め
「
社
会
転
換
期
」

と
い
う
観
点
は
後
景
に
退
い
て
い
た
も
の
の
、
非
常
時
と
い
う
認

識
が
薄
ら
い
だ
昭
和
八
年
も
末
に
な
る
と
そ
れ
が
再
び
前
景
に
出

て
き
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

（
133
）
美
濃
部
達
吉「
内
閣
制
度
の
種
々
相
」同『
議
会
政
治
の
検
討
』

二
九
頁
。

（
134
）
美
濃
部
「
我
が
議
会
制
度
の
前
途
」
四
八
頁
。

（
135
）
こ
の
背
景
に
は
、
昭
和
八
年
一
二
月
に
比
例
代
表
制
導
入
が
見

送
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
参
照
、
空
井
「
美

濃
部
達
吉
と
議
会
の
正
統
性
危
機
」
七
二－

七
三
頁
。

（
136
）
参
照
、
美
濃
部
「
我
が
議
会
制
度
の
前
途
」
四
九－

五
五
頁
。

自
由
放
任
経
済
か
ら
統
制
経
済
へ
と
い
う
美
濃
部
の
歴
史
認
識
に

つ
い
て
は
、
家
永
『
美
濃
部
達
吉
の
思
想
史
的
研
究
』
八
六－

八
八
頁
、
鵜
飼
信
成
『
司
法
審
査
と
人
権
の
法
理
』（
有
斐
閣
、

一
九
八
四
年
）
三
六
三－

三
六
八
頁
等
も
参
照
。

　
　
　

な
お
、
空
井
「
美
濃
部
達
吉
と
議
会
の
正
統
性
危
機
」
七
一－

七
二
頁
は
、「
我
が
議
会
制
度
の
前
途
」
に
お
い
て
議
会
の
立
法
・

財
政
参
与
能
力
の
否
定
が
徹
底
さ
れ
た
こ
と
が
、「
強
力
な
委
員

会
」
か
ら
政
党
の
代
表
者
が
除
か
れ
た
一
つ
の
原
因
で
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、「
我
が
議
会
制
度

の
前
途
」
に
お
い
て
は
政
党
人
に
は
も
は
や
政
策
形
成
能
力
が
な

い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
補
う
べ
く
設
置
さ
れ

た
「
委
員
会
」
の
メ
ン
バ
ー
に
「
政
党
の
首
脳
」
が
入
っ
て
い
な

い
の
は
、
当
然
と
言
え
ば
当
然
で
あ
る
。
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（
137
）
参
照
、
美
濃
部
「
我
が
議
会
制
度
の
前
途
」
五
四－

五
五
頁
。

（
138
）
参
照
、
美
濃
部
「
内
閣
制
度
の
種
々
相
」
二
九
頁
、
同
「
非
常

時
日
本
の
政
治
機
構
」
三
八－

三
九
頁
、
同
「
我
が
議
会
制
度
の

前
途
」
五
六－

五
七
頁
、
同
「
政
党
政
治
の
将
来
」
同
『
議
会
政

治
の
検
討
』
七
五－

七
六
頁
等
。

（
139
）
空
井
「
政
党
否
定
論
者
と
し
て
の
美
濃
部
達
吉
」
一
六
頁
。

（
140
）
美
濃
部
達
吉
「
政
治
疑
獄
と
内
閣
制
度
の
将
来
」
改
造
一
六
巻

八
号
（
一
九
三
四
年
）
六
二
頁
。
な
お
、
同
「
現
代
政
局
の
展
望

〔
下
〕」東
京
朝
日
新
聞
昭
和
一
〇
年
一
月
四
日
付
第
五
面
も
参
照
。

（
141
）
参
照
、
美
濃
部
「
政
治
疑
獄
と
内
閣
制
度
の
将
来
」
六
一
頁
。

（
142
）
こ
こ
で
は
国
策
審
議
会
と
職
能
団
体
代
表
議
会
が
、
と
も
に
職

能
代
表
的
性
格
を
有
し
て
い
た
と
い
う
点
の
み
を
強
調
し
て
お

り
、
両
者
の
性
格
の
違
い
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
拙
稿
「
美
濃
部
達
吉
と
岡
田
内
閣
」

一
七
八－

一
七
九
頁
。
ま
た
、
佐
々
弘
雄
「
美
濃
部
達
吉
論
」
中

央
公
論
五
〇
年
三
号
（
一
九
三
五
年
）
二
九
〇－

二
九
一
頁
も
、

国
策
審
議
会
構
想
を
「
手
近
な
方
法
」、
職
能
団
体
代
表
議
会
構

想
を
「
根
本
的
改
革
手
段
」
と
す
る
。

（
143
）
坂
野
『
近
代
日
本
の
国
家
構
想
』
二
三
一
頁
以
下
。

（
144
）
増
田
知
子
「
天
皇
機
関
説
排
撃
事
件
と
国
体
明
徴
運
動
」
名
古

屋
大
学
法
政
論
集
一
七
三
号
（
一
九
九
八
年
）
一
七
四
頁
。

（
145
）
美
濃
部
『
日
本
憲
法
』
三
九
四－

三
九
五
頁
。

（
146
）
参
照
、美
濃
部
達
吉「
選
挙
革
正
の
根
本
義
と
其
の
方
策
」同『
議

会
政
治
の
検
討
』
三
六
七－

三
六
九
頁
。
な
お
同
「
選
挙
制
度
と

官
吏
制
度
」同『
議
会
政
治
の
検
討
』四
二
一－

四
二
四
頁
も
参
照
。

（
147
）
美
濃
部
「
近
代
政
治
の
民
主
的
傾
向
」
四
一
五
頁
。

（
148
）
増
田
知
子
「
一
九
三
〇－

一
九
三
五
年
の
美
濃
部
達
吉
と
日
本

主
義
者
の
憲
法
論
争
」
横
浜
市
立
大
学
論
叢
人
文
科
学
系
列
四
六

巻
一
・
二
・
三
号
（
一
九
九
五
年
）
五
五－

六
一
頁
は
、H

einrich 
T

riepel, D
ie Staatsverfassung und die politischen 

Parteien, Berlin, 1927. 

が
美
濃
部
の
職
能
代
表
構
想
の「
道
標
」

に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
空
井
「
美
濃

部
達
吉
と
議
会
の
正
統
性
危
機
」
八
五
頁
注
（
一
〇
〇
）
は
、
比

例
代
表
制
を
主
張
し
て
い
た
一
九
二
九
年
の
美
濃
部
が
ト
リ
ー
ペ

ル
の
議
論
を
紹
介
し
た
の
は
（「
憲
法
と
政
党
」
国
家
学
会
雑
誌

四
三
巻
二
号
一
六
九
頁
以
下
）、
ト
リ
ー
ペ
ル
の
「
政
党
国
家
」

論
に
賛
同
し
た
と
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
彼
の
「
有
機
体
的

国
家
観
」
に
惹
か
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
。
筆
者
は
空
井
の

見
解
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
本
稿
が
よ
り
興
味
を
惹
か
れ

る
の
は
、
美
濃
部
に
お
い
て
、
比
例
代
表
制
の
主
張
の
中
に
、
す

で
に
職
能
代
表
制
論
の
前
提
と
な
る
有
機
体
的
国
家
論
に
よ
る
基

礎
付
け
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
一
九
三
四
年
と

い
う
時
期
に
、
美
濃
部
は
そ
の
「
憲
法
と
政
党
」
を
巻
頭
に
収
録

し
た
『
憲
法
と
政
党
』（
日
本
評
論
社
）
を
─
─
美
濃
部
自
身
は

「
多
少
時
期
を
失
し
た
憾
は
有
る
」（
序
）
と
し
て
い
る
も
の
の
─

─
公
刊
し
得
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
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な
お
、
職
能
代
表
と
比
例
代
表
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
参
照
、

森
口
繁
治
『
比
例
代
表
法
の
研
究
』（
有
斐
閣
、
一
九
二
五
年
）

四
九
三
頁
以
下
、只
野
雅
人「
代
表
の
概
念
に
関
す
る
覚
書（
三
）」

一
橋
法
学
二
巻
三
号
（
二
〇
〇
三
年
）
六
九
頁
以
下
。

（
149
）
参
照
、
空
井
「
政
党
否
定
論
者
と
し
て
の
美
濃
部
達
吉
」
三
二

頁
注
（
五
五
）。

（
150
）
参
照
、
三
谷
太
一
郎
『
増
補　

日
本
政
党
政
治
の
形
成
』（
東

京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
）
二
四
七－

二
五
〇
頁
。

（
151
）
美
濃
部
達
吉
「
選
挙
法
改
正
問
題
ニ
付
テ
」
国
家
学
会
雑
誌

二
六
巻
三
号
（
一
九
一
二
年
）
三
六
三－

三
六
四
頁
。

（
152
）
美
濃
部
「
選
挙
法
改
正
問
題
ニ
付
テ
」
三
五
六
頁
。

（
153
）
と
こ
ろ
で
、
美
濃
部
『
憲
法
講
話
』
一
六
七
頁
は
「
国
会
は
社

会
の
縮
写
た
る
べ
し
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
穂
積
八
束
も
ま
た
、

国
会
が
国
民
代
表
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
「
国
民
社
会
の

縮
写
」
た
る
べ
き
こ
と
を
意
味
す
る
と
主
張
し
て
い
る
と
こ
ろ

（
参
照
、
穂
積
『
修
正
増
補　

憲
法
提
要
［
五
版
］』
二
三
七－

二
三
九
頁
、
二
四
七－

二
四
八
頁
）、
そ
の
帰
結
と
し
て
彼
は
、

国
民
代
表
を
利
益
代
表
・
職
業
代
表
の
意
味
に
お
い
て
理
解
す
べ

き
こ
と
を
説
い
て
い
た
（
参
照
、
穂
積
重
威
編
『
穂
積
八
束
博
士

論
文
集
［
増
補
改
版
］』（
有
斐
閣
、
一
九
四
三
年
）
五
六
一
頁
以

下
、
五
六
七
頁
以
下
）。

　
　
　

な
お
、
穂
積
の
代
表
論
や
注
（
116
）
で
触
れ
た
上
杉
等
の
代
表

論
を
、
我
が
国
に
お
け
る
「
似
而
非
『
代
表
』」
の
構
造
的
特
質

を
表
す
も
の
と
し
て
論
じ
る
の
は
、
石
田
雄
『
日
本
近
代
思
想
史

に
お
け
る
法
と
政
治
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）
一
九
一
頁

以
下
。

（
154
）
美
濃
部
「
現
代
政
局
の
展
望
〔
下
〕」。

（
155
）
こ
の
よ
う
な
思
想
の
淵
源
に
つ
い
て
厳
密
に
特
定
す
る
こ

と
は
難
し
い
が
、
ゲ
オ
ル
ク
・
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
の
名
を
挙
げ

る
こ
と
は
、
こ
こ
で
も
お
そ
ら
く
不
当
で
は
あ
る
ま
い
。

と

い

う

の

も
、Jellinek, V

erfassungsänderung und 
V

erfassungsw
andlung, S. 74-75, 78-80. 

に
お
け
る
社
会

的
団
体
に
関
す
る
論
述
が
美
濃
部
の
議
論
に
影
響
を
与
え
た
こ

と
は
、
十
分
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
な
お
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ

ク
の
職
能
身
分
的
思
想
に
つ
い
て
は
、vgl. Edgar T

atarin-
T

arnheyden, D
ie Berufsstände, Berlin, 1922, S. 55f.

）。
な

お
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
は
そ
こ
で
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
に
言
及
し
て
い
る

が
、彼
は
別
の
箇
所（Jellinek, a. a. O

. S. 66.

）で
も
ミ
ル
の「
立

法
委
員
会
」
構
想
（Cf. John Stuart M

ill, Considerations 
on Representative Governm

ent, London, 1861, pp. 100-
103.

）
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
美
濃
部
が
ミ
ル
の
議
会

論
に
し
ば
し
ば
言
及
し
て
い
る
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
り
（
参

照
、
長
谷
部
恭
男
「
日
本
に
お
け
る
法
治
国
概
念
の
継
受
」
長

谷
部
＝
中
島
徹
編
『
憲
法
の
理
念
を
求
め
て
』（
日
本
評
論
社
、

二
〇
〇
九
年
）
三
頁
注
（
九
））、
美
濃
部
の
職
能
代
表
制
論
も
遡

れ
ば
ミ
ル
に
ま
で
行
き
着
く
の
か
も
し
れ
な
い
。
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と
こ
ろ
で
美
濃
部
は
、「
貴
族
院
論
」で
も
ミ
ル
の「
代
議
制
論
」

を
引
用
し
て
い
る
が
（「
貴
族
院
論
」
一
三
一
、一
三
五－

一
三
六

頁
）、
そ
の
影
響
の
大
き
さ
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、

高
見
『
芦
部
憲
法
学
を
読
む
』
一
三
二
頁
注
（
三
）
は
、
ブ
ラ
イ

ス
の
二
院
制
論
の
淵
源
に
ミ
ル
の
上
院
論
が
存
す
る
可
能
性
を
示

唆
し
て
お
り
、
職
能
代
表
制
論
も
含
め
た
こ
の
あ
た
り
の
複
雑
な

関
係
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
研
究
を
行
う
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

（
156
）
第
二
次
護
憲
運
動
の
時
期
の
貴
族
院
改
革
案
と
し
て
、
例
え

ば
、
小
野
塚
喜
平
次
「
職
能
代
表
と
国
会
の
組
織
」
国
家
学
会
雑

誌
三
九
巻
一
号
（
一
九
二
五
年
）
一
頁
以
下
や
、
吉
野
作
造
「
改

造
問
題
の
側
面
観
【
一
】
～
【
三
】」
大
阪
朝
日
新
聞
大
正
一
三

年
一
月
一
四
日
・
一
五
日
・
一
九
日
付
朝
刊
各
第
一
面
等
を
参
照
。

ま
た
、
一
九
三
五
年
前
後
の
貴
族
院
改
革
に
お
い
て
は
、
職
能
代

表
議
員
を
設
置
す
る
こ
と
は
「
よ
り
切
迫
し
た
問
題
」（
今
津
敏

晃
「
一
九
二
五
年
の
貴
族
院
改
革
に
関
す
る
一
考
察
」
日
本
歴
史

六
七
九
号
（
二
〇
〇
四
年
）
七
四
頁
）
に
な
っ
て
い
た
。
な
お
、

園
部
良
夫
「
昭
和
一
〇
年
代
の
貴
族
院
改
革
問
題
を
め
ぐ
っ
て
」

日
本
歴
史
四
四
七
号
（
一
九
八
五
年
）
六
二
頁
以
下
も
参
照
。

（
157
）
参
照
、
美
濃
部
達
吉
「
民
主
主
義
政
治
と
憲
法
」
生
活
文
化
七

巻
二
号
（
一
九
四
六
年
）
四
頁
。

（
158
）
美
濃
部
達
吉
「
民
主
主
義
と
我
が
議
会
制
度
」
世
界
昭
和
二
一

年
一
月
号
二
六－

二
七
頁
。

（
159
）
美
濃
部
「
民
主
主
義
と
我
が
議
会
制
度
」
二
八－

二
九
頁
。

（
160
）
参
照
、
川
岸
令
和
「
未
完
の
憲
法
革
命
」
飯
島
昇
蔵
＝
川
岸
編

『
憲
法
と
政
治
思
想
の
対
話
』（
新
評
論
、
二
〇
〇
二
年
）
七
三－

七
五
頁
。

（
161
）
な
お
、
美
濃
部
の
参
議
院
論
に
つ
い
て
も
こ
こ
で
触
れ
て
お
こ

う
。
こ
の
点
、
一
方
で
美
濃
部
に
お
け
る
両
院
制
論
が
戦
前
以

来
の
一
貫
性
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
（
参
照
、

美
濃
部
達
吉
著
〔
宮
沢
俊
義
補
訂
〕『
日
本
国
憲
法
原
論
』（
有
斐

閣
、
一
九
五
二
年
）
二
四
五－

二
四
六
頁
）、
こ
の
こ
と
は
、
こ

と
両
院
制
論
に
関
し
て
は
、
美
濃
部
の
議
論
を
戦
前
と
戦
後
で
区

別
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
彼
は
、
新
憲
法
に
お
け
る
国
会
は
両
院
と

も
に
国
民
か
ら
選
挙
さ
れ
た
議
員
を
以
て
組
織
す
る
た
め
に
、
国

会
が
国
民
を
代
表
す
る
こ
と
に
つ
い
て
旧
憲
法
下
の
帝
国
議
会
よ

り
も
一
層
強
い
根
拠
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
、
選
挙
に

代
表
の
「
実
質
的
根
拠
」
を
認
め
る
よ
う
に
な
る
（
参
照
、
同
書

二
四
〇－

二
四
一
頁
）。
も
っ
と
も
、
第
一
院
の
欠
陥
を
補
う
た

め
に
公
選
に
よ
ら
な
い
代
表
者
が
必
要
で
あ
る
と
論
じ
て
い
た
美

濃
部
が
、
本
当
に
直
接
公
選
の
参
議
院
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
欠
点

を
抑
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
は
、

彼
の
叙
述
か
ら
は
不
明
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
（
な
お
、

美
濃
部
達
吉
著〔
宮
沢
俊
義
増
補
〕『
新
憲
法
逐
条
解
説［
増
補
版
］』

（
日
本
評
論
新
社
、一
九
五
六
年
）一
一
五－

一
一
六
頁
も
参
照
）。

（
162
）
美
濃
部
「
貴
族
院
論
」
一
五
六－

一
五
七
頁
。



資　　　料

北法61（4・242）1440

（
163
）
竹
中
治
堅
『
参
議
院
と
は
何
か　

一
九
四
七
～
二
〇
一
〇
』（
中

央
公
論
新
社
、
二
〇
一
〇
年
）
三
三
三
頁
。

（
164
）
参
照
、
伊
藤
博
文
著
〔
宮
沢
俊
義
校
註
〕『
憲
法
義
解
』（
岩
波

書
店
、
一
九
四
〇
年
）
六
六
頁
。

（
165
）
小
嶋
和
司『
憲
法
学
講
話
』（
有
斐
閣
、一
九
八
二
年
）二
二
六
頁
。

な
お
、
福
元
健
太
郎
「
二
院
制
の
存
在
理
由
」
レ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン

三
〇
号
（
二
〇
〇
二
年
）
九
〇－

九
一
頁
も
参
照
。

（
166
）
無
論
、
選
挙
制
度
や
多
数
決
制
度
の
欠
点
に
関
す
る
美
濃
部
の

議
論
を
、
ア
ロ
ー
の
不
可
能
性
定
理
な
ど
の
観
点
か
ら
現
代
風
に

ア
レ
ン
ジ
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
本
稿
の
関
心

の
外
に
あ
る
。

（
167
）
藤
野
「
貴
族
院
・
そ
の
構
成
と
権
能
に
つ
い
て
」
三
〇
三
頁
。

（
168
）
な
お
参
照
、
美
濃
部
『
憲
法
講
話
』
一
六
六－

一
六
八
頁
。

（
169
）
高
見
勝
利
に
よ
れ
ば
、
参
議
院
を
「
理
性
の
府
」
と
捉
え
る
見

解
は
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ブ
ラ
イ
ス
に
由
来
す
る
と
さ
れ
る
が
、
高

見
『
現
代
日
本
の
議
会
政
と
憲
法
』
一
三
四－

一
三
六
頁
は
、

そ
の
ブ
ラ
イ
ス
的
発
想
に
よ
る
両
院
制
の
理
由
付
け
が
戦
後
初
期

の
議
論
の
中
に
す
で
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
な
お
、

そ
こ
で
高
見
が
参
議
院
＝
「
理
性
の
府
」
と
い
う
見
方
の
「
原

型
」
と
し
て
挙
げ
る
の
は
、
刑
部
荘
「
両
院
制
」
国
家
学
会
雑
誌

六
〇
巻
一
一
号
（
一
九
四
六
年
）
一
頁
以
下
で
あ
る
が
、
刑
部

が
そ
の
中
で
「
両
院
制
の
理
論
」
を
述
べ
る
際
に
参
照
を
指
示

す
る
の
は
、
ブ
ラ
イ
ス
や
美
濃
部
の
他
、A

dhém
ar Esm

ein, 

Elém
ents de droit constitutionnel français et com

paré, 
t.Ⅰ

., 8
e éd. revue par H

enry N
ézard, Paris, 1927, pp. 

137-145., Joseph-Barthélem
y et Palu D

uez, T
raité de 

droit constitutionnel, nouvelle éd., Paris, 1933, pp. 458-
460., 

野
村
淳
治
『
憲
法
提
要　

上
巻
』（
有
斐
閣
、一
九
三
二
年
）

三
二
七－

三
三
八
頁
で
あ
る
（
刑
部
論
文
九
頁
注
（
五
））。

　
　
　

さ
ら
に
、
戦
前
の
議
論
と
し
て
、
高
見
は
、
河
村
又
介
「
二
院

制
度
存
在
理
由
の
変
遷
」
法
律
時
報
三
巻
三
号
（
一
九
三
一
年
）

五
頁
が
上
院
を
「
知
識
智
慮
の
貯
蔵
所
」
と
す
る
ブ
ラ
イ
ス
の
議

論
を
紹
介
し
て
い
る
こ
と
を
、
指
摘
す
る
。
た
だ
河
村
自
身
は
、

上
院
の
存
在
理
由
を
消
極
的
な
も
の
と
見
な
す
そ
の
よ
う
な
議
論

に
対
し
、「
下
院
に
代
つ
て
寧
ろ
立
法
部
の
本
体
た
る
べ
き
、
少

く
と
も
下
院
と
平
等
の
強
い
積
極
的
権
能
を
有
つ
た
」
上
院
が
必

要
で
あ
る
と
し
て
、貴
族
院
の
職
能
代
表
院
化
を
提
唱
し
て
い
た
。

参
照
、
河
村
論
文
五－

七
頁
（
引
用
は
六
頁
）。

（
170
）
宮
沢
俊
義『
日
本
憲
政
史
の
研
究
』（
岩
波
書
店
、一
九
六
八
年
）

一
四
〇－

一
四
一
頁
は
、
反
民
主
的
な
第
二
院
に
よ
っ
て
衆
議
院

を
抑
制
さ
せ
よ
う
と
す
る
議
論
に
、「
公
議
」
へ
の
不
信
を
見
る
。

（
171
）
参
照
、
福
元
健
太
郎
「
参
議
院
に
存
在
意
義
は
あ
る
か
」
中
央

公
論
一
二
一
巻
一
二
号
（
二
〇
〇
六
年
）
二
三
三
頁
。
市
村
充
章

「
参
議
院
の
役
割
と
選
挙
制
度
の
再
検
討
（
二
）」
議
会
政
治
研
究

五
七
号
（
二
〇
〇
一
年
）
三
六－

三
七
頁
は
、
参
議
院
を
有
識
者

に
よ
る
「
良
識
の
府
」
と
見
る
考
え
方
の
底
流
に
、
政
党
政
治
に
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お
け
る
政
治
的
判
断
よ
り
有
識
者
の
判
断
の
方
が
優
越
す
る
と
い

う
、
戦
前
の
貴
衆
両
院
制
に
近
い
原
理
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い

か
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
前
田
英
昭
「
二
院
制
」
ジ
ュ
リ
ス
ト

一
一
七
七
号（
二
〇
〇
〇
年
）四
一
頁
も
、「
有
為
」の
人
材
に
よ
っ

て
参
議
院
を
「
良
識
の
府
」
に
す
る
と
い
う
議
論
を
、「
明
治
憲

法
時
代
の
二
院
制
論
を
引
き
ず
っ
た
考
え
方
」
と
す
る
。

（
172
）
樋
口
陽
一『
憲
法
Ⅰ
』（
青
林
書
院
、一
九
九
八
年
）二
二
八
頁
は
、

「『
数
』
に
対
抗
的
な
『
理
』
と
い
う
も
の
を
、
国
会
の
内
部

0

0

0

0

0

に
期

待
す
る
こ
と
は
、
非
現
実
的
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
議
会
制
民
主

主
義
の
基
本
理
念
と
矛
盾
し
、
有
権
者
の
選
択
の
集
積
と
し
て
示

さ
れ
る
『
数
』
が
も
つ
は
ず
の
重
み
を
、
か
え
っ
て
失
わ
せ
る
」

お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
（
傍
点
原
文
）。

（
173
）
参
照
、
竹
中
『
参
議
院
と
は
何
か　

一
九
四
七
～
二
〇
一
〇
』

三
二
八－

三
三
〇
頁
。二
〇
〇
〇
年
に
斎
藤
十
朗
参
議
院
議
長（
当

時
）に
提
出
さ
れ
た「
参
議
院
の
将
来
像
に
関
す
る
意
見
書
」も
、

参
議
院
が
「
良
識
の
府
」・「
再
考
の
府
」
と
し
て
機
能
す
る
こ
と

を
求
め
て
い
る
（
参
照
、議
会
政
治
研
究
五
四
号
（
二
〇
〇
〇
年
）

六
頁
）。

（
174
）
参
照
、
大
山
礼
子
「
参
議
院
改
革
と
政
党
政
治
」
レ
ヴ
ァ
イ
ア

サ
ン
二
五
号
（
一
九
九
九
年
）
一
一
五
頁
。

（
175
）
参
議
院
が
「
良
識
の
府
」
で
あ
る
と
い
う
と
き
、そ
の
「
良
識
」

的
判
断
の
た
め
に
は
政
党
政
治
の
影
響
か
ら
一
定
の
距
離
を
保
つ

こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
点
に
つ
き
、
参
照
、
原
田
一
明
「
憲
法

改
正
論
議
の
中
で
の
両
院
制
」議
会
政
治
研
究
八
二
号（
二
〇
〇
七

年
）
九
頁
。

（
176
）
参
議
院
は
「
理
性
の
府
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
政
党
化
」

す
べ
き
で
な
い
と
い
う
議
論
の
一
例
と
し
て
、
小
林
直
樹
「
両
院

制
の
改
造
構
想（
上
）（
下
）」ジ
ュ
リ
ス
ト
九
六
二
号
六
三
頁
以
下
、

九
六
三
号
一
二
四
頁
以
下（
一
九
九
〇
年
）（
同
旨
の
議
論
と
し
て
、

吉
田
善
明
「
参
議
院
改
革
構
想
に
つ
い
て
」
明
治
大
学
法
律
論
叢

六
三
巻
四
・
五
号
（
一
九
九
一
年
）
七
五
頁
以
下
）。
次
注
と
関
連

す
る
が
、
小
林
は
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
「
職
能
代
表
の
発
想

は
捨
て
が
た
い
魅
力
が
あ
る
」（
上
・
七
〇
頁
）
と
す
る
。

（
177
）
例
え
ば
、
土
橋
友
四
郎
「
参
議
院
の
存
在
理
由
に
付
い
て
」
公

法
研
究
一
〇
号
（
一
九
五
四
年
）
七
六
頁
以
下
、
佐
藤
立
夫
「
参

議
院
は
如
何
に
あ
る
べ
き
か
」
同
誌
一
三
〇
頁
以
下
。
手
島
孝

「
二
院
制
一
九
九
〇
年
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
五
五
号
（
一
九
九
〇
年
）

七
一
頁
以
下
は
、
参
議
院
が
、
政
治
的
代
表
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

て
い
る
衆
議
院
と
異
質
の
原
理
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
よ
う
に
す

る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
地
域
代
表
的
第
二
院
構
想
と
職
能
代
表

的
第
二
院
構
想
を
挙
げ
て
い
る
。

　
　
　

な
お
、
現
行
憲
法
制
定
過
程
に
お
い
て
、
日
本
側
に
は
上
院
に

職
能
代
表
的
要
素
を
加
味
す
べ
き
と
い
う
主
張
が
強
く
、
そ
れ
が

否
定
さ
れ
た
後
も
、「
政
党
主
義
」
の
衆
議
院
と
の
異
質
性
を
確

保
す
る
た
め
に
、
参
議
院
に
全
国
区
制
を
採
用
し
、
以
て
職
能
代

表
的
性
格
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
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れ
て
い
る
。
参
照
、佐
藤
達
夫「
参
議
院
全
国
区
制
の
成
立
過
程
」

レ
フ
ァ
レ
ン
ス
八
三
号
（
一
九
五
七
年
）
一
頁
以
下
、佐
藤
功
『
憲

法
研
究
入
門
〈
下
〉』（
日
本
評
論
社
、
一
九
六
七
年
）
二
九
頁
以

下
、
五
六
頁
以
下
。

（
178
）
松
浦
正
孝
「
戦
前
日
本
の
職
能
代
表
・
職
能
団
体
組
織
導
入
案

と
そ
の
政
治
力
学
」東
京
大
学
緑
会
雑
誌
復
刊
一
二
号（
一
九
八
四

年
）
二
九
頁
に
よ
れ
ば
、
昭
和
一
〇
年
代
に
検
討
さ
れ
た
貴
族
院

改
革
の
た
め
の
職
能
代
表
案
は
、「
戦
後
の
参
議
院
緑
風
会
設
立

の
際
に
そ
の
趣
旨
が
生
か
さ
れ
」た
と
い
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
、

緑
風
会
こ
そ
、
参
議
院
＝
「
理
性
の
府
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
形

成
し
た
立
役
者
で
あ
り
、
後
々
ま
で
「
参
議
院
議
員
の
理
想
型
」

と
し
て
語
ら
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
参
照
、
高
見
『
現
代
日
本
の

議
会
政
と
憲
法
』
一
三
七
頁
。

（
179
）
保
守
的
改
憲
論
の
立
場
か
ら
の
参
議
院
改
革
論
に
お
い
て
、
職

能
代
表
制
案
が
し
ば
し
ば
登
場
し
て
い
た
こ
と
に
つ
き
、
参
照
、

酒
井
吉
栄
「
参
議
院
制
度
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
八
九
号
（
一
九
六
四

年
）
二
〇
六
頁
以
下
、渡
辺
治
「
現
代
憲
法
改
正
論
の
構
造
転
換
」

杉
原
泰
雄
先
生
古
希
記
念
論
文
集
刊
行
会
編
『
二
一
世
紀
の
立
憲

主
義
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
〇
二
頁
。
ま
た
、
全
国

区
制
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
り
確
保
さ
れ
る
職
能
代
表
的
要
素
が

「
上
院
的
・
保
守
的
」な
性
格
の
も
の
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
き
、

参
照
、佐
間
忠
雄
「
両
院
制
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
九
三
号
（
一
九
六
八

年
）
二
二
頁
。

（
180
）
参
照
、
刑
部
「
両
院
制
」
一
六－

一
八
、三
六
頁
、
浅
井
清
『
国

会
概
説
』（
有
斐
閣
、
一
九
四
八
年
）
一
四
〇－

一
四
四
頁
、
深

瀬
忠
一
「
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
両
院
制
の
特
色
」
清
宮
四
郎
＝

佐
藤
功
編
『
憲
法
講
座　

第
三
巻
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
四
年
）

三
六－

三
九
頁
等
。

（
181
）
参
照
、
成
田
憲
彦
「『
反
省
の
院
』
と
『
国
民
代
表
機
関
』
は

両
立
し
え
な
い
」
中
央
公
論
一
一
九
巻
五
号
（
二
〇
〇
四
年
）

一
二
六
頁
以
下
。「
憲
法
学
者
の
理
解
は
浅
す
ぎ
る
」と
い
う
の
は
、

こ
の
論
考
に
付
さ
れ
た
副
題
で
あ
る
。

（
182
）
高
見
勝
利
他
「［
座
談
会
］『
政
権
選
択
』
選
挙
」
ジ
ュ
リ
ス
ト

一
三
九
〇
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
二
七－

一
二
八
頁
。

（
183
）
参
照
、
杉
原
泰
雄
＝
只
野
雅
人
『
憲
法
と
議
会
制
度
』（
法
律

文
化
社
、
二
〇
〇
七
年
）
三
七
三－

三
七
四
頁
〔
只
野
執
筆
〕。

（
184
）
高
橋
和
之『
立
憲
主
義
と
日
本
国
憲
法［
第
二
版
］』（
有
斐
閣
、

二
〇
一
〇
年
）
三
二
八
頁
。
ま
た
、
高
橋
と
立
場
を
同
じ
く
す
る

岡
田
信
弘
も
、
現
在
の
参
議
院
の
あ
り
よ
う
に
対
し
て
、
国
民
内

閣
制
論
的
な
運
用
に
対
す
る
「
阻
害
要
因
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い

る
。
参
照
、
井
上
典
之
他
「
第
一
部
会　

憲
法
の
基
礎
概
念　

討

論
要
旨
」
公
法
研
究
六
七
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
九
一
頁
。

（
185
）
浅
野
善
治
他
「〔
座
談
会
〕
期
待
さ
れ
る
国
会
像
」
ジ
ュ
リ
ス

ト
一
一
七
七
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
一
三
頁
〔
高
見
発
言
〕、高
見
『
現

代
日
本
の
議
会
政
と
憲
法
』
二
〇
三－

二
〇
四
頁
。

（
186
）
高
橋
和
之
『
現
代
立
憲
主
義
の
制
度
構
想
』（
有
斐
閣
、
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二
〇
〇
六
年
）
一
〇
一
頁
は
、
参
議
院
に
は
「
理
の
政
治
」
が
期

待
さ
れ
て
い
る
と
い
う
前
提
の
下
、
参
議
院
が
内
閣
の
構
成
に
ま

で
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。

（
187
）
参
照
、藤
野「
貴
族
院
・
そ
の
構
成
と
権
能
に
つ
い
て
」三
〇
四
頁
。

（
188
）「
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
ー
慣
習
」
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
吉
田
早
樹

人
「
英
上
院
・
選
挙
公
約
の
政
府
法
案
は
否
決
し
な
い
」
議
会
政

治
研
究
七
六
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
三
頁
以
下
。

（
189
）
例
え
ば
、
高
橋
『
現
代
立
憲
主
義
の
制
度
構
想
』
一
〇
一
頁
。

た
だ
し
、
高
橋
が
「
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
ー
慣
習
」
そ
の
も
の
を
支
持

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
高
見
『
現
代
日
本

の
議
会
政
と
憲
法
』
二
〇
一－
二
〇
三
頁
を
参
照
。

（
190
）
参
照
、
只
野
雅
人
「
議
院
内
閣
制
の
基
本
構
造
」
土
井
真
一
編

『
岩
波
講
座　

憲
法
四　

変
容
す
る
統
治
シ
ス
テ
ム
』（
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
七
年
）
九
八
頁
、
高
見
『
現
代
日
本
の
議
会
政
と
憲
法
』

二
〇
二
頁
、
原
田
一
明
「『
ね
じ
れ
国
会
』
と
両
院
関
係
」
横
浜

国
際
経
済
法
学
一
七
巻
三
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
七
四
頁
等
。
美

濃
部
も
ま
た
、イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、一
九
一
一
年
の
「
国
会
法
」

に
よ
り
貴
族
院
の
権
限
が
制
限
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
貴

族
院
が
民
選
で
は
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る
。参
照
、

美
濃
部
『
憲
法
講
話
』
一
九
〇
頁
、同
『
日
本
憲
法
』
三
九
三
頁
。

（
191
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
杉
原
＝
只
野
『
憲
法
と
議
会
制
度
』

三
五
七
頁
以
下
の
他
に
、
藤
野
美
都
子
「
議
会
制
民
主
主
義
と

二
院
制
」
法
律
時
報
六
二
巻
六
号
（
一
九
九
〇
年
）
五
八
頁
以

下
、
市
村
充
章
「
参
議
院
選
挙
制
度
の
制
定
過
程
と
二
院
制
の
変

貌
」
議
会
政
策
研
究
会
年
報
創
刊
号
（
一
九
九
四
年
）
四
三
頁
以

下
、
同
「
参
議
院
の
役
割
と
選
挙
制
度
の
再
検
討
（
一
）」
議
会

政
治
研
究
五
六
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
一
七
頁
以
下
、
浅
野
善
治

「
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
両
院
制
」
比
較
憲
法
学
研
究
一
八
・
一
九

号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
一
三
頁
以
下
等
も
参
照
。
逆
に
、
参
議
院

の
権
限
は
憲
法
上
か
な
り
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
を
前

提
と
し
て
、
直
接
公
選
制
以
外
の
選
挙
制
度
を
採
用
す
る
こ
と

も
可
能
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
大
石
眞
『
議
会
法
』（
有
斐
閣
、

二
〇
〇
一
年
）
四
七－

四
八
頁
、同
『
憲
法
秩
序
へ
の
展
望
』（
有

斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
一
四
一－

一
四
二
頁
。

（
192
）
杉
原
＝
只
野
『
憲
法
と
議
会
制
度
』
三
七
一
頁
は
、「
内
閣
の

製
造
者
・
保
持
者
」
で
あ
る
衆
議
院
と
は
異
な
り
、
参
議
院
は
内

閣
の
批
判
に
徹
す
る
べ
き
と
い
う
「
参
議
院
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
今

日
に
お
い
て
も
な
お
根
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
す
る
。

（
193
）
参
照
、高
見
『
現
代
日
本
の
議
会
政
と
憲
法
』
一
一
七
頁
以
下
。

（
194
）
参
照
、
長
谷
部
『
憲
法
［
第
四
版
］』
三
四
九－

三
五
〇
頁
。

（
195
）
参
照
、
高
見
『
現
代
日
本
の
議
会
政
と
憲
法
』
一
三
二－

一
三
三
頁
。

（
196
）
た
だ
し
、
高
見
は
憲
法
改
正
を
も
含
め
た
参
議
院
制
度
改
革
を

視
野
に
入
れ
て
お
り
（
参
照
、
高
見
勝
利
「
参
院
選
後
の
議
院

内
閣
制
の
変
容
と
参
議
院
の
あ
り
方
」
読
売
ク
オ
ー
タ
リ
ー
四

号
（
二
〇
〇
八
年
）
八
四－

八
五
頁
、
同
「
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
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憲
法
上
の
論
点
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
九
〇
号
（
二
〇
〇
九
年
）

一
〇
一－

一
〇
二
頁
）、
現
行
憲
法
下
に
お
い
て
参
議
院
が
「
再

考
の
府
」
で
は
な
い
こ
と
と
、
参
議
院
は
本
来
「
再
考
の
府
」
で

あ
る
べ
き
と
考
え
る
こ
と
の
間
に
、矛
盾
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
197
）
例
え
ば
高
見
勝
利
は
、「
二
〇
〇
七
年
体
制
」の
成
立
を
受
け
て
、

「
参
議
院
は
、従
来
の
よ
う
に
『
再
考
の
府
』
と
か
『
反
省
の
府
』

と
い
っ
た
位
置
づ
け
で
は
も
う
説
明
で
き
な
く
な
る
だ
ろ
う
」
と

指
摘
し
て
い
る
が
（
高
見
他
「
座
談
会　

い
ま
、
参
議
院
は
ど
う

あ
る
べ
き
か
」世
界
七
七
二
号（
二
〇
〇
七
年
）六
七
頁
）、他
方
、

同
じ
座
談
会
の
中
で
、参
議
院
の「
自
制
」を
求
め
て
も
い
る（
七
七

－

七
八
頁
）。

（
198
）
只
野
雅
人
「
参
議
院
の
機
能
と
両
院
制
の
あ
り
方
」
ジ
ュ
リ
ス

ト
一
三
九
五
号
（
二
〇
一
〇
年
）
五
〇
頁
。

（
199
）
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
参
議
院
の
「
自
制
」
を
正
当
化
す
る
も

の
と
し
て
は
、宮
沢
俊
義
『
政
治
と
憲
法
』（
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
六
九
年
）
三
頁
以
下
、
飯
尾
潤
「
衆
参
に
お
け
る
多
数
派
の

不
一
致
と
議
院
内
閣
制
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
六
七
号
（
二
〇
〇
八

年
）
九
三－

九
四
頁
等
が
あ
る
。

（
200
）
こ
の
点
、
例
え
ば
、
前
述
の
「
参
議
院
の
将
来
像
に
関
す
る

意
見
書
」
も
、「
再
考
の
府
」・「
良
識
の
府
」
の
機
能
強
化
と
い

う
観
点
か
ら
、
参
議
院
が
政
策
決
定
や
政
権
創
出
に
直
接
関
わ

ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
提
言
し
て
い
た
。
参
照
、
浅
野
他

「〔
座
談
会
〕
期
待
さ
れ
る
国
会
像
」
一
五－

一
七
頁
、
大
石
眞

「
参
議
院
の
将
来
は
ど
う
描
か
れ
た
か
」
議
会
政
治
研
究
五
四
号

（
二
〇
〇
〇
年
）
三－

四
頁
。
浅
野
善
治
は
、
こ
れ
を
以
て
参
議

院
の
権
限
を
弱
め
る
趣
旨
で
は
な
い
と
し
て
い
る
が
、
参
議
院
の

「
自
制
」
を
求
め
て
い
る
点
に
変
わ
り
は
な
か
ろ
う
。

（
201
）
前
田
「
二
院
制
」
四
一
頁
。
杉
原
泰
雄
『
憲
法
Ⅱ　

統
治
の
機

構
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
九
年
）
二
二
三－

二
二
四
頁
も
参
照
。

　
　
　

と
こ
ろ
で
、
先
述
の
よ
う
に
、
参
議
院
が
「
良
識
の
府
」
で
あ

る
こ
と
は
否
定
し
つ
つ
「
理
の
府
」
と
す
べ
き
こ
と
を
唱
え
る
長

谷
部
は
、「
参
議
院
は
、
…
私
的
利
害
の
調
整
作
業
に
よ
っ
て
は

変
更
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
、
社
会
の
基
本
的
な
価
値
や
制
度
（
た

と
え
ば
、
地
方
自
治
、
司
法
の
独
立
な
ど
）
を
守
る
こ
と
に
そ
の

独
自
の
意
義
を
見
い
だ
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
…
衆
議

院
に
反
映
さ
れ
る
『
民
意
』
を
妨
げ
る
こ
と
な
く
、同
時
に
、日
々

変
転
す
る
『
民
意
』
に
よ
っ
て
は
損
な
わ
れ
る
べ
き
で
な
い
基
本

的
価
値
を
擁
護
す
る
機
関
と
し
て
の
参
議
院
の
性
格
を
確
立
す
る

こ
と
が
望
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
す
る
（『
憲
法
［
第
四
版
］』

三
五
〇
頁
）。
し
か
し
、
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
が
関
わ
る
べ
き
で
な
い
事
柄
に
つ
い
て
、
非
公
選
に
よ

る
貴
族
院
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
直
接
公
選
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
る

参
議
院
に
役
割
を
期
待
す
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
理
解
し
や

す
い
主
張
で
は
な
い
。
参
議
院
は
、
端
的
に
「
民
意
の
府
」
即
ち

デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
場
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
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（
202
）
参
照
、
高
見
『
現
代
日
本
の
議
会
政
と
憲
法
』
二
〇
三－

二
〇
四
頁
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
自
分
た
ち
も
「
国
民
の
代
表
者
」

で
あ
る
と
い
う
自
覚
を
有
す
る
参
議
院
議
員
が
自
ら
の
権
限
を

「
自
制
」
す
る
こ
と
な
ど
、俄
か
に
は
想
定
し
難
い
事
態
で
あ
る
。

参
照
、
成
田
「『
反
省
の
院
』
と
『
国
民
代
表
機
関
』
は
両
立
し

え
な
い
」
一
二
九
頁
。

（
203
）
高
見
「
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
憲
法
上
の
論
点
」
一
〇
一
頁
。

（
204
）
福
元
「
参
議
院
に
存
在
意
義
は
あ
る
か
」
二
三
二
頁
。
加
藤

一
彦
『
議
会
政
治
の
憲
法
学
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
九
年
）

二
六
五
頁
、
只
野
雅
人
「
書
評
」
憲
法
理
論
研
究
会
編
『
憲
法
学

の
最
先
端
』（
敬
文
堂
、
二
〇
〇
九
年
）
一
九
九
頁
も
参
照
。

　
　
　

竹
中
『
参
議
院
と
は
何
か　

一
九
四
七
～
二
〇
一
〇
』
三
三
五

頁
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
参
議
院
の
存
在
理
由
と
し
て
一
般
的
に

挙
げ
ら
れ
て
い
る
多
角
的
な
民
意
の
反
映
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ

ば
、「
国
会
内
閣
」
と
し
て
の
連
立
政
権
は
む
し
ろ
そ
の
要
求
を

満
た
す
も
の
で
あ
り
、
好
ま
し
い
存
在
で
こ
そ
あ
れ
非
難
さ
れ
る

い
わ
れ
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

（
205
）
参
照
、
竹
中
『
参
議
院
と
は
何
か　

一
九
四
七
～
二
〇
一
〇
』

三
四
四
頁
。
こ
の
背
景
に
は
、
議
員
と
し
て
の
昇
進
志
向
の
充
足

と
と
も
に
、
現
行
の
選
挙
制
度
を
前
提
と
す
る
限
り
、
直
接
公
選

に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
参
議
院
議
員
に
は
再
選
可
能
性
を
高
め
る

た
め
に
入
閣
へ
の
誘
引
が
働
く
と
い
う
事
情
が
、
挙
げ
ら
れ
る
か

も
し
れ
な
い
。
参
照
、
待
鳥
聡
史
「
参
議
院
自
民
党
に
お
け
る
閣

僚
ポ
ス
ト
配
分
ル
ー
ル
の
形
成
」
選
挙
研
究
一
六
号
（
二
〇
〇
一

年
）
六
七
頁
以
下
。

（
206
）
長
谷
部
『Interactive

憲
法
』
一
五
七
頁
。

（
207
）
本
文
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
衆
議
院
と
参
議
院
の
対
立
は
、「
民

意
」
と
「
民
意
」
の
正
面
衝
突
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
対
立
に
決

着
を
つ
け
る
た
め
の
方
法
と
し
て
、「
民
意
の
鮮
度
」（
高
見
『
現

代
日
本
の
議
会
政
と
憲
法
』二
〇
三
頁
）を
基
準
に
据
え
る
の
が
、

「
直
近
の
民
意
」
論
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
議
論
に
つ
い

て
は
、坂
野
潤
治
の
「
民
意
の
賞
味
期
限
」（「
昭
和
史
の
中
の
『
憲

政
常
道
』」
Ｕ
Ｐ
三
九
九
号
（
二
〇
〇
六
年
）
二
二
頁
）
と
い
う

概
念
に
よ
る
説
明
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
総
選

挙
が
四
年
に
一
回
あ
る
と
す
る
と
三
年
目
の
議
会
と
い
う
の
は
賞

味
期
限
が
一
年
で
あ
っ
て
、
そ
の
正
当
性
も
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
し

か
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
（
こ
の
点
、
美
濃
部
が
総
選
挙
を
毎
年

行
な
う
こ
と
を
提
唱
し
て
い
た
（
参
照
、「
選
挙
革
正
論
」
四
二

－

四
三
頁
）
こ
と
は
興
味
深
い
）。

　
　
　
「
直
近
の
民
意
」
論
に
つ
い
て
は
、高
見
他
「
座
談
会　

い
ま
、

参
議
院
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
」
七
二－

七
三
頁
、
高
見
「
参
院
選

後
の
議
院
内
閣
制
の
変
容
と
参
議
院
の
あ
り
方
」
八
三－

八
四
頁

等
に
よ
る
批
判
が
あ
る
の
に
対
し
、
例
え
ば
、
只
野
雅
人
「
参
議

院
の
独
自
性
と
選
挙
制
度
」ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
一
三
号（
二
〇
〇
一

年
）
三
八
頁
注
（
三
二
）
は
、「
両
院
の
構
成
が
食
い
違
っ
た
場

合
に
は
、
新
た
に
表
明
さ
れ
た
民
意
が
十
分
尊
重
さ
れ
ね
ば
な
ら
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な
い
」
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
只
野
は
一
方
で
「
直
近
の
民
意
」

の
一
面
的
な
優
位
を
否
定
し
て
い
る
が
（
杉
原
＝
只
野
『
憲
法
と

議
会
制
度
』
三
七
五
頁
）、
他
方
で
「
参
議
院
が
直
接
選
挙
に
よ

る
限
り
、『
直
近
の
民
意
』
の
重
み
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
」（
只

野
「
相
違
と
決
定
」
浦
田
一
郎
＝
只
野
編
『
議
会
の
役
割
と
憲
法

原
理
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
八
年
）
七
五－

七
六
頁
）
と
い
う
認

識
も
示
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
只
野
は
、「
民
意
の
鮮
度
」
を
唯

一
の
基
準
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
両
院
間
調
整
の
際
の
重
要

な
考
慮
要
素
に
な
る
こ
と
は
認
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
208
）
参
照
、大
山「
参
議
院
改
革
と
政
党
政
治
」一
〇
九－

一
一
〇
頁
。

（
209
）
参
照
、
福
元
「
参
議
院
に
存
在
意
義
は
あ
る
か
」
二
三
四
頁
。

（
210
）「
理
想
」
と
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
異
同
に
つ
い
て
は
、参
照
、

宮
沢
「
国
民
代
表
の
概
念
」
二
一
五－
二
一
六
頁
。

（
211
）
た
だ
し
本
稿
は
、我
が
国
の
両
院
制
が「
無
意
味
な
二
院
制
」（
参

照
、福
元
健
太
郎『
立
法
の
制
度
と
過
程
』（
木
鐸
社
、二
〇
〇
七
年
）

九
一
頁
以
下
）
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
両
議

院
が
同
一
事
項
に
つ
い
て
審
議
を
く
り
返
す
こ
と
を
無
意
味
と
考

え
る
べ
き
で
は
な
い
」（
阿
部
照
哉
「
二
院
制
」
法
律
時
報
四
一

巻
五
号
（
一
九
六
九
年
）
一
二
三
頁
）
か
ら
で
あ
る
。

※�

本
稿
は
、平
成
二
一
・
二
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
若
手
研
究
Ｂ
）

に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


